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予算審査特別委員会記録 

（１日目 R7.3.7 9:30 ～16:09） 

 

議会事務局長  先日設置されました予算審査特別委員会を開催してまいりたいと

思います。開会に当たりまして、石川委員長より御挨拶をお願いいたします。 

石川委員長  皆様おはようございます。本日から始まります予算審査特別委員会

ですけれども、皆様どうぞ３日間よろしくお願いしたいと思います。今年はこの

冬、雪が少なくて、結構楽に過ごせるのかなという感じでしておりましたけれど

も、今週になってからこういうふうな形で一気に降りだしました。担当課に除雪費

の執行状況はどういう状況なのかなと聞きましたところ、あの段階では７割程度で

したけども、今週になってから毎日のように降っておりますので、多分予算どおり

にいくのかなと感じております。生活する者にとっては雪がないほうがいいんです

けども、除雪に当たられている業者の方々にとってはやはり大事な財源であり、そ

して収入であるということで、しっかりそういった面では執行していただきたいな

というような感じがいたします。 

それでは、第１回定例会におきまして、本予算審査特別委員会が設置され、令和

７年度一般会計ほか５特別会計予算並びに関連７議案の審査が付託されておりま

す。予算審査特別委員会の日程は、３月７日、１０日、１１日の３日間の日程で、

別紙審査順序のとおり順次審査を行っていきます。各委員、各説明員に申し上げま

す。委員が質問を行う場合には挙手をして、委員長の許可を受け、議席番号、氏名

を告げてから発言してください。説明員から答弁する場合には、委員長の許可を受

け、職名を告げてから簡潔明瞭に答弁するようお願いいたします。私語は慎むよう

お願いいたします。   

また、質問事項については予算書などのページを示し、会議時間の短縮のため、

要点を簡潔明瞭に発言してください。なお、効率的な議事の運営に努めてまいりま

すので、委員各位におきましても御協力をお願いいたします。傍聴者にお願いいた

します。私語や談笑などを慎み、本委員会の運営に支障を来さぬよう傍聴規則を遵

守して傍聴されますようお願いいたします。 

本日の出席人員は１０名全員であります。なお、本委員会に議長から遅れて出席

する旨の申し出があります。では直ちに会議を開会いたします。 

審査順序の１番目、第１款議会費について審査を行います。それでは説明をお願

いいたします。 

議会事務局長  それでは予算書の３９ページをお開きください。 

１款１項１目議会費、本年度予算額５，２４４万円。前年対比で５９万１，００

０円の減となっております。説明欄をごらんください。事業名、議会運営経費で

は、議員報酬、手当、旅費、政務活動費交付金など、議員に係る経費と議会だより

発行に係る経費などをあわせ、５，１３０万４，０００円を計上しております。減

額の主な内容は、負担率の変更に伴う共済費の減額によるものになります。なお、

旅費については昨年度同様、姉妹町である多良木町への行政視察として、半数であ
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る５名分の特別旅費を計上しています。次のページをごらんください。 

４０ページ、事業名、事務局経費では、議会事務局運営に係る経費として、１１

３万６，０００円を計上しています。ほぼ昨年同様の予算計上となっております。

なお、関連議案の議案第７号の条例改正については、後ほど総務費の職員給与費で

説明をいたします。以上で議会費の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してもよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。総務費の中でも一般

管理費から防災諸費までの説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書４０ページをごらんください。 

下段、２款１項１目一般管理費、本年度予算額２億９０２万５，０００円。増減

の主なものは、情報システムの標準化対応に係る経費の増によるものです。説明

欄、一般管理経費として２，７８７万円。ここでは、行政運営全般に係る経費とし

て、次ページにかけて、各委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、特別職及び

職員旅費、町長交際費、消耗品費、次ページ、通信運搬費、総合健康診査、財務書

類作成業務委託料や空知町村会負担金などを計上しています。 

次に、電算機器管理運営経費として８，５２７万円。ここでは、電算機器全般に

係る管理経費として、４４ページにかけて、情報系及び基幹系システム保守、社会

保障・税番号制度システム整備、電算機器借上料、情報系システム譲渡事業償還金

などを計上しています。前年度との主な相違ですが、情報化システムの標準化対応

に伴い、国が整備したガバメントクラウドの利用料が新たに追加となり、１１節役

務費、通信運搬費が増額となっています。 

次に、職員研修事業として４３７万８，０００円。ここでは、職員の資質向上を

目的に、各種専門研修への派遣経費などを計上しています。 

次に、地方公共団体情報システム標準化対応事業として、９，１５０万７，００

０円。次ページにかけまして、基幹系１８業務システムについて、国が策定する標

準仕様に準拠したシステム移行に係る委託料を計上しており、令和７年度末までに

移行完了を予定しています。なお、システム移行に係る経費は、同額を国のデジタ

ル基盤改革支援補助金として補助されるものです。 

次に、２目文書広報費、本年度予算額４９２万６，０００円。説明欄、広報・広

聴活動事業として、広報なんぽろ発行にかかる経費、町ホームページ管理運用経

費、公式ＳＮＳ運用経費を計上しています。 

次に、３目財産管理費、本年度予算額２億８，７６０万２，０００円。説明欄、

庁舎等管理経費として２，８３９万３，０００円。次ページにかけて、役場庁舎管

理に係る経費一式を計上しています。 

次に、４６ページ下段、公用車管理経費として１，２５２万６，０００円。次ペ

ージにかけて、公用車、マイクロバスの運行管理に係る経費などを計上していま

す。 

次に、財産管理経費として２億４，６６２万６，０００円。次ページにかけて、
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町有財産に係る消耗品費、修繕料、火災保険料、複写機使用料、各種基金の積立金

などを計上しています。 

次に、指定管理者制度推進事業として５万７，０００円。ここでは、学識経験者

を含めた選定委員会の開催経費を計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４８ページ下段をごらんください。 

４目企画振興費、本年度予算額１億６，８５９万６，０００円。説明欄、移住促

進事業では、次ページにかけまして、本町への移住促進を図るため、移住体験事業

や移住イベント及び北海道移住・交流フェアへの出展などに係る経費として、３２

６万８，０００円を計上しています。 

 次に、４９ページ下段、説明欄をごらんください。みどり野団地等販売管理事業

では、次ページにかけまして、公社管理用地草刈業務に係る経費、北海道住宅供給

公社の販売施策と連動した、みどり野団地販売促進事業及びきた住まいるヴィレッ

ジ・ゼロカーボンヴィレッジ事業の負担金として、１，４２１万４，０００円を計

上しています。なお、公社管理用地草刈業務に係る経費は、同額を公社から受託事

業収入として受けるものです。   

 次に、５０ページ上段、生活路線等交通対策事業では、次ページにかけまして、

オンデマンド交通あいるーとの運行に係る経費、北海道中央バス高速くりやま号の

運行に係る生活交通対策確保対策負担金などに係る経費として、２，９８１万５，

０００円を計上しています。あいるーとの運行につきましては、前年度に引き続

き、町内イベント開催時の運行を実施します。増額の主な理由は、１８節、負担金

補助及び交付金の生活交通確保対策負担金では、北海道中央バス・栗山町との協定

による高速くりやま号の運行経費の一部負担において、負担額算定方法や負担割合

の変更に伴う３７８万７，０００円の増額によるもの、また、新規事業で南空知定

住自立圏連携事業として南空知圏域を営業区域で運行している路線バス事業者に新

たに雇用された運転手１名に対して２０万円の支援金を交付する、運転手確保対策

助成金の計上によるものです。 

次に、５１ページ中段、姉妹町交流事業では、姉妹町熊本県多良木町との児童相

互交流及び物産交流、住民交流研修などに係る経費として、３２８万６，０００円

を計上しています。 

次に、企画振興経費では、企業版ふるさと納税受付に係る経費、南空知ふるさと

市町村圏組合負担金及び空知地域創生協議会負担金など、８６万円を計上していま

す。 

 次に、５２ページ上段、協働まちづくり推進事業では、住民の自主的な協働のま

ちづくりや地域コミュニティ活性化、町内会等の活動を支援するため、個人町民税

現年課税予算額の１パーセント相当額を活用したまちづくり活動支援事業補助金を

交付する経費として、３４４万６，０００円を計上しています。 

 次に、予算資料は９ページになります。学生支援推進事業では、江別市内の大学

や自治体などで構成する学生地域定着支援推進協議会負担金、４０万３，０００円

を計上しています。 

 次に、子育て世代住宅建築費助成事業では、子育て世代を対象とした住宅建築費



 ４ 

の助成により移住定住を図るため、子育て世代住宅建築費助成金６，３００万円を

計上しています。 

 次に、高度無線環境整備推進事業では、公設民営による光ファイバ設備の維持管

理や支障移転工事などの経費として、８９２万円を計上しています。なお、支障移

転工事費のうち、道営経営体育成農地整備事業に係る２６８万１，０００円は、同

額が道から補償されるものです。減額の主な理由は、１４節、工事請負費で光ファ

イバケーブル支障移設工事の見込み、７１６万６，０００円の減額によるもので

す。 

次に、５３ページ上段、観光周遊策推進事業では、令和６年度にカントリーサイ

ンのデザイン公募、選定を行い、デザインを更新したことにあわせて、町道の町界

４か所へのカントリーサイン設置工事などに係る経費として、４６８万８，０００

円を計上しています。 

 次に、地域おこし協力隊設置事業では、次ページにかけまして、本町への移住・

定住を促進するため、移住情報の発信などのプロモーション活動をはじめ、移住体

験住宅の管理運営や体験プログラムの企画に取組む活動を行う「地域おこし協力隊

員」１名の設置・活動経費として、５５０万円を計上しています。なお、現在の隊

員１名は今月末をもって退任するため、令和７年度は、面接選考により会計年度任

用職員として、新規隊員１名の配置を予定しています。 

次に、５４ページ上段、子ども室内遊戯施設管理経費では、子ども室内遊戯施設

はれっぱの指定管理料として、３，０８０万円を計上しています。指定管理料は、

令和６年度施設管理運営の実績見込みを踏まえた積算を行い、維持管理運営費４，

２００万円から利用料収入１，１２０万円を差し引き、計上しています。 

次に、地域おこし協力隊活動支援事業では、新規事業としまして、地域おこし協

力隊員に対する、きめ細やかなサポート体制を確保し、隊員の孤立や活動のミスマ

ッチを防止することを目的に、日々の活動に対する相談や地域との交流に必要なネ

ットワークづくりなど、本町の協力隊ＯＢ・ＯＧの方へのこれまでの協力隊の経験

を活かしたサポート業務委託料３９万６，０００円を計上しています。 

次に、５目企業誘致推進費、本年度予算額２，１６８万５，０００円。説明欄、

企業誘致推進事業では、南幌流通団地販売戦略に基づく予約分譲受付を継続して実

施し、企業訪問活動や広告宣伝活動などに要する経費、南幌工業団地看板改修工

事、中央２丁目の町有地に立地した北雄ラッキー株式会社に対する企業立地等奨励

金などの経費を計上しています。増額の主な理由は、１４節、南幌工業団地看板改

修工事費３８８万３，０００円の計上及び１８節、企業立地等奨励金の７５４万円

の増額によるものです。以上です。 

総務課長  次に、５５ページ中段、６目公平委員会費、本年度予算額３万６，０

００円。説明欄、公平委員会運営経費として、委員３名分の報酬を計上していま

す。以上です。 

住民課長  次に、７目交通安全対策費、本年度予算額６２５万６，０００円。説

明欄、交通安全対策推進事業では、次ページにかけまして、交通安全推進員１名及

び交通安全指導員１８名の設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免許証
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自主返納支援業務委託料、交通安全運動推進協議会補助金などを計上しています。

前年度対比、減額の主な理由は、令和６年度に更新しました交通安全指導車購入費

の減によるものです。以上です。 

総務課長  次に５６ページ下段、８目防災諸費、本年度予算額５５７万円。説明

欄、防災対策事業として、５８ページにかけて、防災会議委員報酬、災害備蓄品整

備計画に基づく消耗品費並びに備品購入費、戸別受信機設置等手数料、防災行政無

線保守点検、全国瞬時警報システム保守委託料、電波使用料などを計上していま

す。前年度との主な相違ですが、令和６年度において、全国瞬時警報システムの改

修を行ったことによるものです。以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

熊木委員  ほかの議員と重複しているところはほかの議員に委ねますので、私か

らは４点質問させていただきます。まず、最初に予算書の４４ページ、職員研修事

業について伺います。職員研修の内容で先ほど説明があったんですけれども、昨

年、令和６年の説明の時に自衛隊の研修が入っていました。今回はそれが含まれて

いないんですけれども、今年度も実施するのかどうか。それから研修内容で、例え

ば議員だといろいろ先進地事例ということで視察に行ったりするんですけれども、

職員の中からこういう所に行きたいとか、そのような希望を出して、それを叶える

というような取組になっているのかどうか伺います。 

それと、生活路線等交通対策事業、これは予算資料の８ページです。あいるーと

の関係で、町内イベント開催日の運行を昨年されて、大変喜ばれたと思います。そ

れで今年度の予定と、それから令和６年度の実績を伺います。 

次に、５４ページの子ども室内遊戯施設のことについて伺います。指定管理の分

で、３，０８０万円が計上されています。それで、なかなか費用対効果というか、

ずっと２０万人入ったとかいろいろ増えているということは確かなんですけれど

も、依然として９割が町外の利用者で１割が町民という、ずっとその状態ですよ

ね。そこで、いろいろ指定管理者との協定というか、そういうものもあると思うん

ですけれども、利用料の見直しということを検討とかされているのか。近隣に比べ

ても、やはり親子で入場してもすごく安いと思うんですよね。それもあってすごく

利用されているのはとても結構なことなんですけれども、そろそろその辺の見直し

ということを考えていくべきではないかなと思うのですが、その辺の検討をされな

かったのかどうか伺います。 

次に、交通安全対策推進事業、予算資料の９ページです。高齢者運転免許証自主

返納支援事業が現在年６回やられているかと思いますが、昨年聞いた時に、回数を

もっと増やせないのかということで町民からもそういった問い合わせがあって、担

当課に伺ったことがあります。なかなか栗山警察署も、長沼も行って南幌も行って

ということでなかなか厳しいというお話もされていましたけれども、少し増やすと

か、何かそういう形になったのかどうかを伺います。４点お願いいたします。 

総務係長  熊木委員の１点目、職員研修事業についてお答えいたします。お話に

ありました自衛隊の研修についても、令和７年度予算に含まれております。また、

職員の希望する研修について、職員研修センターで各研修項目がありまして、そち
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らについては職員の希望を取って、行きたい研修に行っていただく形となっており

ます。また、先進地への視察研修についても予算は計上しておりまして、各課、先

進地へ行きたいというような希望があれば、それに応えられる予算計上はしており

ます。以上です。 

企画係長  ２点目の、あいるーとのイベント運行時の御質問にお答えいたしま

す。令和６年度から開始しましたこのイベント時のあいるーとの試行運転ですけれ

ども、実施結果につきましては全６イベントで開催しました。商工会ふれあいまつ

り、農協夜まつり、南幌盆踊り、秋の収穫祭、ボランティアフェスタ、そして冬ま

つりで開催し、利用予約がなかった収穫祭と冬まつりを除く、４イベントで運行が

ございました。全体で大人３０名、子ども４名の、合計３４名の利用がございまし

た。１イベント当たり８．５人の利用となっております。また、令和７年度の運行

予定につきましては、今年度利用予約がなかった冬まつりに変えまして、高齢者が

多く集う芸能発表会に振り替えて、令和６年度同様の全６回の運行を予定しており

ます。以上です。 

地域振興係長  ３点目の、はれっぱの利用料金の見直しについての御質問です

が、はれっぱにつきましては開業から間もなく２年が経過しまして、令和７年度か

ら３年目を迎えるところです。この２年間では、想定していたよりも多くの方に来

ていただきまして、それに伴ってスタッフの配置人数が増えたりですとか、あとは

スタッフの人件費の最低賃金の増加、また物価高騰による維持管理費の増額など

で、指定管理料が少し増えているような状況となっています。今後は、遊戯エリア

で日々使用している遊具の更新なども少しずつ出てくることが想定されるため、指

定管理事業者との協議の中では、開業から３年を経過するタイミングで利用料金の

見直しについて検討することとしています。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ４点目の、高齢者運転免許証自主返納の臨時窓

口でございますが、以前の開催日数につきましては４回でございます。６月、９

月、１２月、３月という形で、年４回ということで開催をしてございましたが、町

から要望等していきまして、令和６年１０月からという年度途中にはなりますけれ

ども、年６回の偶数月の開催ということで、今年度は変則なので年５回になります

が、４月以降につきましては年６回、偶数月の開催ということで、開催の回数を増

やしたということでございます。以上です。 

熊木委員  ありがとうございました。１番目の、職員研修のことは今の説明でわ

かりましたが、自衛隊研修も今年実施ということで、希望者を募ってのことです

か。希望される方とかは、例えば各課に振り分けるとかそのようなことをしている

のか、その辺を伺います。あとは、その他の研修についても行きやすい形で、先進

地など希望を出すということですけれども、たくさんの方からそういう希望が出さ

れて、積極的に行かれているのかどうかを伺います。 

それから、生活路線のことについては、先ほどの説明でわかりました。やはり喜

ばれているということで、今回芸能発表会が増えるということでは、よく周知し

て、たくさん利用されればいいなと思います。これは答弁はいりません。 

それから、子ども室内遊戯施設について、３年のタイミングで検討されるという
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ことですが、町民の税金がそこに注がれるということでは、やはり町民の中には町

外の人にどんどん税金を使うということはどうなのかというような意見も確かにあ

ります。ですからそこのところは真剣に議論してほしいと思います。それと、指定

管理料が昨年は一定の予算額に対して、ガードマンではないですけど、そういうの

とかで少し増えたようなことがあったと思うんですけれども、今年度この３，０８

０万円で賄えるという計画でしょうか。それをお願いします。 

あと、交通安全についてはわかりました。年６回になったということですね。そ

れで、平均してどれくらいの方が自主返納の事業に参加されているのか、その実態

だけお願いします。以上です。 

総務係長  １点目の、職員研修事業についてです。自衛隊の研修については、令

和２年度から３０代以下くらいの若い世代を年代で順番に割り当てをして実施して

おります。令和７年度予定しているのは、２５歳から２７歳くらいの数名を、日程

があえば参加していただくようなことで予定をしております。そのほか先進地の研

修については、令和６年度は２回実績がございます。公園の整備で都市整備課が１

回と、まちづくり課のほうでＤＸの関連で先進地への視察を行っております。以上

です。 

地域振興係長  はれっぱの指定管理料の関係ですけれども、委員おっしゃったよ

うに、一昨年は開業年度でしたので、指定管理料の増額補正ということで対応させ

ていただきました。令和６年度につきましては特に増額はありませんので、当初予

算計上どおりの実績と決算となります。来年度につきましても同様に、特別な予算

の増額というのは基本的にはありませんので、基本的には当初予算のまま、指定管

理料としての実績となっていくことと回答させていただきます。 

住民課長補佐（環境交通担当）  免許返納の臨時窓口の利用実績でございます

が、令和６年度につきましては、５回開設しまして２２名です。この２２名につき

ましては、栗山警察署の受付分が全体で３４名ということになりますので、約６

５％が臨時窓口を使っているということになります。昨年が４回の開催で１８名、

栗山警察署だと全体で３８名なので５割弱ということになってございますので、や

はり臨時窓口のほうの利用者が増えてきているというような状況でございます。以

上です。 

熊木委員  １点だけ伺います。職員研修の、先ほどの自衛隊の研修です。割り当

てと先ほど答弁されましたけれども、その割り当てに対して断るということはでき

るのでしょうか。以前湯本議員がこの質問をしたんですけれども、私は自衛隊の研

修が自治体の職員の研修としてはふさわしいとは全く思っていません。そういうの

を割り当てられた職員が断る自由というか、その辺があるのかどうか。その１点確

認したいと思います。 

総務係長  自衛隊の研修について、割り当てはしておりますが、職員から行きた

くないという言葉があれば、その希望は通しております。今のところそのような実

績は特にありません。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

星委員  私から３点伺います。まず、予算資料８ページの生活路線等交通対策事
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業についてなんですけれども、前年度よりバス路線維持経費が上がっています。そ

れと同時に昨年度からバスの減便も増えてきている状況で、やはり町としてはバス

路線の維持が大事なのではないかなと思っています。担当課として、バスの減便と

いうのはどうしてもいろいろな問題で食い止めることは難しいと思うんですけれど

も、町としてバスの利用促進等も考えていってはどうかという質問が一つです。 

２点目が、予算資料の９ページ、地域おこし協力隊についてです。会計年度任用

職員で採用という説明ではありましたが、いつからどのような勤務体系で採用され

る予定になるのか教えていただきたいです。次に関連してなんですけれども、地域

おこし協力隊支援事業です。サポーター事業なんですけれども、これはどのような

体制で、例えば場所ですとか、どういう体制でサポーター業務をこなしていくのか

というところをお聞きします。 

３点目なんですけれども、予算資料９ページの企業誘致活動なんですが、これま

での予約状況、問い合わせ件数などを教えてください。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  星委員のまず１点目の、バス

路線の利用促進についての御質問にお答えいたします。議員さんには時々で御説明

のとおり、路線バスにつきましては本年度に入りましても、中央バス・ジェイアー

ルバスの減便、路線の廃止、また、中央バスは今年なかったんですけれども、夕

張・栗山便の再編等非常に厳しい状況であるということを御説明してまいりまし

た。各社とも公共交通の維持という使命を守りつつも、慢性的な運転手不足や休息

時間の確保から、札幌市内においても、黒字路線においても大幅な減便を行ってい

るというのが報道でもなされているところでございます。このことについては、本

町のみならず全国的な課題ともなっているところです。担当といたしましても、情

報収集や広域的な自治体連携、また運輸支局や道とも情報収集しながら課題解決に

当たっているところでございますけれども、利用促進につきましては空知の圏域で

すとか、札幌市との広域連携、実際の連携等々で事業を行っているところでござい

ますが、なかなか課題解決には至っていないところでございます。バスの利用者に

おきましても、乗客におきましても、コロナ禍を過ぎましてコロナ前の乗客には戻

っていない状況でございます。以前、南幌町といたしましても地域の公共交通計画

で町民アンケートを取っておりますけれども、やはり町の特性としては自家用車を

使っている方の割合が多いという状況でございますが、非常に重たい課題でござい

ますので、先ほども申したとおり運輸支局や道、振興局、あとは近隣自治体や町内

事業者と、デマンド事業者も巻き込んで課題解決に当たっていきたいと思っており

ます。また、そういう乗客の利用促進については、町としても広報などでＰＲして

いきたいと考えております。いずれにいたしましても、スピード感を持って課題解

決に当たっていかなければならないと担当としては考えているところでございま

す。 

２点目の、地域おこし協力隊につきましてでございますけれども、現在御承知の

とおり４名の方がいらっしゃいます。外間さん、佐々木さん、宮㟢さん、本間さん

といらっしゃいまして、３月末で外間さん、佐々木さん、宮㟢さんが任期をもちま

して退任されます。本間さんにおかれましては教育のＩＣＴ支援員ということで、
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６年の１０月から任用しておりますので、まだ任期がございます。新年度予算にお

きましては、新たに先ほどまちづくり課長から説明があったとおり、移住定住コー

ディネーターでまず１名、それと商工で予算を持っておりますけれども、観光推進

地域資源活用隊員ということで１名の募集を行い、昨日面接を行いましてこの２名

を任用する予定でございます。それとあわせまして、先ほどもおっしゃった本間さ

んを含めまして、令和７年度は３名の隊員で活動を行っていただく予定でございま

す。それとサポート業務でございますけれども、こちらは新規事業ということで、

先ほどまちづくり課長からも説明があったんですけれども、財源におきましては令

和５年度から総務省のほうで交付税措置ということでなされているところでござい

ます。先ほどの課長の説明と一部重複しますけれども、現隊員に対してより細やか

なサポート体制を取ることと、日々の相談、また孤立を防ぐ、そしてよくあるんで

すけれども、来てからこの業務が違ったですとか、ちょっと想像していたものと違

ったということがございますので、そういったミスマッチを防ぐために、たまたま

先ほど申しましたとおり隊員が３名を退任されることから、その方たちにぜひこれ

までの知見等を提供していただきたいということでお願いしまして、担当のほうで

３名の方に面談したところ、１名の方にこういったサポート業務を受けていただく

ことになりましたので、その委託経費として予算計上しているところでございま

す。業務といたしましては、その方も退任されますので、その方の事業所といいま

すか、店舗といいますか、その場所が活動の中心になるんでしょうけれども、先ほ

ど申しました令和７年度の３名の方に、月何回になるかはわからないんですけれど

も、面談といいますか相談を行っていただきまして、当然最初は我々も入りまし

て、これまで培っていただいたそういう町内の団体さんですとか店舗ですとか、そ

ういった顔つなぎ、また、道や振興局のそういったネットワークのつなぎ、情報提

供などを行いまして、新たな方が町内でスムーズに活動していただけるサポートづ

くりをしていただく委託業務を行っていただくことを予定しております。以上で

す。 

地域振興係長  ３点目の企業誘致活動ということで、これまでの予約状況や問い

合わせ件数についてお答えいたします。まず、予約分譲の申し込みにつきまして

は、１月から２月末までにかけて予約分譲受付期間としておりました。申し込みを

いただいたのが、２企業となります。この２社においては、この後誘致企業選定委

員会を開催しまして審査が行われます。その後内定を決定することから、詳細な企

業名などは控えさせていただきますが、どちらも道外に本社を置く企業で、１社は

製造業、もう１社は運輸業の企業となっております。また、問い合わせ状況ですけ

れども、予約分譲受付の前から企業誘致に向けたＰＲ活動を行っておりまして、令

和６年度の実績としましては、問い合わせ等により接触した企業数は１３社、その

うち予約分譲期間内に問い合わせを受け、具体的な協議を行った企業は６社となり

ます。なお、現時点でまだ申し込みには至っていないのですが、継続して商談中の

企業が２社ございます。以上です。 

星委員  バス路線については、今後も継続して利用促進に力を入れていただくと

いうことで理解したのですが、１点やはりこれは南幌町だけの問題でないというの
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は確かにありますので、近隣の長沼や栗山の公共交通を担当している方とも話し合

いながら、そういう機会も設けながら、利用促進を町だけではなく広域で取り組ん

でいこうというような協議会とか、そういうものも考えているのか、もしくはある

のか、その１点伺いたいと思います。 

２点目の協力隊についてなんですが、令和７年度は３名で活動していくというこ

とで理解しました。１点、これは４月からでいいのかどうかということをお聞きし

ます。関連して、このサポート体制なんですけれども、１名がサポート体制のメイ

ンとして活動されるということで理解したんですが、移住コーディネーターの方も

そうですし、もう１名の産業の商工振興の方もそうなんですが、これまで３年間積

み上げてきた活動というのも、私は大変すばらしい頑張りというか、良いものだっ

たのではないかなと感じていて、それをまた次の隊員の方が同じ業務を継続される

ということは、やはりこれまで積み上げてきたものを変えていくというのではな

く、やはり積み上げてきたものを引き渡すというか、受け継いでもらいながら、次

の隊員の方がやりたいような活動をしていくような環境、体制というものを、この

サポーター体制並びに行政と三位一体で流れをつくっていってほしいなと考えてい

るのですが、行政のほうはどのように次の方への橋渡しを考えているのか、１点伺

いたいと思います。 

３点目なんですけれども、企業誘致活動で２件予約があったということと、今後

も引き続き交渉していくということで理解しました。経済状況や雇用対策として事

業を行っていくということは大事なことではあるんですけれども、流通団地の場所

について、住宅地や学校など、近隣にそういう住まいや学校があるという環境も踏

まえると、やはり町の周りの生活環境であったり、地域資源に影響があるような場

合なども考えると、もしかするとかえってマイナスにいってしまうようなリスクも

あるのかなという心配が、多分近隣の住民の方などは抱いているかもしれません

し、誘致に至る際にやはり地域の特性であったり、環境であったり、そういうもの

も踏まえながら誘致活動のアプローチをしていただきたいと思うのですが、それは

どのように考えているのかお願いします。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  星委員の再質問のまず１点目

にお答えいたします。広域的な会議体あるかという御質問かと思うんですけれど

も、近隣南空知４町でそういった会議体は、今ございません。ただ、先ほども申し

ましたとおりさっぽろ連携中枢都市圏、また、南空知定住自立圏、また、空知総合

振興局を中心として、圏域で担当者が常々集まっておりますので、今後より緊密に

そういった情報を取っていかなければならないと考えております。現状といたしま

して、なかなか通勤・通学、また通院等々、各町で路線、また目的が違うものです

から、これまでなかなかそういった連携が取れておりませんでしたけれども、委員

が先ほど言われましたとおり、今後そういった連携協議も重要となってくると認識

しておりますので、今後はより緊密に情報を取っていきたいと考えております。 

続きまして、サポート業務でございます。まず任期でございますが、観光推進地

域資源活用隊員の方が、４月１日を予定しております。移住定住コーディネーター

が、今のところ５月１日着任を予定しております。今のお仕事の関係などがあるよ
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うでございます。それサポート業務につきまして、先ほど少し説明不足だったんで

すけれども、３名の方の１名にまず委託するということでございましたけれども、

その１名の方には当然その１名の方がなかなか知り得ない、ほか２名の得意な分野

もありますので、そういったものも協力連携しながら新しい方に還元していってく

ださいということは常々申し上げております。それで行政との関わりですけれど

も、月１回以上は必ずサポートをする方が現隊員と面談、相談を行います。そうい

ったことも我々が入り込みますし、また、委託するサポーターの方には、月１回報

告書を我々のほうに持ってきていただいて、そこでどういった課題があるのかとい

うことをきめ細かく協議を行いながら、課題解決に当たっていきたいということで

業務を行っていきたいと考えております。以上です。 

まちづくり課長補佐（地域振興担当）  先ほどの企業誘致の準工業用地の関係で

すけれども、まず南幌流通団地については、御存じのとおり都市計画法上準工業用

地という形にさせていただいて、条例の中でも公害や環境への縛りという形で、条

例制定をさせていただいています。今回の予約分譲も、製造業、運輸業ということ

で公害や環境に配慮するような形で募集を行っておりますので、引き続きこのよう

な形で取り組むことによって、雇用等を生み出すような取組につなげて、１件でも

多く企業誘致につなげていきたいというふうに考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

家塚委員  今の同僚委員の質問と重なる部分もあるのですが、２点ほど伺いま

す。まず１点目が予算書の５０ページ、予算資料は８ページで、生活路線の関係で

す。先ほどからも説明があって、今の公共交通機関の取り巻く環境は非常に厳しい

のかなという感じはします。ただ、そういえどもやはり維持をしていかなければな

らないので、それぞれの町で工夫をしながらやっていると思います。それで、昨年

ジェイアールバスの西幌線が廃止に、そして今年の４月から、中央バスが土日減便

になるということで、これはいろんな形で町民に説明をしていて、これといった特

効薬は多分なかなか厳しいのかなと思うんですが、やはり町からのバス事業者に対

する負担金は、当然確保する上では必要なんですが、やはり乗らないことにはバス

事業者も当然廃止の対象になってくるんだろうなと。そればかりではないですけ

ど、運転手の確保も当然していくという要因が多分あるんでしょうけど、もう少し

町のほうから住民に対して現状を丁寧に説明して、バスの利用の促進に強いメッセ

ージを出していくことが必要ではないかなという感じはします。その辺を原課とし

てどう考えるか伺います。 

それともう１点、企業誘致の関係で予算書の５４ページです。予算資料が９ペー

ジということで、先ほども企業誘致の関係であったのですが、令和７年度の販売戦

略というか、その辺で６年度やって、２社現在申し込みがあると。そういう中で、

新たにそれらの実績も踏まえた中で、７年度の戦略をどう考えているか。それと、

予約分譲が新年度になって４月から始めるのか、５月から始めるのかわかりません

けれども、その辺もあわせて伺いたいと思います。この２点お願いします。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  家塚議員の１点目の御質問に

お答えいたします。状況は非常に厳しい状況でございます。町といたしましては、
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今後より乗客に乗っていただくように、町広報、また脱炭素やゼロカーボンの観点

からも、マイカーを利用しないで公共交通を利用していただく、あとは近隣、また

圏域とも共同となるんでしょうけれども、運転者の確保対策といったものをより強

くＰＲをしていきたいと考えております。以上です。 

地域振興係長  南幌流通団地の今後の企業誘致の展開ということで御説明させて

いただきます。令和７年度につきましては、令和６年度も実施はしているんですけ

れども、北海道が主催する道外のイベントへの参加ですとか、また、企業信用調査

会社帝国データバンクなどによる企業リストアップ１，０００社を予定しているん

ですけれども、そちらを行いまして、企業へのパンフレット等の送付によるＰＲ活

動、また、物流ニッポンという専門業界紙があるんですけれども、そちらへの広告

宣伝などを予定しております。令和６年度の２企業からの申し込みがあったことで

すとか、あとは問い合わせを具体的にいただいた企業ですとか、そういった実績を

踏まえると、まずやはりたくさんの企業さんの目に留まってもらうことが一番重要

かなと思っておりまして、予約をいただいた２社の企業についてはどちらも南幌町

からパンフレットを郵送して、それを見ていただいて問い合わせをいただいた企業

になっておりますので、そういった取組を継続していくこと、それと、道庁のほう

から紹介をしていただくパターンも数社ありまして、道庁と連携をしてそういった

イベントに出展したりですとか、そういったこともすごく重要かなと思っておりま

すので、それに関連するような取組を引き続き実施していければなというように思

っております。新年度に入った予約分譲の時期につきましては、今２社予約をして

申し込みが来ている企業の内定通知が終わった後に、改めて予約分譲の開始、とい

うことに想定しておりますので４月に入ってから、ほか住宅供給公社のほうへ協議

をして、時期を確定させていきたいと思っております。以上です。 

家塚委員  まず路線バスの維持の関係ですが、バス事業者に対しては、引き続き

協力だとか支援は当然必要なのですが、将来のことを考えた時に、新たな交通体系

の調査だとか、そういうものも考える必要があるのかなという感じはするんです

が、この辺をどう考えるか伺います。 

それと、先ほど１点目でお話はしなかったのですが、今ハイヤーが夜８時までの

運行ですかね。あとは代行が１社で、前は３、４社くらいあったのですが、コロナ

で現在１社ということをいろいろ考えると、商工振興発展のためにもう少し遅い時

間まで運行ができないのかなという感じがするのですが、その辺は担当のほうで新

たな考えがあるのかどうか聞かせていただきたいと思います。 

また、２点目の企業誘致については説明を受けたのでわかりました。それでいい

と思います。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  家塚委員の再質問にお答えい

たします。新たな交通体系の調査ということでございますけれども、先ほど御説明

したとおり、町では地域公共交通計画策定時に、まず全町的なアンケートを行って

いるところでございます。ただ、先ほど来御説明のとおり、その時からも路線バス

の状況は非常に厳しくなっております。担当といたしましては、まずあいるーとで

毎年行っているんですけれども、先日も乗り込み調査をさせていただきまして、ま
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ずそういった方々のニーズ調査を行っているところでございます。それと、ジェイ

アールバスの西幌便が廃止になった時も、担当といたしましてどういった影響があ

るのかというところで、担当レベルで調査をした経緯もございました。今後そうい

った調査におきましては、中央バス、夕鉄バスと、まだ調査方法は確定しておりま

せんけども、そういった乗り込み調査、人員調査的なものをやって、ニーズ把握を

して有効な対策に結びつけるというのは必須だと考えているところでございます。

それで、いろんな担当者レベルの研修でも行きますけれども、なかなかバス事業者

さんの状況は今後も厳しいことが言われております。赤字補てんするだけでは持た

ないと。黒にならないとなかなかという声も聞いているところでございます。各自

治体とも連携いたしまして、その場ではなく５年後、１０年後も維持できるような

体制を今後近隣とも協議して考えていかなければならないと考えているところでご

ざいます。 

もう１点の、夜間のタクシーのことかと思うんですけれども、委員おっしゃられ

るとおり、コロナ禍以降なかなか大きな宴会をできる所もなくなり、二次会のつな

ぎという面の問題もありますし、人手がなかなかという面も、我々のほうにも地域

公共交通、また商工振興の観点からもお声をいただいたり、いろんな審議会、委員

会でも委員のほうから御意見をいただいているところでございます。当然そういっ

たところにも、公共交通、商工振興の面からも当然対策を打っていかなければなら

ないと考えておりますので、役場内の関係課や事業者さんと、今後検討して対策を

打っていきたいと考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  私のほうから１点なんですけれども、企業誘致推進事業で、直接今回

の予算計上ではないですけれども、付随している賃貸住宅建設についてです。今回

町長の執行方針にも入っておりましたので、担当としての考えを聞かせていただき

たいなと思っております。南幌流通団地における賃貸住宅建設促進は今度どのよう

に進めていくのか、そこのところを伺います。 

地域振興係長  南幌流通団地内の民間賃貸住宅用地の関係かと思うんですけれど

も、通常、民間賃貸住宅用地については、分譲価格を１平方メートル当たり１万

４，０００円で設定をしているのですが、準工業用地区画と同時に購入された場合

は、１万４，０００円のところを１平米当たり１万円の分譲価格とするということ

にしております。今準工業用地のほうに問い合わせをいただいている企業さんです

とか、また、民間賃貸住宅用地についても御興味を示されている企業さんにつきま

しては、こういったＰＲも含めて行っておりまして、実際に準工業用地の立地を検

討している企業さんも、例えば従業員の方が入居する住宅として民間賃貸住宅用地

にも興味を示されている企業さんもいらっしゃいますので、そういった意味で、準

工業用地と民間賃貸住宅、どちらも企業誘致を進めていけるように建設についての

ＰＲを行っているところです。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。今説明していただきまして、大変期待して

いる事業でもあるんですけれども、ただやはり現在資材高騰などで、民間事業者も

なかなか建設が大変になるのではないのかなという懸念をしております。やはりせ
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っかくその工場が工業団地のほうに来たとしても、住む所がなければ町外に行って

しまうなと。工場があってもその人たちがやはり町外に住んでしまうと思うんで

す。そういう部分で、民間の建設事業者に対する優遇策とかも先ほど少しお話して

いましたけど、そのほかに何か優遇策とかは考えているのかどうか、そこのところ

を教えてください。 

まちづくり課長補佐（地域振興担当）  優遇策というようなお話の中で、確かに

企業が人を呼びます。そして雇用者が見込まれる地域は、企業の進出が進むという

それぞれのメリットがございます。そのような中で、我々としては企業誘致にあわ

せて民間賃貸住宅の誘致にもＰＲ活動を現在展開しているところです。ただ、現状

優遇策に対する助成金等は構築をしていません。一応、土地の所有者が北海道住宅

供給公社であるということと、町の優遇策は今後どうしたらいいのかというのは、

検討課題にはあるものの、資材費の高騰等はあるかもしれませんけれども、まずは

現状の中で南幌町に進出をしていただく企業を探しているような、また積極的にＰ

Ｒ活動の展開をしていきたいというふうに思っております。以上です。 

佐藤委員  御説明ありがとうございます。今、いろんな自治体で民間で建築をさ

れているところに、住宅支援とか補助金などを出しているところもあります。そう

いう部分で、先ほどいろんな形で内部の中で検討していただけるというお話ですの

で、ぜひとも、ここの賃貸住宅はここの工業団地の人ばかりではなくて、やはり昨

日も一般質問で言っていましたけれども、町内で働いている若い人たち、単身者と

かもたくさんいらっしゃいますので、やはりそういう人たちも期待するところだと

思うんですよね。そういうところもありますので、ぜひ今後の計画なんですけれど

も、ぜひそこのところはしっかり検討していただきたいなという要望で終わりま

す。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  私のほうからは２点質問したいと思います。先ほどの家塚委員の質問

と少し重なるところがあるかもしれないんですけれども、まず１点目が予算資料の

８ページ、予算書では５０ページになるかと思います。生活路線等交通対策事業の

関係なんですけれども、路線バスの利用について、通勤通学の方の町民のニーズ調

査を本年実施する予定があるかどうかということがまず１点です。 

それと２点目なんですけれども、予算資料の８ページ、予算書では５１ページに

なるんですけれども、姉妹町交流事業の中で、予算書５１ページに姉妹町交流研修

補助金の関係で６０万円の予算がついていて、町内団体等が実施する姉妹町への研

修費の一部を助成ということで書いてあるんですけども、こちらについては新年度

予算について例えばもう事前に団体が決まっていて助成するものなのか、公募をか

けてするものなのかということが１点質問です。それとあわせて、６年度現在まで

の実績がどうなっているか、わかれば教えていただきたいと思います。 

企画係長  まず１点目の、町民に対するニーズ調査の関係でございますけれど

も、先ほどの回答と重複するところがあるかと思いますが、町民へのニーズ調査に

つきましては、あいるーとに関しましてはもちろんやっておりまして、路線バスに

つきましては、令和６年の３月に策定しました南幌町地域公共交通計画策定の際



 １５ 

に、全町民を対象に令和５年広報９月号で全世帯への紙によるアンケート調査と、

ウェブによるアンケート調査を実施しております。その際１８０件のアンケートの

回収結果があったのと、また、その際に計画作成委託会社によります町内を走る路

線バスへの乗り込み調査も実施しておりました。その結果については、公共交通計

画に反映をしているところです。また、昨年の１２月１日のジェイアールバス西幌

線廃止の際には、先ほどもありましたけれども、職員による目視での調査をある程

度の町内利用者の状況はここ２年間で把握していると担当では考えておりますの

で、現時点では全体的なニーズ調査を令和７年度に行う考えはありませんけども、

今後も減便等が引き続き行われる際には、個別の例えば、高速バス乗り口での個別

調査等は実施していかなければならないのかなというように考えております。 

続きまして、２点目の姉妹町交流事業の関係です。まず公募するのか既に決まっ

ているのかという部分につきましては、こちらは当初予算の段階ではまだ何も決ま

っておりません。それと令和６年度の実績といたしましては、ＪＡなんぽろの女性

部８名が１２月に３日間の日程で多良木町にありますＪＡくまに行っております。

ＪＡくまの上球磨支所と那須酒造を訪問し、視察を行っている状況です。その際、

夜にはＪＡくま女性部との懇親会も開かれたと聞いております。交付金額につきま

しては、１人当たり２万円で、８名でしたので１６万円を交付しております。ま

た、逆に多良木町からの訪問で、昨年の１０月には多良木町の町内にあります森田

工務店という建設会社から８名が南幌町を訪問し、ビューローの視察を行っており

ます。その際はまちづくり課と産業振興課で対応をしているところです。以上で

す。 

細川委員  先ほどの生活路線の質問の関係ですけれども、実は議会のほうで、今

議員としゃべり場というものをやっておりまして、その中で高校生の保護者の方か

ら、朝の便の時間をもう少し早くできないかとか、そういう話が出てきて、話を聞

いたところ、南幌町は高校の行ける場所の範囲が広いと、札幌の奥のほうに行こう

と思ったら今のバス便ではつながって行けないので、親が野幌の南口とかに送らな

い限り通えないということで、そういったような話も出てきておりますので、バス

の時間の調整とかそういったようなニーズの調査というのをもししていただけれ

ば、住民の方もよろしいんじゃないかと思うんです。バス事業者のほうも、減便と

かそういう意味ではなくて、時間帯をずらすということのニーズであれば、もしか

したら対応してもらえるのかなという期待も込めているのと、住民から言われてい

るのが、もしどうしても路線バスできない場合、町のほうで何とかそういうことを

手だてしてもらえないだろうかという要望も出ておりました。ちょっとなかなか難

しい問題なんですけれども、そういったような町民からのニーズがあるので、バス

の時刻の関係とかも細かいところを、乗り込んでの調査だとその人たちは乗ってい

ませんので、乗っていない人の調査もしていただきたいなと思っております。 

それから２点目の、姉妹町交流事業の関係だったんですけれども、今のところ６

年度の実績はＪＡ女性部の１件なんでしょうか。私のほうで公募とかしていたのを

見逃していたかもしれないんですけれども、もう少しＰＲしてたくさんの方に行っ

ていただければいいかなと思います。これは回答はいりません。 
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まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  路線バスの時間調整の関係で

ございますけれども、減便の要請がある都度、バス会社と担当のほうではまずこう

いった時間帯でどうでしょうかということでお伺いいたします。バス会社におきま

しては時間が示されるんですけれども、当然町といたしましても早朝の便ですと

か、影響がある場合はその都度要請いたします。これを１０分、１５分早められな

いか、遅くできないかという要望はいたしますけれども、現状は、いわゆる休息時

間の確保、労基法の関係があります。バス会社といたしましても、人員不足は我々

が認識するよりも非常に厳しい状況です。そういった意味で、この便を継いで札幌

の便につなぐですとか、そういった当番といいますか、組み合わせによって札幌圏

でバスを組んでおりますので、南幌町で１０分、１５分遅らせてしまいますと札幌

圏に影響いたしまして、そこで全体の便に影響があると。少ない乗務員の中、また

９時間以上のインターバルを空けなければならないというところで全体でやりくり

しておりますので、そういった中でも南幌町のことを配慮していただいて時間調整

を都度いただいているという状況でございますので、現実的に時間調整というのは

まず不可能という考えでおります。ただ、細川委員おっしゃるとおりそういった町

民の声は担当としても当然重要であると考えておりますので、何かの時点ではそう

いったニーズ把握というのは当然必要かなと考えております。現状といたしまして

はそういったところでございます。 

細川委員  回答ありがとうございます。今のお話でかなり厳しいということはよ

くわかりました。それで、保護者の方からもし早い便を希望する人がたくさんいる

ようでしたら、ぜひ町のほうで動かすような交通を検討してもらえないかという要

望もありましたので、一応お知らせして終わりたいと思います。以上です。 

石川委員長  とりあえず要望ということで収めてください。まだ質問あるかと思

いますけれども、１時間以上経過しましたのでここで１回休憩いたします。１０分

間休憩して、５５分から再開いたします。 

（午前１０時４７分） 

（午前１０時５５分） 

石川委員長  それでは会議を再開いたします。引き続き、総務費について審議を

行います。いかがでしょうか。 

湯本委員  ページ数でいうと４２ページと４３ページになるのですが、一つは南

幌町の例規類集データベース年間更新料で３００万いくらという形で出ているので

すが、少しイメージとして湧かないんです。多額な予算といいますか、その中でこ

の例規集のデータベース化がどういうものなのか、中身を知りたいと思います。 

それから、電子自治体プラットフォーム構想整備、これもどういったものなのか

ということを一つと、このプラットフォーム化の中には、例えばその個人データみ

たいなものも含まれて関連するのか、その取り扱いなどがあれば、教えていただき

たいと思います。この２点です。 

総務係長  １点目の南幌町例規類集データベース年間更新についてお答えいたし

ます。例規類集データベースは、業者が提供しているサービスで、本町の条例・規

則などの例規を管理しているシステムです。機能としては、例規の編集作業ですと
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か、改正沿革の確認、現行と過去の時点比較、全国の自治体の例規集の検索などが

できるシステムになっております。業者と長期継続契約締結をしておりまして、そ

の内訳としては、年４回の改正例規のシステム更新委託作業が主なもので、そのほ

かに法令の改正情報の提供、例規整備支援といったサービスも含まれております。

差額というお話が出ましたが、これは３年間の長期継続契約を締結しておりまし

て、４年度から６年度の契約が終わって、今度令和７年度からの３年間の契約とな

っておりまして、そちらのほうで若干サービスの精査をさせてもらっています。そ

れで差額が出ている状態です。以上です。 

デジタル推進係長  続きまして、北海道電子自治体プラットフォーム構想整備に

ついて回答いたします。電子自治体という言葉については、情報通信技術、ＩＣＴ

を行政のあらゆる分野に活用し、住民の利便性の向上ですとか、行政事務の効率化

を図っていくという考え方になります。そして、その電子自治体を北海道全体で推

進していくための基盤プラットフォームとして、道内全ての自治体が参加する北海

道電子自治体共同運営協議会が平成１６年に発足していることに加えて、同じ時期

に事業者目線で電子自治体を推進していく株式会社ＨＡＲＰが設立されておりまし

て、両者が協力して電子自治体を推進していくという考え方が、北海道電子自治体

プラットフォーム構想となっております。文言は構想整備となっているんですけど

も、実態としましては、既に推進、運用が始まっているものとなっております。具

体的な中身につきましては、現在、南幌町が参加して取組させていただいているも

のの一つとして、北海道自治体情報セキュリティークラウドというものがありまし

て、自治体のインターネットの送信、受信する際に、北海道セキュリティークラウ

ドで管理するサーバーを全て通して、一つの窓口として通して通信を行うことで、

セキュリティーの対策ですとか、監視を行っているものになります。いわゆる質問

の中であった個人情報ですとか、そういった取り扱いは特にありません。以上で

す。 

湯本委員  わかりました。以上でよろしいです。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

加藤委員  財産管理費、予算書４５ページです。公共施設のＬＥＤ化についてな

んですけれども、国会の令和７年度予算審議後、蛍光灯の使用は令和９年に禁止す

る旨の閣議決定がされたんですけれども、本町であと２年間、公共施設のＬＥＤ化

というのは全て計画的に終えるようになっているのか、お伺いしたいと思います。 

財務係長  令和７年度予算で、公共施設のＬＥＤ化は南幌小学校、夕張太ふれあ

い館、それと改善センターの３か所行います。現在町が直接管理している公共施設

でＬＥＤ化になっていない所は、消防庁舎と給食センターになります。給食センタ

ーについては、令和９年度に大規模改修を予定していまして、その中でＬＥＤ化の

更新をする予定となっています。消防庁舎についても、具体的にいつということは

定めてはおりませんが、２、３年以内にはＬＥＤに更新する方向で現在協議を進め

ているところです。以上です。 

加藤委員  御回答ありがとうございました。消防庁舎と給食センターが計画の中

にはあるということで理解しました。それで、直接南幌町が関わっていないところ
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ではあるんですけれども、コミュニティセンターですとか集落センターなどの施設

等のＬＥＤ化については、どのように周知していくのか、また、取り替え費用の助

成ですとか、そういうものが措置されているのかも伺います。 

財務係長  今、指定管理者が管理している公共施設、コミュニティセンター、三

重レークハウス、それと晩翠集落センターといったものがありますが、そちらにつ

きましては一部ＬＥＤ化されているコミュニティセンターもありますが、ほとんど

は今ＬＥＤ化にはなっておりません。ＬＥＤ化の改修に関わらず施設の改修を行う

場合、ＬＥＤ改修も含めてなのですが、指定管理者との基本協定の中で、金額にも

よるのですが少額の場合は指定管理者が負担して改修、一定程度の金額を超えると

町と指定管理者で半分ずつ、かなりの費用負担が発生するとその超えた分は町が負

担するといったような、施設によって違うので一概ではないのですが、そういった

基本協定となっています。ですので、少なからずＬＥＤ化する場合、指定管理者の

費用負担が発生するものですから、今後指定管理者と協議をして、どのように進め

ていくかを決めなければいけないと思います。一気に全部やるのか、少しずつＬＥ

Ｄにしていくのか、それとも、一応２０２９年に蛍光灯の製造が中止されますが、

電気としてはそのまま使えますので、ぎりぎりまで引っ張って改修していくのか

は、今後指定管理者と協議をしていかなければいけないと考えております。以上で

す。 

加藤委員  規模などもあるということで、理解しました。使用頻度の高い所から

優先的にＬＥＤに交換していくことが、やはり消費電力の違いもありますし、その

差額で結構な金額になっていくと思うので、計画的にＬＥＤ化を進めていってほし

いという要望で終わります。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  私のほうから２点質問させていただきます。１点目が、庁舎管理事業

のヒートポンプです。この効果はあらわれてきているのかなというところで、前年

に比べると光熱水費が約２００万円くらい落ちているんですけれども、これはやは

りそのようなものがあらわれているのかなという部分について教えていただきたい

と思います。 

それと、５０ページの生活路線交通オンデマンドの関係で、車両運行に係る経費

ということですが、これは現在燃料代が上がってきているんですけれども、大体去

年と同じような燃料費のベースなのですが、これで間に合うのかなというのがある

のですが、その辺の考え方とあわせて、今あいるーとの車両自体もキロ数が約９万

キロくらいで、利用者数も増えてきているのでどんどん距離が伸びてくるというこ

とになってくると、車両の維持も車検が毎年ですからそういうのでかなりの負担が

増えてくるのかなというふうに思いますが、その辺の考え方をお聞かせ願えればと

思います。 

総務係長  １点目の、ヒートポンプの効果の質問についてお答えいたします。令

和２年度に設置した地中熱ヒートポンプシステムの、再生可能エネルギーシステム

導入の効果について、最新のもので令和５年度実績しかまだないんですけれども、

二酸化炭素の排出量については、導入前の従来方式算定で、７３トンＣＯ２、導入
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後の実績で年間２４．５トンＣＯ２となっており、割合で６６．５％ほどの削減と

なっております。令和７年度予算の電気料についてですが、令和２年度に完成をし

て、令和３年度から電気による冷暖房利用を開始しております。使用する電力量は

導入後の令和３年度から大きな変動はありませんが、燃料費の調整額変動や、１キ

ロワット当たりの単価の増などに伴って、決算額は令和２年度から令和５年度まで

年々増加をしていたところです。令和６年度予算では、前年度までの増加傾向を見

込んで予算計上しておりましたが、令和６年度の決算見込額が前年度とほぼ横並び

で、当初予測していたよりも執行残が増加する見込みとなったため、令和７年度予

算については増加傾向を見込むことなく、前年度の決算額と決算見込額などをもと

に予算計上しております。そのため、光熱費全体として令和６年度の予算額と比較

すると、令和７年度の予算は減額での計上となっております。以上です。 

企画係長  ２点目の、あいるーとの運行経費について説明させていただきます。

令和７年度の当初予算ベースで、委託会社への運行委託費として年間１，５００万

円ほどかかっております。それ以外に、燃料費、ガソリン代で１５０万円、ＳＡＶ

Ｓのシステム使用料で１３０万円、ほかにタイヤ代などの消耗品費、自賠責保険料

などが１００万円ほどで運行経費全体で年間１，９８０万円ほどとなっておりま

す。そこから収入部分といたしまして、運賃収入で年間２００万円ほど、フィーダ

ー系の国庫補助金として３２０万円、収入合計が５３０万円となっており、差し引

き１，５００万円ほどが営業損益、いわゆる赤字で、こちらの部分を一般財源で賄

っているところでございます。こちらにつきましては、全額ふるさと応援基金によ

り繰り入れしている状況となっております。また、燃料代につきましては、本年度

も現時点では足りる予定となっておりますので、次年度もそのような考えでいるの

と、車両のキロ数につきましては、年間３万キロほど走る車両となっております。

通常ハイエースにおきましては、２０万キロだったり１０年乗れるというのが通説

となっておりまして、それでいくと３年で１０万キロなので、６年ほどで２０万キ

ロを達する予定となっておりますので、１０年使う前に車両の更新についてもそろ

そろ考える必要があるのかなというように担当では考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら次に移ります。 

次に総務費、職員給与費から給与費明細書の説明、あわせて関連６議案がありま

すので説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは職員給与費の説明を行います。予算書５８ページ上段から次

ページにかけましてごらん願います。９目職員給与費、本年度予算額８億１，３１

９万円。職員給与費として、町長、副町長、教育長、一般職、暫定再任用職員及び

フルタイム会計年度任用職員、あわせて１０２名分の給料、各種手当、共済費を計

上しています。なお、本年度の新規採用予定者は３名となります。 

予算書１４３ページをごらんください。１４３ページにつきましては、給与費明

細書でございます。１特別職です。本年度、長等が３人、議員１１人、その他の特

別職３６２人で、合計３７６人分の報酬や給料、共済費など、総額１億１，８５５

万１，０００円を計上しています。 
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次に、１４４ページ、２一般職です。（１）総括です。本年度の職員数について

は、一般職の常勤職員とフルタイム会計年度任用職員の数となります。本年度は前

年度から１人増の９７人です。括弧内の３３人は暫定再任用職員及びパートタイム

会計年度任用職員を示しており、前年度より２人の増です。なお、給与費、共済費

については、一般職の常勤職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員の総額とな

り、８億２，６８４万４，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略さ

せていただきます。 

次に、１４５ページ、ア、会計年度任用職員以外の職員です。この表は、一般職

の常勤職員についての表となります。本年度の職員数は前年度から１人増の９６人

です。括弧内の２人は暫定再任用職員を示しており、５人の減となります。なお、

給与費、共済費については、一般職の常勤職員及び暫定再任用職員の総額となり、

７億５，９７３万２，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては省略さ

せていただきます。 

次に、１４６ページ、イ、会計年度任用職員です。本年度の職員数はフルタイム

会計年度任用職員が１人、括弧内の３１人はパートタイム会計年度任用職員の数と

なります。なお、給与費、共済費については、会計年度任用職員の総額となり、

６，７１１万２，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略させていた

だきます。 

次に、１４７ページ、（２）給料及び職員手当の増減額の明細です。給料について

は２２３万９，０００円の増額で、その事由につきましては、給与改定、昇給及び

昇格の影響によるものです。 

次に、１４８ページ、職員手当は１，２６８万８，０００円の増額で、期末勤勉

手当の制度改正等の影響による増が主な要因です。１４９ページから１５２ページ

にかけましては、職員１人当たり給与、初任給、級別職員数、級別の基準となる職

務、昇給などについて、それぞれ前年度と比較して記載しておりますので、後ほど

参考にごらん願います。 

次に、１５３ページ、オ、期末手当・勤勉手当につきましては、支給率は、国の

制度に準拠し、前年度との比較で、年間０．１か月分引き上げています。 

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当は、勤続年数毎の支給率で、全て

国に準拠しています。なお、早期退職に伴う加算率につきましても国に準拠してい

ます。 

キ、特殊勤務手当、ク、その他の手当については、参考としてごらん願います。 

続きまして、関連議案であります議案第７号から議案第１２号の説明を行います

ので、議案書をごらん願います。 

初めに、議案第７号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。今回の改正は、国家公務

員等の旅費に関する法律の一部改正により、国家公務員に対する旅費の計算等に係

る規定が改正されたことに伴い、本町においても職員の旅費に関する条例を改定す

ることに鑑み、議会議員の費用弁償について、所要の改正を行うものでございま

す。それでは、別途配布しております議案第７号資料 新旧対照表をごらんくださ
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い。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でございます。 

費用弁償、第４条第１項中、別表に定めるを削除し、同条第２項を前項に規定す

る旅費の支給は、職員等の旅費に関する条例第１条に規定する職員及び職員以外の

者の例によるに改め、同条第３項を削除し、あわせまして、次ページ、第４条関係

の別表を削除するものです。 

 最後に附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 続きまして、議案第８号 職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例制定

について御説明を申し上げます。初めに、改正の概要について申し上げます。今回

の改正は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、職員等の旅費の取

り扱い等に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

 条例の構成については、第１条から第２９条までの構成となります。 

第１条は、条例制定の目的です。 

第２条は、用語の意義として、この条例で使用する用語の規定です。次ページに

まいります。 

 第３条は、旅費の支給に関する規定で、次ページにかけまして、職員が出張し、

又は赴任した場合や職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は

休職となった場合、職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合などに

おける旅費の支給について規定するものでございます。 

第４条は、旅行命令等についての規定です。 

第５条は、次ページにかけまして、旅行命令等に従わない旅行として、公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することがで

きない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければ

ならないことなどを規定するものでございます。 

第６条は、旅費の種類に関する規定です。 

第７条は、旅費の計算に関する規定で、旅費は、旅行に要する実費を弁償するた

めのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計

算することなどを規定しています。 

第８条は、次ページにかけまして、旅費の請求手続きに関する規定です。 

第９条から第２０条までは旅費の内容を規定するもので、第９条は鉄道賃、次ペ

ージ、第１０条は船賃、次ページ、第１１条は航空賃について、実費支給とするこ

とを規定するものです。 

第１２条は、その他交通費として、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する場合の

移動に要する費用について、路線バスやタクシーなどの運賃を実費支給とするこ

と、また、公務について自家用自動車を使用して旅行した場合の車賃の額は、１キ

ロメートルにつき３７円を支給するなどを規定しています。次ページにまいりま

す。 

第１３条は、旅行中の宿泊に要する費用の規定で、これまでは、定額支給であっ

たものを地域の実情及び旅行者の職務を勘案して、別表第１に規定する宿泊費基準

額を上限として実費支給とする規定です。ただし、当該宿泊に係る特別な事情があ

る場合として、規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とするものです。
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別表第１に規定する宿泊費基準額の主なものとしましては、北海道内が１３，００

０円、東京都が１９，０００円、大阪府が１３，０００円、熊本県が１４，０００

円などとなっております。 

第１４条は、包括宿泊費として、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払わ

れる費用、いわゆる旅行代理店等のパック料金の規定で、その額は、当該移動に係

る条例第９条から第１３条までの規定による、合計額を実費支給とするものです。 

第１５条は、現行の日当を廃止し、新たに宿泊手当として、宿泊を伴う旅行に必

要な諸雑費に充てるための費用として規定するもので、その額は、通常要する費用

の額を勘案して、別表第２で定める１夜当たり２，４００円の定額とするもので

す。 

第１６条は、赴任に伴う転居に要する費用として、現行は移転料として定額支給

であったものを、転居費として、引越し代金等を実費支給とするものです。 

第１７条は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用として、現行は着後手当と

して定額支給であったものを、着後滞在費として５夜分を限度とし、現に宿泊した

夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額を支給するものです。 

第１８条は、次ページにかけまして、家族移転費に係る費用の算定等に関する規

定です。 

第１９条は、渡航雑費の規定で、外国旅行に要する雑費の規定です。 

第２０条は、死亡手当について規定するものです。 

第２１条から、次ページ第２７及び次ページ第２８条は、雑則として規定するも

ので、退職者や遺族等の旅費、旅費の支給額の上限や旅費の調整、旅費の返納など

について規定しています。 

第２９条につきましては、規則への委任規定です。 

附則として、第１項は、施行期日の規定で、この条例は、令和７年４月１日から

施行する。 

経過措置として、第２項は、改正後の新条例は、この条例の施行日以後の出張等

について適用し、施行日前の旧条例による出張等については、従前の例によること

などを規定するものです。 

第３項は、新条例第３条第２項の規定について、施行日以後に退職等となった場

合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した

場合については、なお従前の例によるものとする規定です。 

第４項は、新条例第３条第５項及び第６項の規定の経過措置を規定するもので

す。 

第５項は、新条例第２７条の適用規定です。次ページにまいります。 

第６項は、南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、第７項は、南幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例

の一部改正について、第８項は、固定資産評価審査委員会条例の一部改正につい

て、それぞれ職員等の旅費に関する新条例を引用するために改正するものでござい

ます。 

別表第１は、宿泊費基準額として、次ページにかけまして、１項では日本国内に
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ついて、次ページ２項では外国について、それぞれ規定をするものでございます。 

別表第２では、日本国内と外国の宿泊手当の額について、別表第３では第２０条

関係の死亡手当の額について、それぞれ規定をするものでございます。以上で、議

案第８号の説明を終わります。 

 次に、議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定について、御説明を申し上げます。初めに、改正の概

要について申し上げます。今回の改正は、令和６年１２月に設置した南幌町特別職

報酬等審議会の答申に鑑み、非常勤特別職職員の月報酬の額並びに、あわせて日報

酬の額について改定を行うものです。 

それでは、別途配布しております、議案第９号資料新旧対照表をごらん願いま

す。 左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

 別表中の報酬額について、第１項、教育委員会、職務代理者の月額を４８，００

０円に、委員の月額を４６，０００円に、第２項、農業委員会、会長の月額を６

１，０００円に、会長職務代理の月額を４８，０００円に、委員の月額を４６，０

００円に、第３項、監査委員、識見を有する者の月額を６５，０００円に、議会選

出者の月額を５１，０００円に、第４項、次ページにかけまして、選挙管理委員

会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、情報公開・個人情報保護審査会委員長

の日額を８，４００円、半日額を４，２００円に、委員の日額を７，３００円、半

日額を３，７００円に、第５項、国民健康保険運営協議会、スポーツ推進委員会、

社会教育審議会委員長の日額を８，１００円、半日額を４，１００円に、委員の日

額を７，２００円、半日額を３，６００円に、第６項、専門委員会及び第７項、地

方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づいて設置された附属機関の委員及びそ

の他の法律に基づいて設置された構成員で本表中、他の各項に該当しないものの日

額を７，１００円、半日額を３，６００円にそれぞれ改めるものでございます。次

ページにまいります。 

 附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。以上で、議案第９号

の説明を終わります。 

 次に、議案第１０号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例制定について御説明を申し上げます。初めに、改正の概要について申し上げま

す。今回の改正は、令和６年１２月に設置した南幌町特別職報酬等審議会の答申に

鑑み、常勤特別職の給与月額について改定を行うものでございます。 

 それでは、別途配布しております議案第１０号資料新旧対照表をごらん願いま

す。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でございます。 

第２条第１項中、給与月額について、町長７５４，０００円を７９２，０００円

に、副町長６２３，０００円を６５５，０００円に、教育長５７１，０００円を６

００，０００円に、それぞれ改めるものでございます。 

次に、第２項については、町長等が受ける諸手当から、住居手当を削除するもの

でございます。 

最後に、附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。以上で、議

案第１０号の説明を終わります。 
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 次に、議案第１１号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につ

いて御説明申し上げます。初めに改正の概要について申し上げます。今回の改正

は、令和６年人事院勧告により、国家公務員に対する改正給与法が成立されたこと

を受け、職員の俸給表や通勤手当、扶養手当の額、再任用職員の手当等の改定を行

うもので、令和７年４月１日からの施行分として、第１条は、俸給表や通勤手当、

扶養手当の額の改正について、第２条は、再任用職員に支給する手当等の改正につ

いて、２つの条立てにより改正を行うものでございます。 

それでは、別途配布しております議案第１１号資料新旧対照表をごらん願いま

す。 

 最初に、第１条による、職員の給与に関する条例の一部改正について説明を行い

ます。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でございます。 

扶養手当、第９条は、配偶者が支給対象外となること、満２２歳までの扶養親族

たる子の支給額について、現行１０，０００円を１３，０００円に改めるものでご

ざいます。なお、配偶者及び扶養親族たる子の支給額については、令和７年度から

２か年にわたり段階的に支給額を変更することとし、配偶者については、現行６，

５００円を令和７年度は３，０００円、令和８年度に廃止とし、扶養親族たる子に

ついては、現行１０，０００円を令和７年度に１１，５００円、令和８年度に１

３，０００円とすることを、改正附則で規定をしています。 

第１０条は、次ページにかけまして、扶養手当の支給について、新たに支給要件

を具備した場合の支給開始と終了の月、また、変更すべき事実が生じた場合の支給

額の改定について規定するものです。 

 次に、第１０条の４は、４ページにかけまして、通勤手当について、支給限度額

を電車等の特別料金等の額を含めて、１か月当たり現行５５，０００円を１５０，

０００円に改めるものでございます。次ページにまいります。 

第１５条の２は、平日深夜に係る管理職員特別勤務手当について、支給対象時間

を、現行、午前０時から午前５時までの間としていたものを、午後１０時から翌日

の午前５時までの間に改めるものでございます。 

 次に、第２０条は、手当の支給適用除外の対象としていた、定年前再任用短時間

勤務職員と育児休業取得職員について、育児休業取得職員を対象から除くこと、ま

た、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について、住居手当の支給対

象とするものです。 

次に、以降の別表につきましては、第５条関係の給料表を改正するものです。 

別表第１、５ページから９ページの中段にかけましては、行政職給料表（一）で

す。 

次に、９ページ中段から１３ページ中段にかけましては、別表第４、医療職給料

表（二）で、町立病院の薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士などの適

用表です。 

次に、１３ページ中段から１９ページにかけましては、別表第５、医療職給料表

（三）で、町の保健師及び町立病院の看護師、准看護師などの適用表です。各給料

表において、職務や職責に応じた給与上昇や民間人材等の処遇を確保する観点か
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ら、３級から最高級までの初号の俸給月額の引上げ等を行うものでございます。続

きまして、２０ページをごらん願います。 

第２条による改正、令和４年１２月１４日条例第２３号の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例の一部改正について説明申し上げます。次ページにかけ

まして、第３条第１項及び第６項は、引用する法律の条項の改正に伴うものでござ

います。 

第７項は住居手当について、暫定再任用職員を支給対象とするため、改正するも

のです。次ページにまいります。 

改正附則として、施行期日等、第１項、この条例は、令和７年４月１日から施行

する。 

第２項は、号給の切替えについて規定するものです。 

 第３項は、切替日前の異動者の号給の調整について、権衡を図る上で、必要と認

められる限度において、調整を行うことができるとする規定です。 

第４項は、第９条の扶養手当で説明した、令和８年度までの段階的に支給額を変

更することを規定するものです。 

 第５項については、規則への委任規定です。次ページにまいります。 

 附則第２項関係の附則別表、号給の切替表として、２６ページ下段にかけまし

て、行政職給料表（一）、２６ページ下段から３０ページ中段にかけましては、医療

職給料表（二）、３０ページ中段から３４ページにかけましては医療職給料表（三）

の適用を受ける職員の新号給の切替表となります。以上で、議案第１１号の説明を

終わります。 

 次に、議案第１２号 職員の寒冷地手当に関する条例等の一部を改正する条例制

定について御説明申し上げます。初めに、改正の概要について申し上げます。今回

の改正は、令和６年人事院勧告により、国家公務員に対する改正給与法が成立され

たことを受け、令和７年４月１日からの施行分として、第１条では、定年前再任用

短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対する寒冷地手当の規定の整備について、第

２条では、再任用職員に支給する手当の改正について、２つの条立てにより改正を

行うものでございます。 

それでは、別途配布しております議案第１２号資料 新旧対照表をごらん願いま

す。最初に、第１条による、職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正について説

明を申し上げます。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所でござい

ます。 

第１条第１項に定年前再任用短時間勤務職員を加えるものでございます。次ペー

ジにまいります。 

 次に、第２条による改正、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の一部改正について説明申し上げます。 

附則、第２項、暫定再任用短時間勤務職員に対する寒冷地手当の支給について

は、定年前再任用短時間勤務職員と同様に支給することを規定するものでございま

す。 

最後に、改正附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。以上
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で、議案第１２号の説明を終わります 

石川委員長  それでは説明が終わりました。これにつきまして、何か御質問ござ

いませんでしょうか。今、職員給与費までですから、その次は諸費からという形に

なります。 

熊木委員  ５８ページの、会計年度任用職員の任用のことについて伺います。国

が今まで連続２回までとする旨を示していたんですけれども、昨年国がこの規定を

見直したといわれています。それで道内の自治体でも任用回数の上限を廃止すると

いう動きがあるんですけれども、本町ではその辺をどのように対応するのか１点伺

います。 

総務係長  御質問の件にお答えいたします。任用回数について、令和５年の１２

月に人事院規則の改正がありまして、総務省通知により会計年度任用職員の公募に

よらない任用の更新回数について２回となっておりましたが、回数制限がなくなり

ました。これを受けまして、本町におきましても会計年度任用職員の任用規則で２

回としていた更新回数の規定を、令和７年４月から回数制限をなくします。任用方

法については市町村で定められていることから、町によって違いがあります。現在

まで、本町の会計年度任用職員の任用については、令和２年度から会計年度任用職

員制度が開始され、開始初年度は公募し面接後に採用をしております。採用後３年

ごとに公募していますが、この３年間のうち２年間は公募せずに、前年度の人事評

価の結果をもとに任用更新ができるという制度設計であったものを、今回更新回数

の制限をなくすものです。今回の更新回数の制限はなくなりますが、本町としては

採用の公平性の観点から、今後も３年ごとに公募し、採用することとしておりま

す。以上です。 

熊木委員  今の説明を注意深く聞いていましたけれども、３年ごとに応募という

か、そういう形でやっていくということですね。では、暫定任用職員の場合の扱い

というのはどうなるのか、それを１点伺いたいと思います。 

総務課長  それは会計年度任用職員のほかに暫定再任用職員のことですよね。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  暫定任用職員については、町でいいます

と２名の方が対象になっています。その方が６５歳になると、もう定年といいます

か、任務終了となりますので、それ以降はもう定年延長の一般の職員がいるという

ような状況になりますので、今いる暫定再任用職員の２名が、最後の暫定再任用と

いう形になります。それを毎年１年で更新というような形になります。 

熊木委員  国がその２年でという縛りを取ったということや、やはり今職員の働

く状況が、退職後もということで、定年延長で伸びているということもあって、す

ごく良いことだと思います。任用職員が増えることによって、やはり地方自治体と

しても、町としても、町民の利益に有するというか、そういう形にどんどん寄与し

てほしいなと思いますので、答弁はいりません。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それでは引き続き、総務費の諸費から監査委員費につきまして、同時審査としま

して、ふれあい館管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の５９ページになります。１０目諸費、本年度予算
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額５８４万９，０００円。説明欄、防犯対策推進事業として２５２万１，０００

円。ここでは、１８節負担金補助及び交付金で街路灯等補助金などを計上していま

す。 

次に、行政区長活動経費として２２２万５，０００円。行政区長、町内会長への

報酬及び費用弁償を計上しています。 

次に、総合賠償補償経費として５５万円。人口を基に算出する全国町村会総合賠

償補償保険料を計上しています。 

次ページにかけまして、諸経費として５５万３，０００円。各種団体等への負担

金、諸会議負担金を計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、６０ページ中段をごらんください。１１目総合計

画費、本年度予算額５４６万７，０００円。説明欄、総合計画策定事業では、新規

事業としまして、令和９年度を初年度とする第７期総合計画の策定作業を進めるた

め、審議会開催に係る経費、町民・企業アンケート調査や町民ワークショップ企画

運営、基本構想策定に係る総合計画策定支援委託料の経費として、５３６万６，０

００円を計上しています。 

次に、行政評価システム事業では、行政評価委員会の開催経費として、委員８名

に係る報酬１０万１，０００円を計上しています。以上です。 

税務課長  ６１ページをごらんください。２項１目税務総務費、本年度予算額２

万６，０００円。説明欄、税務総務経費では、固定資産評価審査委員会の開催に要

する経費として、委員３名に係る報酬及び費用弁償を計上しています。 

２目賦課徴収費、本年度予算額１,５６７万９，０００円。説明欄、町税等徴収業

務事業では、徴収業務に係る経費として１２万５，０００円を計上しています。 

次に、租税教育事業では、子どもたちが税の知識や役割を正しく学ぶ機会とし

て、小学６年生及び中学３年生を対象とした租税教室、小学５年生を対象とした標

語コンクールの実施に要する経費として２万６，０００円を計上しています。 

次に、賦課徴収経費では、町税の賦課徴収業務全般に係る経費として、１，５５

２万８，０００円を計上しています。次ページへまいります。 

１２節委託料で、標準宅地鑑定評価業務に２０２万４，０００円、基幹系システ

ム改修に２７９万４，０００円を計上しています。２２節償還金利子及び割引料で

は、過年度還付金及び加算金３００万円、基幹系システム譲渡事業償還金２１７万

８，０００円を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、６３ページ中段をごらんください。３項１目戸籍住民基本台帳

費、本年度予算額１，６０９万９，０００円。説明欄、戸籍住民経費では、次ペー

ジにかけまして、戸籍、住民基本台帳、マイナンバーカード関連事務などに係る経

費を計上しています。前年度対比、減額の主な理由は、令和６年度に更新しました

住民基本台帳ネットワークシステム更新業務委託料の減によるものです。以上で

す。 

総務課長  次に、６４ページ下段、４項１目選挙管理委員会費、本年度予算額２

７万６，０００円。説明欄、選挙管理委員会運営経費として、次ページにかけまし

て、委員４名分の報酬・費用弁償及び任期中１回の委員研修に係る費用を計上して
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います。 

次に、２目参議院議員選挙費、本年度予算額８９０万３，０００円。説明欄、参

議院議員選挙事業として、次ページにかけまして、本年７月に執行予定の参議院議

員通常選挙に係る一連の経費を計上しています。 

次に、町長選挙費については、皆減です。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、６６ページ下段をごらんください。５項１目統計

調査費、本年度予算額４９０万５，０００円。説明欄、統計調査経費では、次ペー

ジにかけまして、定期的に実施する５つの法定受託統計調査に係る経費を計上して

おり、本年度は５年に１度の国勢調査の本調査が行われるため、予算額は前年度対

比３８６万１，０００円の増額となっております。なお、それぞれの統計調査に係

る経費は道から委託金として受けるものです。以上です。 

議会事務局長  ６項１目監査委員費、本年度予算額１６１万１，０００円。前年

と比較して３７万円の増となっております。事業名、監査委員運営経費では、監査

委員及びその業務に係る経費を計上しております。増額の内容は、委員特別旅費で

任期中１回の全国研修参加経費２名分を計上したことによるものです。以上です。 

総務課長  続きまして、同時審査分の説明を行います。予算書は９９ページにな

ります。５款１項５目ふれあい館管理費、本年度予算額２，３３３万２，０００

円。説明欄、ふれあい館管理経費として、次ページにかけまして、夕張太ふれあい

館の燃料費、光熱水費、管理清掃業務２名分に係る委託経費をはじめ、管理運営に

必要な経費を計上しています。前年度との主な相違ですが、１４節工事請負費で、

施設照明のＬＥＤ化工事に伴い増額となっています。以上です。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思い

ます。 

熊木委員  ６６ページの、選挙管理委員会のポスターの掲示場の関係で伺いま

す。ポスターの掲示場の見直しとか、そういうのはあるのかどうか。それから、近

年投票率が低下しているんですけども、それに対して投票率の向上について何か選

挙管理委員会では検討されているのか伺います。 

それからもう１点なんですけれども、先ほどふれあい館の照明の設備改修工事と

いうことで出されていました。それで、ふれあい館については以前議会報告懇談会

の中で、ふれあい館の外装とかが建てられてから一度も工事がされていないという

意見が出されていたんですけれども、その辺は照明だけではなくて、そういう計画

があるのかどうか。その２点伺います。 

総務係長  １点目の、ポスター掲示場の見直し、投票率向上の検討についてお答

えいたします。ポスター掲示場については、投票区ごとに公選法施行令の基準に基

づいて、投票区ごとに選挙人名簿登録者数の面積に応じて投票区ごとに算出をし、

その数に準じて設置をしているところです。第１投票区の中でも、現在東町・美園

の人口が増加しておりますが、選挙人名簿登録者数をみますと、依然として西町・

緑町・北町が多い状況となっております。選挙管理委員会内において移設等も検

討・協議いたしましたが、人口・交通量を考慮して、現状のままの箇所で進めるこ

とで、令和６年度の協議は終了しておりますが、引き続き地域における人口や交通
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等の事情を考慮し、選挙管理委員会において投票区内設置場所について、見直しを

含め検討していきたいと考えております。投票率の向上については、町民の関心を

高め、参加意欲を喚起することが重要と考えております。東町・美園に子育て世帯

が増加していることを受けまして、前回選挙では選挙公報を一般的に新聞への折り

込みをしておりましたが、現在、若い世代では新聞を取られていない世帯も多いと

いうように聞いておりますので、選挙公報のほうに東町と美園地区のみ啓発チラシ

を同封したり、全体としては町内放送の回数と、町公式ＬＩＮＥの配信回数を増や

すといった啓発の取組を行っております。また、前回選挙から全投票所に名簿対照

システムというものを導入しております。今まで集計ができなかった年齢別・行政

区別の投票状況を把握することができるようになりましたので、こちらの結果を分

析しながら投票率の向上に向けた対策を検討してまいりたいと考えております。以

上です。 

財務係長  ２点目の、ふれあい館の改修について御説明いたします。ふれあい館

につきましては平成６年に建築して、そして平成２０年度に一度屋上防水と外壁の

改修を行っております。そして現在、外壁の色も少し変わってきてはいるのです

が、建築士に確認したところ、建物の機能としてはそれほど老朽していないという

ことで、早急な大規模改修は現時点では必要ないという回答をいただいておりま

す。そのため、現時点では５年程度はまだもつであろうということなので、大規模

改修は予定しておりませんが、５年経過後くらいにまた状況を確認しながら、状況

に応じて大規模改修を検討していきたいと考えております。 

熊木委員  ２点目の、ふれあい館のことについては理解しました。 

それから、選挙の投票率の向上なんですけども、昨日も同僚議員から主権者教育

ということで一般質問もあったんですけれども、広報や防災無線などの周知のほか

に何か方策がないのかということを委員会でも話はしているんですけれども、他自

治体では近年投票の車を走らせたりしている所もあって、例えばですが、あいるー

とにそういう投票ボックスを載せるとか、何かいろいろ工夫した取組がされている

と思うんですよね。それでやはり投票率を引き上げるということは大事なことなの

で、何かその抜本的な改革というか、その辺のところを引き続き議論してほしいな

と思いますので、要望します。参議院選挙も７月にあるんですけれども、何かその

手だてを打たないといけないのではないかなと思うので、それは強く要望したいと

思います。何かさらに考えていることがあれば伺います。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  今、熊木委員がおっしゃったとおり、抜

本的な改革とまでいくかはわからないのですが、選管事務局として調べた中では、

実は公用車を使った移動投票所については、面積が広い町に対する、投票所までの

距離が遠い場合に効果があるという調査結果がございます。ただ、南幌町におきま

しては、幸い投票所までの移動距離が少ないというところもございますので、移動

投票所をした場合でも抜本的な改革ということまでつながるかはわかりません。何

人かの投票者は増えることは予想されますが、劇的な回復というところは、今後こ

れから他市町村の先進事例を参考にしながら検討していきたいと思います。以上で

す。 
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石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

佐藤委員  １点だけ伺います。５９ページの防犯対策推進事業なんですけれど

も、現在高齢者を巻き込む特殊詐欺が多発しているわけですけれども、先日も防災

無線で流れておりました。それで、現状と今後の対策についてお聞かせ願います。 

住民課長補佐（環境交通担当）  特殊詐欺の関係でございますけれども、まず本

町の状況というところにつきましては、警察のほうで市町村それぞれ個別の件数に

ついては非公開ということになってございますので、町として個別の件数を把握し

てございません。ただ、御質問にもございました、昨日、一昨日と防災無線のほう

でも注意喚起を行ってございますが、栗山警察署管内では昨年の１１月にも起きて

ございますし、身近なところで発生をしているというのは間違いない状況ではござ

います。今後の対応ということでございますが、現在も行ってございますが、栗山

警察署の南幌駐在所、また栗山地区防犯協会が発行しております広報紙によりまし

て情報提供、また、先ほど言いました何か事件が発生した場合に行う防災無線、町

公式ＬＩＮＥによります注意喚起、また高齢者に対しましては老人会等の集まり等

もございますので、そちらの中で詐欺等などの情報を提供することで、犯罪意識の

向上に努めていきたいと思ってございます。また、栗山警察署や南幌町生活安全推

進協議会と連携をしまして、過去にもありますけれども、電話や玄関のドアなどに

貼ることのできる防犯ステッカーの作成を現在検討してございますので、そちらの

ほうでまず啓発をしていきたいというように思ってございます。以上です。 

佐藤委員  ステッカーなどを考えていただいているということで、少し安心いた

しました。ただ、被害に遭われた方は皆さん自分だけは大丈夫と思ったとか、ま

た、中には被害届も出さない方もいらっしゃるようで、これまで以上にやはり啓発

が必要だと思うんです。それで、行政区長会とか老人会、また地域担当職員の方た

ちの連携がこれまで以上に必要になってくると思いますので、ぜひそこのところも

声掛けしていただきたいと思いますので、要望で終わります。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、ただいまをもちまして総務費の審査を終了させていただきま

す。昼食の時間に入りますので、午後１時１５分から１５分遅れで次に移りますの

で、それまで休会といたします。 

（午後 ０時 ２分） 

（午後 １時１５分） 

石川委員長  休憩を閉じ会議を再開いたします。 

それでは審査順序３番目、３款民生費について審議を行います。説明をよろしく

お願いします。 

保健福祉課長  予算書６８ページをごらんください。３款１項１目社会福祉総務

費、本年度予算額８，６４４万３，０００円。社会福祉協議会運営補助事業では、

福祉事業経費と事務局職員の人件費に対する一部補助金４５万８，０００円を計上

しています。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金１９３

万円を計上しています。 
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民生委員児童委員活動経費では、協議会委員２３名分の活動支援補助金など１８

６万７，０００円を計上しています。 

国民健康保険特別会計繰出金では、詳細については特別会計予算で説明いたしま

すが、一般会計からの繰出金として８，１２２万２，０００円を計上しています。 

 避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守及び地図データ使用に伴

う費用１９万円を計上しています。６９ページにまいります。 

社会福祉総務経費では、地域福祉計画策定に係る経費、行旅病死人に係る経費、

社会福祉関係団体への負担金、戦没者追悼式の開催に対する経費７７万６，０００

円を計上しています。次ページをごらんください。 

２目障がい者福祉費、本年度予算額４億２，０６１万２，０００円。地域生活支

援事業では、障がいのある方への福祉サービスや相談事業、障がいのある方への理

解促進を図るための啓発などの経費１，０２４万２，０００円を計上しています。

７１ページ中段をごらんください。 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある方の外出支援を目的に、初乗

り運賃の助成経費７５万円を計上しています。 

 人工透析患者等通院交通費助成事業では、透析療法で町外へ通院される方と、北

海道が定める特定疾患受給者証を受けて定期的に通院される方に対し、交通費の助

成経費４０万円を計上しています。 

 精神保健福祉事業では、自殺予防対策として、こころの健康相談やこころの健康

づくり講演会、命のふれあい交流事業等に係る経費３０万７，０００円を計上して

います。 

 障がい者自立促進交通費助成事業では、福祉的就労や自立促進を目的に、障がい

福祉サービス事業所へ通所される方への交通費一部負担４７万円を計上していま

す。次ページをごらんください。 

 難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等

度の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、補聴器購入費等を助成する経

費、１１万９，０００円を計上しています。 

 障がい者福祉経費では、主に障がい者の就労支援や生活介護、補装具の支給など

の自立支援給付事業及び相談支援事業などに係る経費４億８３２万４，０００円を

計上しています。７３ページ下段をごらんください。 

３目高齢者福祉費、本年度予算額１億５，８９１万２，０００円。高齢者在宅支

援事業では、緊急通報装置設置事業、除雪サービス事業並びに屋根雪下ろし助成事

業に係る経費と高齢者安否確認システム運用業務に係る経費１，８６６万７，００

０円を計上しています。 

新たな高齢者安否確認システム運用事業では、７５歳以上の一人暮らしの高齢者

を対象に、見守り機器２００台分の委託料及びシステム使用料を計上しています。

次ページ中段をごらんください。 

老人クラブ助成事業では、町内の１７の単位老人クラブと老人クラブ連合会への

補助金８８万４，０００円を計上しています。 

 介護保険特別会計繰出金は、詳細については特別会計予算で説明いたしますが、
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一般会計からの繰出金１億３，３９７万６，０００円を計上しています。 

 高齢者福祉経費では、主に養護老人ホーム入所経費など５３８万５，０００円を

計上しています。７５ページをごらんください。 

 ４目地域包括支援センター事業費、本年度予算額３６５万７，０００円。地域包

括支援センター事業では、介護予防サービス計画作成などの経費を計上していま

す。以上です。 

住民課長  次に、７５ページ中段をごらんください。 

５目重度心身障がい者福祉費、本年度予算額２，０４７万８，０００円。説明

欄、重度心身障がい者医療費助成経費では、重度心身障がい者の医療費の一部助成

に係る経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績を考慮して計上して

います。 

６目ひとり親家庭等福祉費、本年度予算額４９７万６，０００円。説明欄、ひと

り親家庭等医療費助成経費では、次ページにかけまして、ひとり親家庭等の父親、

母親及び子どもの医療費の一部助成に要する経費を計上しています。道の補助率は

２分の１で、実績を考慮して計上しています。 

７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億８，１４０万４，０００円。説明欄、

後期高齢者医療事業では、次ページにかけまして、本町が一般会計で負担すべき広

域連合への療養給付費負担金、保険料軽減措置に係る公費負担分と広域連合への事

務費負担金の後期高齢者医療特別会計への繰出金のほか、後期高齢者健診委託料及

び高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師の人件

費や消耗品費などを計上しています。以上です。 

保健福祉課長  ７７ページ下段をごらんください。 

２項１目児童福祉総務費、本年度予算額３億５,７９２万９，０００円。学童保育

事業では、放課後児童指導員５名分の報酬と事業運営に係る経費１，５１６万３，

０００円を計上しています。次ページ下段をごらんください。 

 早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などを支援する事業経費４０万２，

０００円を計上しています。次ページをごらんください。 

 児童生徒等医療費助成事業では、小学生から高校生までの医療費全額助成の経費

として２,１５５万６，０００円を計上しています。 

 児童福祉総務経費では、子ども・子育て会議、すきやき隊活動事業、乳幼児等医

療助成事業、障がい児支援給付事業などに係る経費１億１，７１８万９，０００円

を計上しています。８０ページ中段をごらんください。 

 認定こども園等施設整備事業では、学校法人柏学園が２か年で学童保育を併設し

た幼保連携型認定こども園を建築整備するにあたり、町からの補助２億３６１万

９，０００円を計上しています。 

 ２目児童措置費、本年度予算額１億５，３５１万９，０００円。児童手当支給経

費では、令和６年１０月からの児童手当拡充に伴い、対象を高校生年代までとし、

支給金額を月額３歳未満１５，０００円、３歳以上１０，０００円、また、第３子

以降は３０，０００円の加算分を計上しております。８１ページをごらんくださ

い。 
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３目保育所費、本年度予算額４億１，８２３万３，０００円。保育所等運営補助

事業では、いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園、町外の保育所・幼稚園等

の施設給付や延長保育、一時預かり事業等の実施に対する補助金４億１，２９８万

３,０００円を計上しています。また、保育士等就労支援事業では、対象になる保育

士２３人分の補助金５２５万円を計上しています。８１ページ下段から８２ページ

をごらんください。 

 ４目子育支援費、本年度予算額１，１６１万１，０００円。地域子育て支援セン

ター事業では、いちい保育園への事業委託費として７７３万円。子ども・子育て支

援事業では、子育て短期支援事業や子育て世帯訪問支援事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業等の経費１２６万７，０００円を計上しています。 

病児・病後児保育では、施設管理等に係る経費などとして２６１万４，０００円

を計上しています。以上です。 

石川委員長  以上で民生費の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

星委員  ２点伺いたいんですけれども、予算資料１１ページにあります保育所等

運営補助事業についてです。令和５年９月にあった決算の時に、確か待機児童はい

ないという報告を受けているんですけれども、今年度もそういう状況であったのか

ということと、あとは７年度も転入者が増える見込みであることを踏まえると、児

童も増えてくるのかなという心配もあるんですけれども、今の保育環境の状況で

は、増えていくことに保育園も幼稚園も対応できる状況なのかということを伺いた

いと思います。 

２点目なんですけれども、関連して保育士就労支援なんですけれども、これから

児童も増えるということを見込んだ際に、十分な保育士が確保できる見込みがある

のかということで、関連してなんですけれども、この２点伺いたいと思います。 

子育て支援係長  ただいまの星委員の質問にお答えいたします。Ｒ６の待機児童

につきましては、年度当初は待機児童はございませんでした。ただ、年度途中の入

所につきましては、転入の方が増えておりますのでどうしてもお待ちいただく方が

おりまして、そちらは皆さんに御理解いただいてお待ちいただいているような形に

なります。Ｒ７の４月１日現在の待機児童でございますが、０、１、２は現在待機

が出ているような状況にございます。ただ、人数に関しましては広域入所といいま

して、他市町村のほうに入所できるかどうか調整を図っている方もいらっしゃいま

す。そちらが３月末くらいに確定しますので、それをもって４月１日の待機人数と

して報告差し上げたいと思っております。待機児童数に関しては以上になります。 

次に、保育士就労支援の関係ですけれども、令和７年度の予算で、今課長の説明

がありましたように、２３名の保育士の就労支援を実施します。今回、町の保育士

等就労支援事業及び南幌みどり野幼稚園での保育士確保対策の効果から、保育士確

保は十分にされているものと認識しております。以上になります。 

星委員  保育士確保の件は理解しました。待機児童のほうですが、７年度も、今

待機児童がいる現状からまたさらに増えてくるのかなという懸念がされるんですけ

れども、町としては今説明があったような状況の対応のみというか、今後いろいろ

検討していくとは思うんですけれども、実際の対応としては、町外に行くような説
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明をするとか、そのような形のみでいいのかどうかというのを再度確認なんですけ

れども。 

あともう１点は、やはり児童が増えていくと同時に保育士の人数も比例していく

のかなと思うんですが、今現在十分確保できているということなんですが、保育園

の状況も令和９年度新しくできるまではいっぱいの状況だと思うんですが、１点だ

け、安全面に関してきちんと行政のほうで把握されて、管理運営していく体制はで

きているのか。人数が増えると事故やいろんなことが起きてくる可能性やリスクも

上がってくると思いますので、そういう管理体制もしっかり行っていただきたいの

で、対応していくことについてどのようにしてやっていくのか、対応体制は十分か

というところで、２つお聞きしたいと思います。 

子育て支援係長  まず７年４月の待機児童の御説明ですけれども、基本は南幌町

に認定こども園を令和９年度に整備することで、受け皿の確保に努めております

が、どうしても開設までの２か年につきましては、待機児童が発生する状況にある

かと思います。町内施設はもとより近隣市町村と連携を図りながら、１人でも多く

の方に受け入れを行えるよう調整をしていく所存であります。また、待機児童対策

に成果を出している他自治体の取組を参考にしまして、今後取り組めることには検

討を進めてまいる所存でございます。 

次に、安全対策の面でございますが、基本的には園のほうに安全管理をお願いし

ているところではありますが、何かあった時には必ず町のほうに一報を入れていた

だくようにしておりますので、その辺については町は把握しておりますし、随時何

かあれば町としても対応していく体制は整えております。以上です。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  資料の６８ページの、社会福祉協議会運営補助事業です。この補助事

業の予算が令和５年も令和６年も同じ４５万８，０００円ということなんですけれ

ども、今年度社協が中心となって、子ども食堂をされる予定と聞いております。町

長の執行方針の中にも確か子ども食堂ということが入っていたと思うんですけれど

も、その中で子ども食堂の内容を教えてください。それと、この子ども食堂をされ

るということで、この４５万８，０００円という予算がこれで賄えるのかどうなの

かというのを懸念しているんですけれども、そこのところも教えていただきたいと

思います。 

社会福祉協議会事務局長  ただいまの佐藤委員の質問にお答えします。社会福祉

協議会の運営補助金ということで、２年間同額ということになっています。先ほど

保健福祉課長の説明がありましたとおり、福祉団体の活動支援ということで、５つ

の団体に町からの補助金ということで交付を受けています。先ほど言われました子

ども食堂の件なんですけれども、子ども食堂の経費につきましては、社会福祉協議

会の予算で計上しております。内容的に言いますと、令和５年度から一応子ども食

堂についてボランティア団体と協議をしまして、視察を２回行っております。その

中で、本年度１２月に赤十字奉仕団が１２月７日に子ども食堂ということで行って

おります。赤十字奉仕団と、その後来年度に向けて協議をする機会がありまして、

来年度についても１回行いたいということになりました。ただ、１回であればその
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ほかはどうするかということなんですけれども、ボランティア団体はほかにもあり

ます。その方と協議をした中で、子ども食堂の説明をしながら少し考えていきたい

と思っております。やるかどうかはちょっとわかりませんけども、前向きに子ども

食堂をやっていくということで、ボランティア団体にも声をかけながら令和７年度

やっていく予定でございます。そのため、社会福祉協議会の予算で一応計上してい

る次第でございます。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。子ども食堂をされるということで、本当によ

かったなと思います。やはり南幌町に子ども食堂は必要かなという思いがありまし

たので、それはそれでよかったんですけれども、ただ去年と同じ予算の中で、本当

にこの予算でできるのかなというのがありまして、今の話ですといろんなボランテ

ィア団体に協力していただいてやりますということだったんですけれども、ちょっ

と金額が金額ですごく不安になりました。それで、ボランティアなんですけれど

も、社会福祉協議会運営補助事業ということなので、あくまでも補助なので大きな

予算はいただけないとは思うんですけれども、ただ子ども食堂を一緒にやろうとし

ているその団体さんも、やはり経費が本当に大変で、そこの会費も今年から増やす

という話になって、一生懸命活動もしているし自分たちも会費を増やすんだけれど

も、よく見たら町のほうからの補助金がもう１０年以上も前からずっとそのままだ

という話を聞いて、それはちょっと冷たいんじゃないかなという思いがありまし

た。今、社協も含めて多くのボランティア活動は南幌町にとって重要な役目を担っ

ていると思うんですね。今後高齢化も進んで担い手が減少するということもありま

すので、ぜひ今後、社会福祉協議会の予算に対してもう少し町のほうも考えて、今

も言っていただいていると思いますけれども、今ボランティア団体の人たちも一生

懸命頑張っております。でもその中でやはりもう今の状態だと本当に人数が減って

きますし、そういう部分で予算のことをしっかり考えていただけるように、言って

いただきたいなと思うんですけれども、そこのところはいかがでしょうか。 

社会福祉協議会事務局長  町からの補助金ということで、そういう言葉をいただ

きましてありがとうございます。子ども食堂、みんなの食堂といいますと、基本的

にはお金を大人が支えていくという形がメインなんですよね。大人が負担して、子

どもを無料にするというのが、僕らが視察に行った時にはそういう感じでやってい

る部分もあります。食材とかについてもそうですが、同じく社会福祉協議会でやっ

ている所を視察すると、やはり地域からの農家さんとかから支援をいただいてもら

っております。社協もそういう部分で農家さんにお願いしたり、はね品をいただい

たりというのは最終目標で、何とかそれを活用した中で少ない経費で子ども食堂を

やっていきたいということで考えておりますし、今企業の中でもフードバンクとい

う形で、冷凍食品とかそういう部分でいただけるという所も、そういうふうに申請

とかもしていこうかなと思っております。ですから、町のほうからの補助金をいた

だけるのはいいんですけれども、まずは地域からそういう無償というんですかね。

そういう部分を活用しながらやるのと、もう一つは、社協のほうでは共同募金会と

いう組織の中で、そういった部分で支援してくれる助成金もあります。今年度も、

実を申しますと冷蔵庫で補助金が４０万ほどつきまして、そういう食料とか冷蔵庫
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とかを買って、生活困窮者も含めながらやっている次第でございます。補助金の部

分は町から１０年間同じという形で言われるんですけれども、社協のほうではいろ

んなルートがあった中で、何とかもらえるようにしている次第でございます。もし

それができなくなれば、町のほうにお願いしたりしていきたいと考えておりますの

で、一応今年については町から補助金をもらわないでやっていくということで考え

ております。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

家塚委員  私のほうから１点質問させていただくのですが、予算書で７３ページ

から７４ページにかけて、資料のほうは１０ページです。高齢者在宅支援事業の中

で、高齢者安否確認システム運用業務が１月２９日の全員協議会の時に新規事業と

いうことで説明いただいたのですが、その時の説明では、事業費がちょっと聞き間

違えしていれば申し訳ないのですが、２３４万でしたよね。そういうことで説明を

受けたのですが、今回予算をみると８８６万６，０００円で、この辺の差異がどん

なことなのか、まず初めにこれから伺います。 

高齢者包括係長  ただいまの質問について説明させていただきます。１月２９日

の全員協議会で、高齢者安否確認システムの運用の説明をさせていただきました。

こちらにつきましては、見守り機器として、マゴコロボタンを導入するということ

でお話しさせていただきまして、こちらにつきましては当初７５歳以上の独居高齢

者に対し交付するということで、その当時は、現在町で実施しております緊急通報

システムの対象者は除く形で考えておりまして、本町の独居高齢者数２３９人のう

ち、緊急通報システムを入れております７６人を除いた１６３人のおよそ５割程度

の人数ということで、８０台のマゴコロボタンの導入ということで予算計上をさせ

ていただいておりました。ただ、この後緊急通報システムとマゴコロボタンの性質

が少し異なるということで、どちらかではなく併用する形で対象者の拡大を図って

設置したほうがいいのではないかということがありまして、今回予算の計上を８０

台から２００台という形で拡充しております。そのため、予算額が増額となってい

るところです。以上です。 

家塚委員  緊通の方も設置をするという考え方で、７５歳以上の全員というくく

りですね。毎年その年齢に達した方が増えていくんだろうと思うのですが、毎年何

台か設置をしていく格好に多分なってくるんだろうと思うのですが、１台設置する

のにいくらぐらいかかるのか。それと、これは多分緊通と同様に無償貸与という形

になるんだろうと思うのですが、それらの確認と、あわせてこういうシステムを入

れるとどうしてもその更新時期が来ると。これはもう仕方がない話なんですが、こ

の辺の更新時期は何年間で更新だということを導入の時にそういうことを聞いてい

るのかわかりませんが、わかれば教えていただきたいと思います。以上です。 

高齢者包括係長  ただいまの質問について説明させていただきます。まずマゴコ

ロボタンの単価、予算の内訳についてなのですが、このくらいの大きさのボタンを

導入する形になっておりまして、単価としては１台当たり３万７，３００円、それ

と１台当たりの通信費が２５０円で、大体３万８，０００円ぐらいです。それがま

ず機材の導入費となります。それにプラスしまして管理システムの利用料が１か月
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当たり１万円かかってくるような形になっておりますので、導入件数が増えると費

用が上がってくるような形になっております。 

そしてこちらの更新についてですが、基本的にはクラウド上のシステムを利用す

る形になりますので、サーバーの更新だとかそういった経費はかかってこない形に

なっております。ただ、機材のほう、各個別のお家に設置するマゴコロボタンの本

体のほうは、故障した時に取り替えが必要になってくるのではないかと思います。

メーカーのはっきりとした更新の時期というのは確認していないですけど、アイテ

ムとして大体７年くらいが耐用年数ではないかと考えております。以上です。 

家塚委員  今説明を受けてある程度理解はしましたけど、基本的に毎朝設置して

いる高齢者のところに案内をして、そしてそれを見て、見た方はボタンを押すとい

うか、見ましたよという多分そういう双方向のやりとりなのかなと思うのですが、

２００件という言い方がいいのか、多分その中でも見られていない方も多分いたり

するんだろうなと。それを例えば職員が手分けをしてその安否を確認するというの

はかなりの業務になるのかなという気はするんですが、それに伴って通常の業務も

ある中で、果たしてという言い方はあれですけども、その辺で高齢者が慣れるま

で、押し忘れも含めて想定していることがあれば教えていただきたいと思います。 

保健福祉課長補佐（高齢者包括・福祉障がい担当）  ちょっと先ほどの説明で誤

りがありましたので、それをまず修正させてください。まずマゴコロボタン１台当

たり３万７，３００円です。そして通信費が２５０円掛ける１２か月分なので、

３，０００円かかります。それを合計して消費税をかけまして、１台当たり大体４

万４，３３０円がかかります。それが訂正の部分です。 

それと、先ほどの説明のとおりボタンをまず朝に押していただく形になります。

それで、役場にシステムを導入することになりまして、システムのほうに押された

ことが通報として入ります。それを職員が確認をさせていただいて、ちゃんと押し

ているなと、押していない方は、電話でまず安否確認をさせていただきます。電話

に出られない場合につきましては、やはり御自宅のほうに御訪問するという流れに

なろうかと思います。実際に台数が増えれば、そういった押さない方も増えること

が考えられますが、まずはこの方法で行っていき、もしどうしても職員だけでは回

らないということになれば、また改めて違う方法を検討していこうかということで

今考えております。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  ３点伺います。１１ページの子育て短期支援事業の内容について伺い

ます。 

それからもう１点目は、早期療育事業について、今町内に民間の支援事業所が３

か所ですかね。３か所と把握しているんですけれども、そことの連携というかね、

いろいろ情報も含めてそういう連携が取られているのかを伺います。 

それからもう１点が、先ほどの子ども食堂のことで関連して、あいくるに行った

らフードバンクのチラシとかが貼ってあったかと思うんですけれども、それがなか

なか一般の方がそういうのを認知していないというか、先ほど今年取り組むという

中で、やはりもう少し町民がそういうことに関心を持って、こういうものだったら
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寄附したいとかそういう方がきっとおられると思うんですよね。その辺をもう少し

周知するほうがいいんじゃないかと思うので、そこをちょっと伺います。 

子育て支援係主査  １点目の、子育て短期支援事業について御説明します。こち

らの事業につきましては、保護者の仕事や冠婚葬祭ですとか、レスパイトなどによ

って、子どもの養育が困難な場合に施設で宿泊を伴って預かるサービスになってお

ります。現在南幌町では、岩見沢にあります児童養護施設、光が丘学園のほうに委

託して事業を実施しております。利用の実績なんですけれども、今のところ利用の

実績はないのですが、相談のほうは数件入っておりまして、そちらのほうは保護者

の方の状況を聞き取りなどしながら、施設と調整して利用の方向にというところで

進めていくんですけれども、実際は預ける必要がなくなったということでキャンセ

ルになったりですとか、御親族が預かってくれるということでなくなった場合と

か、施設の事情によって預かりが難しいというところもあって、今回利用の相談は

ありませんでした。以上です。 

子育て支援係主査  ２点目の、早期療育事業と民間の事業所との連携についてお

話しさせていただきます。早期療育事業は、発達に心配のあるお子さんとその保護

者に来ていただいて、個別療育を行っているものです。早期から発達相談やそのお

子さんに必要な療育を行うことで、お子さんの成長を促している事業です。保護者

の方に一緒に来ていただくことで、保護者の悩みに寄り添い子育てする中で、どん

な関わりがいいのか、お子さんにとってどんなことがいいのかというのを一緒に考

えたりしています。その中で、保護者の方から了承を得て、民間の発達支援事業所

を含め、お子さんに関係する関係機関とは連携を取って、関係機関のほうに訪問さ

せていただいてお子さんの様子を観察させていただいたり、職員の方と情報交換を

させていただいております。以上です。 

社会福祉協議会事務局長  フードバンクの関係ですけれども、昨年５月よりフー

ドバンクを行いまして、５月号の社協だよりの折込にフードバンクということでチ

ラシを入れさせてもらいました。その状況なんですけれども、結構皆さん社協だよ

りの折込を見ているということで、いろんなものをフードバンクとして町民の方か

ら持って来ていただいております。お米だったり乾麺ですとか、カップラーメン、

缶詰とかお菓子もうそうなんですけど、持ってきていただいております。現在大分

少ないという状況になっているんですけど、毎月町民の方が来て、あいくる２階に

社協のボックスがあるんですけど、この中に入れていただいております。それを生

活困窮者の相談が来た時に渡したりしている状況でございます。それと、北海道新

聞の空知版及び全道版にもその記事が載っております。９月に全道版に載った時

は、札幌の方がぜひ使ってくださいということで、多額の寄附もいただいたという

状況でございます。今後についても社協だより等で折込チラシなどを入れた中で浸

透していくようにしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

熊木委員  最後のフードバンクのほうは、物資が集まって、子ども食堂を定期的

に毎月やっているとかそういう所はどんどんそういう形で使われるのかもしれない

んだけれども、消費期限とかいろいろそういうのがあるのでその辺はどうなってい
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るのかなと思ったんですけども、今、困窮者とかそういうところにも配布している

ということなので、すごくよかったなと思います。その宣伝もするということで、

よろしくお願いします。これはこれでよろしいです。 

あとは子ども預かり、子育て短期支援事業の説明でわかりました。それで今実績

がないということ、でも相談があるということで、その場合に岩見沢の光が丘学園

には保護者が送って行かれるのか、職員が一緒になるのか、１点だけ伺います。そ

れから状況なんですけれども、例えば預かるお子さんの障がいの程度とかもいろい

ろあるかと思うんですけれども、それは何も状況に関わらず預かってもらえるとい

うことなのか、１点お願いします。 

それから早期療育事業について、先日も新しく立ち上げた方とお話ししたんです

けれども、今南幌だけではなくて全国的に障がいを持っている、発達障害とまでい

かなくても、ちょっと多動だったり、いろいろそういうお子さんが増えているとい

うことなんですけれども、南幌町としてもそのような流れというか、そのような声

が多くあるのか、それを１点伺いたいのと、いろいろ南幌町で事業所を開いている

所が、結構江別のほうに迎えに行ってまた連れてきて送っていくとか、そういうこ

ともやられているということで、南幌町内のお子さんだけでなくてもやられている

ようなんですけれども、その辺で南幌町の子どもたちの預かっている状況という

か、その辺まで把握して今やっているのか、それをちょっとお願いします。 

子育て支援係主査  １点目の、短期支援事業の関係について御説明します。施設

への送迎なんですけれども、基本的には保護者の方に実施していただくことになっ

ております。ただ、状況によっては保護者の方が送迎をするのが難しいという場合

もあるかと思いますので、その時は随時協議させていただいて、町のほうで対応す

ることも出てくるかとは思うんですけれども、個々のケースによって判断していく

ことになると思います。あとはお子さんの障がいの有無なんですけれども、基本的

にこのサービスについては障がいの有無は関係なく利用できるサービスにはなって

いるんですけれども、ただ施設の状況もありますので、障がいの重たいお子さんで

すとかそういった場合は、いろんなお子さんが利用している施設なので、できれば

やはり専門的な施設で障がいのある方についてはお預かりするような形のほうが、

お子さんにとっても保護者の方も安心だと思いますので、障がいのあるお子さんに

つきましては障害福祉サービスのほうの短期入所というサービスもありますので、

そちらの施設の紹介などもさせていただいているところです。以上です。 

子育て支援係主査  早期療育事業の関係ですけれども、障がいのあるお子さんと

いうか、親御さんがお子さんの発達に心配を持っている方は人口に関わらずいる状

況で、以前人口が少なくなっても、お子さんの障害とか発達に心配のあるお子さん

の数というのはあまり変わらないような状況で、今人口が増えてきている、お子さ

んが増えてきているというところでは、発達に心配のあるお子さんも入ってきてい

る状況ですので、増えてきているというのはあります。 

それから２点目の事業所の関係ですけれども、実際に事業所が江別のお子さんを

迎えに行くということもあるんですけれども、町内のお子さんもほかの市町村の事

業所を利用して、皆さんが利用できるような状況をつくるように町としても把握し
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て努力している状況であります。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、これで質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、民生費につきましてはこれで終了いたします。では、ここで１０分間

休憩します。 

（午後 ２時０２分） 

（午後 ２時１０分） 

石川委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

続きまして、審査順序４番目、第４款衛生費について審査を行います。それでは

説明をお願いいたします。 

保健福祉課長  予算書８３ページをごらんください。 

４款１項１目保健衛生総務費、本年度予算額２，３２４万１，０００円。母子保

健事業では、こども家庭センター、母子手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の健診、産

後ケア事業、子育て支援アプリ、乳幼児用防災リュック、出産タクシー利用助成な

どに係る経費を計上しています。なお、出産タクシー利用助成では、安心して出産

が迎えられるよう、出産のため分娩施設へ行く際のタクシー費用を上限１万円まで

の助成を計上しています。８４ページ下段から８５ページをごらんください。 

２目予防費、本年度予算額４，６２９万５，０００円。成人保健事業では、各種

がん検診実施に伴う検診料や受診券交付などの経費等１，６３９万７，０００円計

上しています。８５ページ下段から８６ページをごらんください。 

感染症予防事業では、乳幼児と高齢者に対する各種予防接種に伴う委託料などの

経費２，９７１万８，０００円計上しています。なお、帯状疱疹ワクチン接種は、

令和７年度より定期予防接種となりますが対象を拡充し５０歳以上すべての方と

し、接種料の半額助成を計上しています。 

予防経費では、狂犬病予防接種、畜犬登録などの経費１８万円計上しています。 

住民課長  ３目環境衛生費、本年度予算額１，５８５万５，０００円。説明欄、

環境衛生経費として４９万６，０００円。墓地管理、スズメバチ駆除に要する経費

などを計上しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金として１，５３５万９，０００円を計上していま

す。前年度対比、増額の主な理由は、伏古斎苑の照明ＬＥＤ化改修工事に伴う各町

負担金の増額によるものです。 

４目病院費、本年度予算額２億５，３１４万７，０００円。詳細は、病院事業会

計予算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ８７ページをごらんください。 

５目保健福祉総合センター管理費、本年度予算額４，６０２万５，０００円。保

健福祉総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理に係る経費を計上して

おり、本年度は、空調設備冷却塔修繕の経費やあいくる浴槽水質検査の回数を増や

した費用等を計上しています。以上です。 

住民課長  次に８８ページ下段をごらんください。 

２項１目じん芥処理費、本年度予算額１億３，５５１万６，０００円。説明欄、
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ごみ処理対策事業では、次ページにかけまして、不法投棄された処理困難物の処理

等に係る経費のほか、南空知公衆衛生組合負担金１億８２７万７，０００円、道央

廃棄物処理組合負担金２，５６３万円、行政区・町内会が実施するごみボックスの

修繕費用に対する補助金を計上しています。 

２目し尿処理費、本年度予算額１，４８１万４，０００円。説明欄、し尿等処理

委託事業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を計上しています。以上

で４款、衛生費の説明を終わります。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑に入ってまいりま

す。 

星委員  １点だけ確認したいことがあるんですけれども、予算書の８４ページの

１８節、負担金補助及び交付金の中の、妊婦のための支援給付金とあるんですけれ

ども、これは昨年までは出産子育て応援支援金だったかと思うんですが、名前が変

更されて中身はどうなったか、変更点があるのかという１点だけ確認をお願いしま

す。 

健康づくり係長  妊婦のための支援給付費なんですけれども、星委員のおっしゃ

るとおりでして、今年度までは出産子育て応援ギフトと言っていたものが、令和７

年度から子ども・子育て支援法の改正により、今回名前が妊婦のための支援給付に

なります。変更点なんですけれども、今までの出産子育て応援ギフトは、妊娠届が

あって面談した後に５万円、それと出産されて生まれてからまた面談させてもらっ

てから５万円を給付するという事業だったんですけれども、そのタイミングが少し

変わりまして、１回目の妊娠届の後に給付する５万円は変わらないんですけれど

も、２回目の５万円は胎児の数によって１人５万円、生まれる前の胎児の数で給付

が決まってくることになりました。今回の改正でもう一つ大きな変更点としては、

死産、流産の方もこの胎児の数の５万円というふうに該当することになりました。

以上です。 

星委員  説明はわかりました。では生まれる前から支援金が出されるということ

なんですけれども、その周知は母子手帳を渡す時なのか、そのお知らせするタイミ

ングはいつになるんでしょうか。 

健康づくり係長  周知につきましては、母子手帳交付時にお話しさせてもらうん

ですけれども、出産前の妊娠中期から後期にも面談をさせてもらっていて、その際

にお一人お一人に周知できることになります。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

細川委員  私のほうから１点質問いたします。予算書の８９ページの１７節、備

品購入費のところで８７万５，０００円を組まれているんですけども、この予算の

中で新規のごみボックス設置の予定はあるのか、あとはほかに何を購入されるの

か、明細を教えていただきたいと思います。 

環境交通係主査  今年度につきましては、３基のごみボックスを購入する予定で

す。設置場所につきましては、東町２丁目、東町３丁目の２箇所にごみステーショ

ンを設置します。町内会ともこの場所につきましては調整済みです。また、この２

つの箇所につきましては南空知公衆衛生組合からも内諾を受けております。またも
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う１基につきましては、既存住宅団地に建設が早く始まった時に、東町１丁目にご

みボックスを設置した場所になります。この場所につきましてはボックスが小さ

く、利用者利便を高めるために増強を考えております。なお、使用予定につきまし

ては、４月下旬に製作発注、７月までには供用開始をしたいと考えております。以

上です。 

細川委員  ごみボックス２基と聞いたんですけれども、それが全部８７万５，０

００の金額になるんでしょうか。ほかに購入されている備品があれば教えていただ

きたいんですけれども。 

環境交通係主査  ３基の購入になります。そのほかのものは購入しません。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

家塚委員  予算書の８４、８５ページになるんですが、成人保健事業の中の各種

検診です。昨年の決算委員会の中でもいろいろ受診率向上の取組等聞いてはいるの

ですが、なかなか思うように受診率が上がらないということなんですが、令和７年

度の予算編成に当たってその辺どういう取組で、７年度以降新たな取組がもしある

のであれば、それらも伺いたいと思います。 

健康づくり係長  ただいまの御質問にお答えいたします。がん検診の受診率に関

してなんですけれども、北海道自体、都道府県の中でも最下位に近い受診率で、比

較的受診率が高い市町村は特定健診、基本の健診ですが、そちらのほうも高い傾向

があります。南幌町は南空知９市町の中では比較的受診率は高いほうで、女性のが

ん検診はこの９市町の中では１番高い状態です。それで、がん検診の受診率向上へ

の取組なんですけれども、できるだけやはり若い世代、働き盛りの世代の受診率を

上げるということが大事だと思っていまして、特定健診と同様に受診勧奨していき

たいと思っています。受診しやすいように個別健診ですとか集団健診の体制を整備

して、対象となる方へは例年５月に受診券を送付させていただいているんですけれ

ども、令和６年９月の集団健診からはオンラインでも申し込みをできるように取り

組みました。そこで新たな受診者も何名か受診していただいているのですが、７年

度につきましては毎年５月の受診券発送時に、その中にオンラインの案内も入れる

ようにしていきたいと考えています。以上です。 

家塚委員  今お話を聞きましたけど、確かに若い方はオンラインでの申し込みも

有効かなというふうには思っています。多分これは継続して粘り強く勧奨していか

なければなかなか受診率は上がってこないのかなというふうには思うのですが、今

道内でも低いほうだという話なんですが、例えば高いところの町村で、ほかの自治

体とは違う取組をしているだとか、そういうものも参考にできるのかなという思い

はあるのですが、その辺で何か課内でそういう先進地の事例を参考にしてという話

で、その辺はどうなのか何かあれば伺いたいと思います。 

健康づくり係長  道内でも南幌町は比較的受診率が高いほうでして、逆に南幌町

ではどんな取組をしているんだと聞かれることも何度かありまして、やはりこの対

象者になる方に、まず周知啓発の受診券を配布しているというところがあまりほか

の町ではないところも多いんですね。あとは個別健診に関しましては、町内だけで

はなくて、町外、江別市ですとか札幌市でも受けられるように医療機関と協力させ
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てもらっているところ、受診しやすい環境にもあるということも一つ良いところか

なと思っています。ただ、やはりまだまだ受診されていない方も多いので、これか

らも先進地の取組などを確認していきたいと思います。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

湯本委員  ８９ページのごみボックスの維持管理費補助金という項目があるので

すが、この中身について教えてください。 

環境交通係主査  今の質問についてお答えします。令和６年度から新たに老朽化

が目立つごみボックスの補修のために、地域と協力し、長期間使えるようにするた

めに設立した事業です。内容につきましては、町内会に管理をお願いしているごみ

ボックスの補修を目的としております。町内会で自ら補修を行う事業に対しまして

は、補助率１０分の７以内で、補助上限額１０万円までの補助を行います。また、

町内会で町内業者に依頼をして行った場合については、補助対象経費から５万円を

差し引き、補助金２分の１以内で補助上限額１０万円までの補助をする事業となっ

ております。以上です。 

湯本委員  それは町内会の例えば事務局長というか、そこを通じて申請するよう

な形になるのでしょうか。 

環境交通係主査  町内会において要望を受けております。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ２点伺います。予算資料１２ページの母子保健事業、その中の先進医

療不妊治療助成について、２４万円と今回なっているんですけれども、その人数と

要望者数の把握はどのようになっているのか。高額でなかなか治療できないという

方がいらっしゃると思うんですけれども、その辺のことをお聞きします。 

それからもう１点は、ごみ処理対策事業について、資源回収団体への奨励金交付

事業というのがあって、広報にも載っていますし南空知公衆衛生組合だよりの中で

も載せているんですよね。私も南空知公衆衛生組合の組合議員なんですけれども、

そこの中でもやはり今資源を有効に活用して、新聞とかそういうものをごみに出さ

ないということで奨励しているんですけれども、年々少しずつその団体が下がって

きているんですよね。それでこの３町とも、南幌もそうなんですけれども、ここに

参加する方々を増やしていくということがすごく必要かなと思うんですけれども、

広報でも載せるし組合だよりでも載せているんですけれども、もう少し広めるよう

な何か努力というか、そういうのを検討などはされているのか、この２点お願いし

ます。 

健康づくり係長  前段の２点の質問についてお答えいたします。先進医療不妊治

療助成に関しましては、令和６年度の実績は１件となっています。令和４年度から

人工授精や体外受精ですとか、不妊治療が保険適用されたことにより、負担はかな

り軽減されたんですけれども、先進医療につきましては自己負担のまま来ていまし

た。それで、私たちのほうでそういう不妊治療に関する相談というのは特に受けた

ことはないんですけれども、妊娠届があった際には必ず面談していろいろお話をお

聞きするんですけれども、その中で不妊治療をして授かったという方もいらっしゃ

るんですね。そういう方にはその治療が医療保険適用のものなのか、先進医療で自
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己負担だったのかということを確認させてもらって、この事業に該当するかどうか

というのを確認しています。非常にデリケートな内容であるために、個別面接の時

には必ず個室で面談させてもらって確認させてもらっています。 

２点目なんですけれども、要望は今のところ相談というのは特には受けてはいま

せん。以上です。 

環境交通係主査  資源ごみの回収団体の奨励金に参加する関係について説明しま

す。町広報紙、ホームページ、南空知公衆衛生組合からのごみに関するチラシ等で

も周知はしているのですが、参加団体がありません。個別に一部の町内会にお願い

はしておりますが、集荷拠点がなかなかないため、参加は難しい状況となっており

ます。また引き続き周知活動には努めていきたいと考えております。以上です。 

熊木委員  今１点目の説明を受けて、なかなか把握するのは多分すごく難しいか

なと。先ほどデリケートな問題と言っていましたが、だから潜在的にそういうこと

に悩んでいる方もいると思うけれども、それは妊娠したとかだと保健福祉課に行っ

て相談とかもいろいろするんだけれども、そうではない場合ってなかなか難しいん

ですよね。だからそれを今回予算に載っているので、やはり広報とかそういう中で

こういう事業を始めましたというふうに告知して、周知するということで、もしか

したら該当するかなということで相談者が行って相談するということになるといい

なと思うので、それをぜひお願いしたいと思います。 

あとはごみのことについてなんですけれども、今までは結構老人会とかいろんな

団体でやっていたところが多かったと思うんですよね。老人会もやはり高齢化とか

いろいろあって、なかなか収集ができないというふうになっているかと思うんで

す。それで、この団体への奨励金というのは、例えば隣近所２、３件とか何かそう

いう形で広げていけると思うんですよね。ただ、新聞とか空き缶とかそういうもの

を保管する場所が必要ですよね。そうなってくると、今新しく家を建てているとか

そういう方は、大抵車庫とかを持っていたりするので、何かもう少しこんな形でも

できますよというようなわかりやすい説明というか、イラスト入りの何かをつくる

とか、そういう形でやるとすごくいいんじゃないかと思います。やはり新聞とかも

ほかの自治体でこういうことをしていない所はごみに全部出したりするんですよ

ね。そうすると資源ももったいないし、その分ごみの量も増えるということもある

ので、やはりこの取組というのはすごく良いことなので、もっと広めてほしいなと

思うので、周知の仕方をもう少し工夫してほしいなと。これは３町の中にも言うん

ですけれども、町としてもその辺に力を入れてはどうかなと思うので、もしそうい

うことができるのであれば、ぜひお願いしたいなと思います。 

健康づくり係長  不妊治療の周知に関しましては、おっしゃっていただいている

とおりだと思っていますので、今回１件申請があった方も、御自身でホームページ

から確認されて、書類も全部揃えて申請に来てくださっていたんですよね。なので

３０代、４０代くらいのお若い方たちが多いので、ホームページなどでは必ずきち

んと今の情報を流して、皆さんが必要な時に情報をキャッチできるようにしていき

たいと思います。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２点目のごみ回収団体の周知方法等についてな
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んですが、先ほど答弁もしましたけども、町内会のほうに直接どうでしょうという

ようなお話をしているというところでございますが、それで現状、全部で９団体ご

ざいます。そのうち任意については２団体ということになってございますが、やは

りこの２団体につきまして、任意となるとなかなか事業的に継続が難しいというの

が正直なところでございまして、活動も大分縮小されてきてございます。なので実

質動いているのは町内会、学校、老人会というような形になってきております。委

員の言うとおり地域でできないことはないのですが、やはり回収に至ってはなかな

か量としては集めなければならないというのが実際でございますので、周知という

ことで引き続き行っていきますけども、なかなか２、３件でということになると難

しいのかなということで正直思ってございますので、引き続き町内会・行政区のほ

うに働きかけというような形で行わせていただきたいなと思ってございます。以上

です。 

熊木委員  町内会とか老人会とか、そこにだけやっていてもやはり広がらないと

思うんですよね。だから確かに集めて保管して連絡をして取りに来てもらってとい

う作業はあるんだけれども、やはり意識を向上させるというか、ごみの問題は一生

の問題なので、その辺を自ら何件かで集めて、何かそういうような形をつくってい

くことで、地域がもう少しクリーンな、そしてエネルギーを大切にということにつ

ながるかと思うので、難しいかと思うんですけれども何らかの方法があるのではな

いかと思うので、引き続き努力をお願いしたいと思います。要望です。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  予算資料の１２ページ、母子保健事業の出産タクシー利用助成です。

この予算はまず何人分を予定しているのか。 

それともう一つ、この出産タクシーの利用助成は最近ほかの自治体でも結構始め

ている所があるんですけれども、どこも研修を受けたドライバーが妊婦を乗せると

いう形をとっているようなんですね。そういう部分で、うちの町はどのように対応

しているのか、その２点お願いします。 

健康づくり係長  出産タクシーの予算額に関しましては、１人１万円で１０人分

の計上になっています。２点目の質問ですけれども、ほかの自治体ではドライバー

の方々が研修を受けて、出産タクシーというよりは、陣痛タクシーなどという名称

でやっている事業所や企業も多くあるというように情報を得ています。南幌町で

は、タクシー会社にも何件か確認しているんですけれども、町外のタクシー、ハイ

ヤー会社で協力していただけると言っていただいた１件は、江別市にあるハイヤー

事業者さんが協力していただけるということですけれども、そこのハイヤー事業者

さんは研修を受けて、陣痛タクシーとして実施しているハイヤー会社さんです。そ

れで、南幌町内のハイヤー事業者さんにも相談させていただいているんですけれど

も、町内事業者さんはそういった研修は特には受けたことはないんですけれども、

協力してくださるというような御返事はいただいていて、今後実際に事業が始まる

前には南幌町の助産師がいるんですけれども、専門職と一緒にお伺いさせていただ

いて、そういう出産時のトラブルですとか、こういったところに御注意いただけれ

ばということを説明させていただきたいというように考えています。以上です。 
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佐藤委員  今説明していただきまして、安心いたしました。ただ、自分で申し込

むというのが基本だということが書かれてありました。それで、南幌から札幌や江

別のほうに行くとしてもやはりそれなりの距離ですし、そういう陣痛が始まってか

らとか、出産する時に乗るタクシーですので本当に何が起こるかわからないし、

様々なことが想定されますので、ぜひ出産を控えた妊婦の皆様にはくれぐれも丁寧

に説明していただきたいなと思います。それで１０人分ということだったのです

が、最近南幌町も出産する方が増えてきまして、全員が全員この出産タクシーを利

用するとは思わないんですけれども、増えてきた時にはどのように対応するのか、

伺います。 

健康づくり係長  私たちも妊婦さんと面談する中で、今年度出生が５０を超えそ

うなんですけれども、いろんなお話を聞いていく中で、やはり移住してきた方で妊

娠されて出産されるという方が多いんですよね。やはり移住されてくると、近くに

頼れる親族もいないですとか、御主人は日中仕事に行ってしまっているから自分１

人の時に陣痛が来たらという心配があるというふうに伺っています。１０人分の予

算をみているんですけれども、現時点で、今までタクシーなどで医療機関に行かれ

たというケースはないんです。皆さん御家族だったり御主人だったりに送ってもら

っているケースがほとんどなんですよね。万が一１０人分を超えるような申請が、

ありそうな実績になってきた時には、補正させていただくような形になります。以

上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

高橋委員  予算資料の１２ページ、予算書の８５から８６ページにかけてなんで

すけど、この予算の部分というのは、例えばワクチン接種者の方が著しく少ない場

合とか、問題というのは何かあるのかどうか、まず初めにお聞きしたいんですけ

ど。 

石川委員長  どのワクチンというのは。 

高橋委員  感染症のワクチンです。委託料が例えば今回このように出ていますけ

ど、全体的な接種者自体人数が低くなってきた場合、どのような問題が生じるとい

うか、この辺がどうなっていくのかなという。 

総務課長  少ない分には特に問題はなくて、あとは予算があって、それがより大

分受診者が少なくなった場合については最後補正をして減額するか、そのまま残し

て不用額にするかというのを年度末にやるという流れになります。 

高橋委員  わかりました。この周知方法に関してなんですけど、この間広報でワ

クチンのほう忘れていませんかと、予防接種みたいなところがあったと思うんで

す。それでそれが別にだめではないんですけど、やはり今までコロナワクチンとい

うところでメディアでも結構言われていて、デメリットの部分も大体みえてきたと

思うんです。そんな中でワクチンというものに対して、打っていいのか、打ったほ

うがいいのか悪いのかというのは結構微妙な方も多くて、国とか自治体とかでこう

いうふうに書かれてしまうと、やはり誘導になってくると思うんですよね。例えば

帯状疱疹のワクチンなんかも、否定しているわけではないですけど、そこにお金を

出すということはやはり誘導になってくるし、なので例えばこの広報にも書いてあ
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るように、免疫をつけるためには予防接種が大切ですと書いてあるんですけど、全

部のワクチンがそうなんですが、免疫がついているかついていないかというよりか

は、基本的には体に抗体ができるかどうかなんですよ。抗体ができるというところ

がワクチンのエンドポイントなんです。その抗体が体に効くかどうかという検証と

いうのは、どのワクチンも実はちゃんとしたものって出ていないんですよね。だか

ら本当にそれが免疫を高めるためなのかというのはわからないんです。だから効

く、効かないがわからないということですよね。なので、これは小児ワクチンとか

こういう２種混合、日本脳炎、おたふくかぜとかいろいろ書いてあるんですけど、

これだって海外や各国の１，０００人当たりの０歳から５歳までの死亡率というの

を見たら、接種数が多い国ほど０歳から５歳までの１，０００人当たりの死亡者が

多いというデータとか、これが結構出ているんですよね。あとは知的障害とか自閉

症などの発症にもつながっているんじゃないかと。これが一番問題視されているん

ですけど、日本ではあまり問題視はされていないと思います。この肺炎球菌もそう

ですよね。そもそも肺炎球菌と言っていますけど、肺炎のほとんどの原因ってグラ

ム陰性桿菌なんです。肺炎球菌ってそもそもこれによる肺炎の人ってほとんどもと

もといなかったわけです。だけどワクチンが出て、肺炎球菌の肺炎は防がれたとい

うふうには今はなっていますけど、全体的に見てどちらかというと打たせよう、打

たせようという方向性の誘導があるので、予防事業を支持する人もいると思うんで

すけど、不安を感じる人もいるという中で、そういう情報を進める際に中立的な部

分というのはやはりなければだめだと思うし、任意であるということが大事だと思

うんですね。定期接種とか任意接種とか分かれていますけど、そもそも小児ワクチ

ンから全て含めて全部任意なので、だからそれってわからない人が非常に多いで

す。小さいお子さんを持っているお母さんとかも。なので、その辺の周知の仕方と

いうのは、もう少し検討していただけないかどうかというところです。 

石川委員長  ちょっと医学的な考えがあると思うんですけど、答えられる方はお

られますか。 

保健福祉課長補佐（子育て支援・健康づくり担当）  ただいまの御質問にお答え

いたします。医学的なことは、私たち保健福祉課としては、予防接種法という法律

にのっとって、感染症予防や病気を予防するということで、法律に基づいた周知、

お知らせを町民にさせていただいています。その中で、町民が判断できる判断材料

や国から伝達されました情報については、わかりやすく伝えていくよう努めて、感

染症予防事業に従事していきたいと思います。希望しない方には無理強いをしてい

るものではありません。ただ、どうしても現在はしかの問題とかも時折報道で見ま

すが、必要な情報として忘れてしまうことで後に不利益を被る場合もありますの

で、必要な時期の周知ということで、広報や乳幼児健診でお伝えさせてもらいま

す。以上です。 

高橋委員  立場というのがあるので、やはりその周知の仕方というのはあるとは

思うんですけども、少しだけでも、ワクチンのことだけというわけではないんです

けど、この辺って歴史を少しだけでも勉強するとワクチンそもそもがすごく疑問が

湧いてくるようなものなんですね。だから少しだけ何か学んでいただければこの書
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き方とかも少し変わってくるのではないかなという、お願いで終わりたいと思いま

す。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ではないようですので、これで衛生費についての審査を終了いたします。ここで

職員の入替えがございますので、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時５２分） 

（午後 ３時００分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

続きまして、審査順序５番目の介護保険特別会計について審査を行います。説明

をお願いいたします。 

保健福祉課長  それでは、議案第１７号 令和７年度南幌町介護保険特別会計予

算の説明をいたします。 

はじめに歳出の説明をいたします。１５ページをお開きください。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額１６２万１，０００円。介護保険事務全

般に要する費用を計上しています。 

次に、２項１目賦課徴収費、本年度予算額８２万４，０００円。保険料の賦課徴

収に要する費用を計上しております。１６ページをごらんください。 

３項１目認定調査等費、本年度予算額６９９万８，０００円。介護支援専門員報

酬、主治医意見書など、認定調査に関する費用を計上しています。２目認定審査会

共同設置負担金、本年度予算額２９６万５，０００円。栗山町、由仁町の３町で共

同設置している審査会の負担金を計上しております。次ページをごらんください。 

４項１目計画策定委員会費、本年度予算額３５５万円。介護保険事業計画の進捗

状況における評価のための策定委員会１回開催分の費用と次期計画のためニーズ調

査委託料を計上しています。１８ページをごらんください。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、本年度予算額２億円。要介護１から要介

護５までの方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。 

２目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億７，３００万円。グルー

プホームや認知症対応型デイサービス等による給付費を計上しています。 

次に、３目施設介護サービス給付費、本年度予算額３億４，２４０万円。食費、

居住費を除いた特別養護老人ホームなどの施設入所に係る給付費を計上していま

す。 

４目居宅介護福祉用具購入費、本年度予算額１４０万円。福祉用具購入に係る給

付費を計上しています。 

５目居宅介護住宅改修費、本年度予算額２２０万円。住宅改修に係る給付費を計

上しています。１９ページをごらんください。 

６目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額３，２００万円。居宅で介護サ

ービスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。 

２項１目介護予防サービス給付費、本年度予算額２，７３０万円。要支援１と要

支援２の方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。 

次に、２目地域密着型介護予防サービス給付費、本年度予算額２０万円。要支援
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認定者が利用できるグループホームや認知症対応型通所介護の給付費を計上してい

ます。 

次に、３目介護予防福祉用具購入費、本年度予算額６０万円。要支援認定者の福

祉用具の購入に係る給付費を計上しています。 

４目介護予防住宅改修費、本年度予算額１８０万円。要支援認定者の住宅改修に

係る給付費を計上しています。２０ページをごらんください。 

５目介護予防サービス計画給付費、本年度予算額４００万円。居宅で介護予防サ

ービスを利用する際の、ケアプラン作成料を計上しています。 

 ３項１目審査支払手数料、本年度予算額７４万円。介護サービス並びに介護予防

サービス等の審査支払手数料を計上しています。 

４項１目高額介護サービス費、本年度予算額１，９７０万円。 

２目高額介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、サービス利用

の負担限度額を超えた部分について支給する給付費を計上しております。２１ペー

ジをごらんください。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、本年度予算額４００万円。 

２目高額医療合算介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、１年

間に支払った介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に支給する給

付費を計上しています。 

６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額２，４００万円。低所得者の

方の施設利用が困難とならないよう、負担を軽減する給付費を計上しています。次

ページにまいります。 

２目特定入所者介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、食費、

居住費の自己負担に伴う低所得者に係る給付費として計上しています。 

なお、保険給付費全体では、昨年度比で３，４５４万円の増額となり、主に施設

介護サービス給付費の増加を見込んだ計上となっています。 

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、本年度予算額７７６万３，０

００円。要支援１・２の予防給付の訪問介護と通所介護や住民主体のサービスなど

に係る経費を計上しています。２２ページから２３ページにかけて、２目介護予防

ケアマネジメント事業費、本年度予算額９１万７，０００円。予防給付における

個々の計画作成に係る経費を計上しています。２３ページ中段をごらんください。 

３目一般介護予防事業費、本年度予算額３３０万７，０００円。主に健康な高齢

者が取り組める介護予防事業に係る経費を計上しています。次ページをごらんくだ

さい。 

 ２項１目包括的支援事業費、本年度予算額５８万８，０００円。総合相談や権利

擁護、介護支援専門員の資質向上に要する研修会負担金を計上しています。 

２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額４万９，０００円。在宅医療

と介護を一体的に提供するため、医療関係者と介護事業者との連携をすすめていく

もので、本年度も南空知４町で研修会を予定しております。 

３目生活支援体制整備事業費、本年度予算額４６９万５，０００円。主に生活支

援コーディネーター配置に要する経費で、社会福祉協議会に事業を委託しておりま
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す。 

４目認知症総合支援事業費、本年度予算額３６万６，０００円。認知症の方や家

族に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を行うとともに、認知症の方を地域で

支えるための経費を計上しています。２５ページをごらんください。 

５目地域ケア会議推進事業費、本年度予算額１６万４，０００円。地域包括ケア

システムを推進するため、自立支援型地域ケア会議の充実を図るための研修会開催

に係る経費を計上しています。 

６目任意事業費、本年度予算額９９２万円。シルバーハウジングの生活援助員や

家族介護者への支援、配食サービスなどに係る経費を計上しています。次ページを

ごらんください。 

 ４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、本年度予算額３，０００円。基金及

び利子を積み立てるものです。２７ページをごらんください。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、本年度予算額１５万円。被保険者が

所得更正を行った場合などに過年度分の保険料の還付が発生するため、実績を考慮

し計上しております。 

２目償還金、本年度予算額１，０００円。科目設定でございます。 

６款１項１目予備費、本年度予算額１００万円。前年同額で計上しています。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２９ページをごらんください。

１特別職です。本年度、その他特別職２２名で、事業計画策定委員９名と地域包括

ケア推進会議委員１３名の報酬１２万７，０００円を計上しています。３０ページ

をごらんください。一般職です。本年度、会計年度任用職員１名に係る報酬など合

計で３８３万４，０００円計上しています。 

 続きまして歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。 

１款１項１目第１号被保険者保険料、本年度予算額１億７，００４万４，０００

円。１節現年度分で１億６，９８４万４，０００円、第１号被保険者数２，７４０

人、収納率９９．０％で計上しています。２節滞納繰越分２０万円。実績を考慮し

計上しています。 

続きまして、２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億４，７９９万

５，０００円。１節現年度分の１億４，７９９万４，０００円、施設等給付費の１

５％、居宅給付費の２０％を計上しています。なお、２節過年度分につきまして

は、１１ページの道支出金まで科目設定としておりますので、説明は省略させてい

ただきます。 

次に、２項１目調整交付金、本年度予算額４，６４６万２，０００円。施設等給

付費及び居宅給付費の５．５％分、地域支援事業費総合事業分の５％分を計上して

います。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額２３

８万２，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の２０％を計上していま

す。１０ページをごらんください。 

３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、本

年度予算額６０７万２，０００円。包括的支援事業・任意事業費の３８．５％を計
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上しています。 

４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額７２万６，０００円、令和６年度

の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

５目介護保険者努力支援交付金、本年度予算額１８９万６，０００円、介護予

防、健康づくり等に資する取組を重点に行う市町村に対して交付されるものであ

り、令和６年度の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

続きまして、３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額２億２，５１６万

４，０００円。 

２目地域支援事業交付金、本年度予算額３２１万６，０００円。財源は第２号被

保険者の保険料でございます。１１ページをごらんください。 

４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億２，３０３万７，０００円。

施設等給付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％の道負担分を計上していま

す。 

続きまして、２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、

本年度予算額１４８万９，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．

５％を計上しています。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事

業、本年度予算額３０３万６，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２

５％を計上しております。１２ページをごらんください。 

５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１，０００円。介護給付費等準備基

金積立金の利子を計上しています。 

続きまして、６款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額１億４２４万２，０

００円。施設等給付費並びに居宅給付費の１２．５％の町負担分を計上していま

す。 

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額１４

８万８，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％を計上してい

ます。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、本

年度予算額３０３万５，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を

計上しています。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、本年度予算額９２５万７，０００円。別枠公費

による繰入金で、保険料第１段階から第３段階の方に対する軽減分でございます。 

５目その他一般会計繰入金、本年度予算額１，５９５万３，０００円。歳出の１

款で説明しました総務費のうち総務管理費、徴収費、介護認定審査会費、計画策定

委員会費の事務費を一般会計負担として計上しております。１３ページをごらんく

ださい。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、本年度予算額１，１２７万６，０００円

を計上しています。 

続きまして、７款１項１目繰越金、本年度予算額２００万円。令和６年度繰越金

を見込み計上しています。 
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続きまして、８款１項１目第１号被保険者延滞金、２項１目第三者納付金及び２

目返納金、予算額それぞれ１，０００円につきましては科目設定でございます。１

４ページをごらんください。 

３目雑入、本年度予算額４万７，０００円。地域支援事業の利用者負担金などを

計上しています。 

以上、歳入歳出、本年度予算額８億７，８８２万１，０００円。前年度対比で

３，４９６万４，０００円の増額でございます。 

以上で、議案第１７号 令和７年度南幌町介護保険特別会計予算の説明を終わり

ます。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

星委員  予算資料２１ページの地域支援事業の介護支援ボランティアポイント事

業のごみ出し支援を含むということなんですけれども、このごみ出し支援に関して

は委員会のほうでもいろいろ調査しまして、介護認定されていない方でも、やはり

ごみ出しが大変だという声は実際に出ているんですけれども、担当課としては認定

にならない方のごみ出しが大変だという方に対して、今後何か対策のようなことは

考えているのかをお聞きしたいです。 

高齢者包括係長  こちらのほうに記載してあります一般介護予防の高齢者ボラン

ティアポイント事業の中のごみ出しサービスにつきましては、介護度に関係なくサ

ービスを受けることができまして、対象者として考えているのは基本的にごみの分

別ができる方で、自宅からごみボックスまで運ぶことが困難な方について、まず相

談をいただきまして、介護保険が必要な程度であれば、当然介護認定の申請をして

いただいて介護度を出して、ケアマネさんをつけてどういったサービスがいいのか

というのを相談させていただきますし、そちらにつながらなかったとしても、必要

があればこちらの今回予算のほうに計上させていただいているんですけど、このボ

ランティアポイントの事業の中にぜひ組み込んで対象としていきたいなとは思って

おります。今の段階で具体的に令和７年度の予算上では、こういった条件の方とい

う縛りが今のところないので、今後についてはどういった方というのをきちんと明

確にしていく必要があるのかなと考えているんですけど、今の段階では要介護度が

必要だというような縛りはない形になっております。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

家塚委員  何点か確認も含めてなんですが、まずごみ出し支援事業のサービスで

す。この事業主体は町でいいのかどうかがまず１点です。 

それとこの制度を設計するまでに、内部でいろんな検討をした経緯が多分あるだ

ろうと思うんですけれども、その辺の検討経過を教えていただくのと、あわせて先

ほど介護認定でなくてもいいという話があったのですが、該当要件、もう少し平た

く言えば要綱的なものがもしあるのであれば、それも含めてお話しいただければな

と思います。 

高齢者包括係長  まず事業主体なんですけれども、町で良いのかということだっ

たんですが、今の形の中ではこの相談を受けて、このボランティアポイント事業の

中で受けていく形で考えているんですけど、もし今後件数的なものがすごく大きく



 ５３ 

なってくるのであれば、町の事業ではなく事業所を組み込んだ形で考えています。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・高齢者包括担当）  まず、このごみ出しサービ

スにつきましては、高齢者または障がいのある方で、独居または夫婦世帯でごみ出

しが困難な方について対象としております。この方がまず町のほうに申請をいただ

きまして、申請の際はその方の状況の聞き取りをさせていただきます。その状況に

応じて、利用者として該当することになった場合につきましては、社会福祉協議会

のボランティアサービスのほうに委託をしまして、マッチングをしていただくと。

その時点で実際にごみ出しサービスの提供という状況になります。一応流れとして

はそういった形になります。 

保健福祉課長  今回のごみ出しの検討経過について御説明したいと思います。以

前議会の総務常任委員会のほうで意見交換し、いろいろごみ出しの問題点などの意

見交換をさせていただいたところで、その時には深川など先進地でやっている状況

の話もいただきました。それで内部で検討をかなり重ねました。その中で、介護保

険事業計画のニーズ調査で、ごみ出しで困っている方というのもあまり件数が見え

てこなかったものですから、これは個別にしっかりどれだけ困っている人がいるの

かというところで、ケアマネジャー、あるいはサービス事業者に確認をして、一人

ひとりごみ出しで困っている人の洗い出しを始めました。その中で洗い出しをした

結果、本当に困っている方というのが、例えば介護サービスで使っていて何ともな

い方もいましたし、あるいは御家族がいて自分ではできないけれども御家族ができ

るパターンもありました。そういうふうに全部洗い出しをして精査していく上で、

やはり数名の方が何らかの方法で支援をしなくてはいけない人だということがわか

りました。それがわかったのが令和５年の意見交換終わった後に、１人、２人、あ

るいは何人かこういう方も必要だったねということで、その中で内部で話し合って

いくうちには事業者にごみを回収して回っていくという方向も考えました。それが

有力になったところだったんですけれども、実は実際にごみ出しが困っている方に

対して、ボランティアが近くにいて、私がやってあげてもいいよという方が何人も

おられまして、そういう方のマッチングを社会福祉協議会だけでお任せするのでは

なくて、私たち保健福祉課の職員も一緒に協議して、この人だったらごみ出しを手

伝ってくれるのではないかということでマッチングをして、実際に８名の方がボラ

ンティアとマッチングして、ごみ出しサービス事業を開始しております。それで、

今まで事業者にお願いしてお金をかけてやっていこうと思っていたごみ出しサービ

スでしたが、地域コミュニティを築く上では、こういう小さなごみ出し事業から地

域の方に関わってもらうというのがすごく大事だということを実感しておりまし

て、そして福祉計画を策定する時もそうですし、いろんな話し合いの場を持った中

で、やはりこれというのは南幌町で、議員さんも何度か一般質問でも言っておられ

たように、地域コミュニティを育む上ですごく大事なことなのではないかというこ

とに気づかされまして、お金をかけるだけがサービス事業ではなくて、地域の人を

動かしてお願いしてやっていくということがすごく大事だということを私たちも感

じたところで、今回のごみ出しサービスを展開することになりました。予算に関し

ては、実際何も予算づけはありません。今までのボランティアポイントというのも
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以前からありましたので、１回ごみ出しすると１ポイントで、そして１０個貯まる

と１，０００円分の商品券がもらえるというものですけれども、毎週１回今使って

いる方は、水曜日に使われている方ですけれども、１回本当にさっとごみステーシ

ョンに持っていくというので１ポイントで、それから１０回ですから２か月半くら

いで１，０００円がボランティアしてくれた方にはあたるような形にはなるんです

けれども、そういう小さなところから地域コミュニティをしていこうとは思ってお

ります。ただ、これからどんどん広がっていく中で、はたしてボランティアのマッ

チングがうまくいくのかどうかというとこんですけれども、そこも含めて地域の方

にお願いできるような体制をつくれたらいいと思いますし、あるいは想定外のとこ

ろで、例えば農家地区の本当に外れの方で誰も協力してくれないという方も想定し

たわけですけれども、そういう場合につきましても何らかの形で回収していけるよ

うな形を取って、それでもできないようだったら事業者にお願いするということも

今後考えていかなくてはならないとは思っておりますが、今うまく地域コミュニテ

ィが少しずつできている段階では、この形でやっていこうと考えております。長く

なってしまったんですけれども、そういう経過があって長い期間検討を重ねて少し

変わったりもしたところなのですが、今この形でやっていこうと思っております。

以上です。 

家塚委員  今お話を聞きました。問題は、これからそういう高齢者の方が自分で

ごみ出しすることができないのが増えるという可能性が大だと思うんですね。その

時に先ほどちょっとお話があったように、ボランティアさんがいればできるんでし

ょうけども、今ボランティアさんもなかなか昔と違って多様な生活の中で考え方も

変わってきていますので、なかなかその担い手がいるのかなという思いがありま

す。ですから、今７件ぐらいですかね。８人でやられているということなんです

が、今はいいんでしょうけども、将来を考えたらなかなかこの事業がきちんといく

のかなという感じがします。ちょっとそれは私の考え方なんですけれども、そこで

今ボランティアポイントでやっていると。基本的には５０ポイントで交換をして、

それ以上出た場合、例えば８０ポイントだとかという場合はその出た分の５ポイン

トは翌年に繰り越せるけども、２５ポイントはそこで消滅してなくなってしまうと

いう今のボランティアポイントの制度だと思います。変わっていればあとからお話

しいただければと思うのですが、ただ、今までのボランティアポイント事業の中で

は多分それはよかったんだけども、このごみ出しの関係については、はたしてその

ボランティアポイントでいいのかなという感じがします。先ほどお話ししたように

地域との関わりの中でということがあったのですが、どうかなという感じはしま

す。今までの部分で答弁できればお願いしたいと思います。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・高齢者包括担当）  ただいまのボランティアポ

イントの関係です。現在ボランティアポイントは１回当たり１ポイントつくという

形で、大体１週間に１回で月４回、大体年間で考えると４８回になります。例えば

そのごみ出しだけでボランティアをやられている方は５０ポイントに届かないので

満額いただけるかと思うのですが、重複してボランティアをやられている方は超え

る可能性もあります。そういう方につきましては、ごみ出しと別のボランティアを
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引き離して考えていこうかという話もしていまして、その辺も含めた中で今後は検

討していきたいと考えております。以上です。 

家塚委員  最後になりますけど、ごみを自宅の外に出すのかどうやっているかは

ちょっとわかりませんが、ごみボックスまで持っていくと。ただ、その中にはきち

んと分別されていない、戻るごみも多分中にはあるのかなという気がしているんで

すが、そのボランティアさんはそこまでは多分手はつけないんだろうと思うんで

す。もし今のこの７件の中でケアマネがついていれば、ケアマネに話してというや

り方も多分できるのかなと。ケアマネのついていない方も多分いるんだろうなと思

うのですが、そうなれば直接その方にお話をして、きちんと分別してくださいよと

いう話を多分していくだと思うんですが、今まででそういう分別をされていなくて

直接お話をしたという、そんな経過みたいなものがあるのかないのか、ボランティ

アさんのほうからそういう話があるかどうかも含めてお願いをしたいと思います。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・高齢者包括担当）  ただいまの御質問ですが、

今８名の方がごみ出しボランティアをされておりますが、その中で実際にごみが戻

ってきたという方は何件かいるというお話は聞いておりますが、そのごみが戻って

きている方につきましては、今おっしゃったとおりケアマネさんがついておりまし

て、ケアマネさんのほうで分別等の御指導並びにそのごみの分別を行って、再度ご

み出しを行っているという状況です。それ以外の方につきましては、今のところそ

ういった問題は発生していないということでお話は聞いております。以上です。 

家塚委員  もしできれば、実施要綱みたいなものがあれば資料の提出をお願いし

たいと思うのですが。 

保健福祉課長補佐（福祉障がい・高齢者包括担当）  現在、明確なそういった資

料はまだできておりません。今後そういったものを、基準なども含めまして作成し

ていきたいと考えておりますので、できた際はまた御提示できればと考えておりま

す。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  今と同じ介護支援ボランティアポイント事業なんですけれども、今御

説明いただいて、内容的には理解いたしました。この介護支援ボランティアポイン

トができた当初はそんなに注目されていなかったんですけれども、いろいろ聞いた

ところ、最近ボランティアポイント事業に参加されている方がすごく多くなったよ

うな気がします。それで、ごみ出しがこのボランティアポイント事業に参加すると

なると、またさらに参加者が増えてくるんじゃないかなというふうに思うんです

ね。それで、その中で町民からボランティアポイントでごみ出しがいいのであるな

らば、除雪だとか買い物とか、病院の付添いとか普段無償でやってもらっている人

がいるのですが、今度そういうものも介護ボランティアでやってもらえるようにな

るんだろうかとか、そういう話も出てくるのではないかなという思いもあるんです

ね。今はごみ出し支援だけなんですけれども、今実際に高齢者で介護認定は受けて

いないけれども、除雪は本当に腰だとか体の調子が悪くてできないとか、買い物に

行けないとか、やはりそういうボランティアにやってほしいという方も実際にはい

らっしゃるんですね。そういう部分では、今後そういう人たちに対してどういう取
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組をするのかというのが１点です。 

それと、今ボランティアポイントも個人で行くとポイントがつくらしいのです

が、団体登録をしている人たちがボランティアに行くとポイントはつかないという

お話を聞いたんですね。そういう部分で、個人でやるとポイントがついて、団体登

録をしているところでいくとポイントがつかないとか、ちょっとそこのところをわ

かりやすく教えてください。 

保健福祉課長  介護支援ボランティアポイントについてなんですけれども、こち

らについては社会福祉協議会に委託している事業でございます。ですので、ボラン

ティアさんがどういうボランティアさんがいて、そしてマッチングして、どのよう

にポイントをつけるかというのはちょっとお任せしているところが多いんですけれ

ども、目的としましては、ボランティア活動を通しまして社会参加や社会貢献を促

進してというものになります。それで、登録者数なんですが１０１人ということ

で、いろんなボランティア活動をしているわけなんですが、団体登録をしている人

がポイントがつかないというのは、ちょっと私も聞いたことがなくて、いろんな活

動がボランティアとしてありまして、みどり苑とかに行く、髪を乾かしたりとか、

あるいは車椅子を清掃したりだとかいろんなボランティアがあって、それに対して

ポイントはつくように私は思ってはいたんですけれども、つかないということだっ

たんですね。ちょっと確認はしてみます。 

高齢者包括係長  ボランティアポイントの、団体さんでポイントがつく、つかな

いというのはちょっと私も社協のほうからお話は聞いているんですけれども、団体

さんでポイントがつかないというのはちょっと聞いたことがなくて、団体さんとい

っても、うちの介護保険制度のほうの介護支援ボランティアポイント事業に登録さ

れているものなのかなというのがちょっと気になるところではあります。ただ、も

しつかないのであればちょっと確認はしたいと思うので、教えてもらえるのでした

ら、その方のお話を後ほどでも聞かせてもらえればと思います。以上です。 

佐藤委員  実際にボランティアポイントを利用している方の話だったんですけれ

ども、結局団体の個人個人で行く場合にはポイントがつくんですけど、団体で行っ

て、みどり苑とかそういう所に行く場合には、団体にポイントがつくという感覚で

いいんでしょうかね。個人ではなくて、団体にポイントがつくとかそういう話では

ないんですね。わかりました。もう少し、社協にしっかり聞いてみたいと思いま

す。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、これで質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは介護保険特別会計については終了いたします。ここでまた暫時休憩いた

します。 

（午後 ３時４６分） 

（午後 ３時４７分） 

石川委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

続きまして審査順簿順序６番目、国保特別会計について審査をしてまいります。

それでは説明よろしくお願いいたします。 
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住民課長  議案第１５号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を

いたします。 

 初めに、歳出の説明をいたします。予算書１３ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費、本年度予算額２３４万５，０００円。各業務システム

保守をはじめ、国民健康保険全般に係る事務処理経費を計上しています。 

２目連合会負担金、本年度予算額８９万１，０００円。北海道国保連合会への負

担金を計上しています。 

次ページ、２項１目賦課徴収費、本年度予算額７８万７，０００円。国保税の納

税通知書印刷や収納手数料などの経費を計上しています。 

 次に、３項１目運営協議会費、本年度予算額１６万２，０００円。国保運営協議

会委員９名分の報酬、費用弁償などの経費を計上しています。 

次ページ、４項１目医療費適正化対策事業費、本年度予算額７３万８，０００

円。特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品

の利用促進に係る経費などを計上しています。 

 次に、５項１目収納率向上対策事業費、本年度予算額３０３万１，０００円。次

ページにかけまして、滞納データ整理などに係る会計年度任用職員、一般事務報酬

などの保険税収納率向上対策に係る経費を計上しています。 

 次に、２款１項１目療養諸費、本年度予算額５億６，３４８万７，０００円。北

海道国保連合会に対する、入院、入院外、歯科、調剤などに関する療養給付費負担

金５億５，６６０万円。補装具制作などに関する療養費負担金５１５万円を、それ

ぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

２目高額療養費、本年度予算額９，１６２万円。被保険者の高額療養費に係る保

険者負担分の経費として高額療養費負担金９，１４２万円。高額介護合算療養費２

０万円を、それぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

次ページ、３目出産育児諸費、本年度予算額４００万２，０００円。出産育児一

時金として、１件当たり５０万円、出産予定件数８件を見込み計上しています。 

４目移送費、本年度予算額１０万円。医師の指示による緊急的な移送に係る費用

として移送費交付金を計上しています。 

５目葬祭諸費、本年度予算額４５万円。葬祭費として、１件当たり３万円、１５

件分を見込み計上しています。 

６目傷病手当金、本年度予算額１０万円。傷病手当金は、新型コロナウイルス感

染症の５類移行前に感染等により療養し、給与等の支払いを受けることができなく

なった場合において、傷病手当金を支給するもので、支給額は、国から示された算

定式に基づき支給します。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、北海道において決定され

た通知額をそれぞれ計上するものです。 

１項１目医療給付費分、本年度予算額２億１７３万６，０００円。一般医療給付

費分として計上しています。 

２目後期高齢者支援金等分、本年度予算額５，８１２万円。後期高齢者支援金等

分を計上しています。 
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次ページ、３目介護納付金分、本年度予算額２，２４６万８，０００円。介護納

付金分を計上しています。 

 次に、４款１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額１，６０７万４，００

０円。次ページにかけまして、各医療保険者に義務付けされている特定健康診査及

び特定保健指導などに係る経費を計上しています。特定健診受診率向上対策とし

て、健康ポイント制度などの費用のほか、北海道及び国保連合会並びに市町村の共

同事業で、特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を

行う、特定健診受診率向上支援共同事業の経費を計上しています。 

 次に、２０ページ、２項１目保健衛生普及費、本年度予算額３６９万１，０００

円。被保険者の健康づくりのため、人間ドック健診事業などへの助成、医療費通

知、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌の予防接種助成に係る経費を計上して

います。 

５款１項１目基金積立金、本年度予算額１万円。国民健康保険事業特別会計基金

利子積立分を計上しています。 

次ページ、６款１項１目財政安定化基金償還金につきましては、科目設定です。 

次に、７款１項１目保険税等還付金、本年度予算額７０万円。保険税の過年度還

付金として計上しています。 

２目保険給付費等交付金償還金及び３目その他償還金につきましては、科目設定

です。 

 次に、２項１目直診施設勘定繰出金、本年度予算額４１２万５，０００円。直診

施設勘定繰出金では、病院事業会計繰出金として、道保険給付費等交付金のうち直

診施設整備に対する特別調整交付金分を町立病院へ繰り出すもので、本年度は、医

療機器の購入に係る補助金相当額を計上しています。 

次ページ、８款１項１目予備費、本年度予算１００万円。前年度同額で計上して

います。以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２３ページをごらんください。 

１特別職です。本年度、その他特別職９名で、国保運営協議会委員の報酬１４万

円を計上しています。次ページにまいります。 

２一般職です。本年度、会計年度任用職員２名に係る報酬４１１万５，０００

円、期末手当４８万１，０００円、勤勉手当３４万４，０００円、共済費９２万円

と、住民課及び保健福祉課職員、計６名分の時間外勤務手当５９万１，０００円、

合計で６４５万１，０００円を計上しています。次ページ以降については、その内

訳などとなっておりますので説明を省略させていただきます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。 

 １款１項１目国民健康保険税、本年度予算額２億３０２万２，０００円。１節か

ら３節につきましては、現年課税分として、いずれも必要額を見込み収納率９８％

で計上しています。４節から６節につきましては、滞納繰越分として、いずれも実

績を考慮して計上しています。なお、１節医療給付費分現年課税分と２節後期高齢

者支援金分現年課税分については、令和７年３月末に予定されている地方税法等の

改正に伴う課税限度額の引き上げを見込み計上しています。 
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 次に、２款１項１目手数料につきましては、科目設定です。 

次ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金につきましては、科目設定です。 

 次に、４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額６億８，３６４万７，０

００円。１節保険給付費等交付金普通交付金、６億５，６９９万２，０００円。本

町の保険給付の実績に基づき北海道から交付され、本町から国保連合会などに対

し、保険給付費として支払うものです。２節保険給付費等交付金特別交付金、２，

６６５万５，０００円。説明欄、保険者努力支援分では、特定健診・保健指導の実

施などの取組の指標に対する交付として、３７２万９，０００円。特別調整交付金

分市町村向けでは、医療費適正化に係る費用などに対する交付として、１，２２５

万７，０００円、道繰入金２号分では、レセプト点検や収納率向上対策、特定健診

受診率、個別指導の積極的な取組に対する、いわゆるインセンティブ分として、８

２９万１円，０００。特定健康診査等負担金では、特定健診に係る負担分として、

２３７万８，０００円をそれぞれ計上しています。 

 次に、２項１目財政安定化基金交付金につきましては、科目設定です。 

次ページ、５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１万円。国民健康保険事

業特別会計基金積立金の利子分を計上しています。 

 次に、６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額８，１２２万１，０００円。

一般会計繰入金については、国が定める一般会計が負担すべき繰入基準に基づき計

上しています。説明欄、国民健康保険基盤安定繰入金５，８２６万５，０００円の

内訳といたしましては、保険税軽減分として、応益分の軽減相当額を公費により財

政支援するもので、財源は道４分の３、町４分の１で、３，７６６万９，０００円

です。また、保険者支援分として、保険税軽減の対象者数に応じて公費により財政

支援するもので、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、２５９万６，０

００円です。いずれも、補助金は一般会計の歳入で受け、町負担額と合わせて、本

特別会計に繰り入れるものです。 

次の、未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児均等割保険税５割の軽減措置に

対する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、５６万５，

０００円を計上しています。 

次の、産前産後保険税繰入金は、産前産後被保険者の保険税の軽減措置に対する

公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、５８万７，０００

円を計上しています。 

次の、国民健康保険財政安定化支援事業繰入金は、市町村国保の財政安定化のた

め、地方交付税で措置され、一般会計から国保会計へ繰り入れるもので、１，５８

６万８，０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険出産育児一時金等繰入金は、歳出の出産育児一時金の３分の

２となる２６６万６，０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険事務費繰入金は、国民健康保険事務に係る経費のうち、繰入

基準に基づき３２７万円を計上しています。 

 次に、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、本年度予算額６３３万

４，０００円。国民健康保険財政の安定化を図るため財源調整分を計上していま
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す。参考としまして、令和７年度末基金残高は、１億８６万５，０００円となる見

込みです。次ページ、７款１項１目繰越金、本年度予算額１００万円。令和６年度

からの繰越金を見込み計上しています。 

 次に、８款１項１目延滞金から、２項２目過誤払給付費返納金までは科目設定で

す。 

３目雑入、本年度予算額４０万円。特定健診に係る一部負担金を計上していま

す。   

 以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額９億７，５６４万円、前年度対比で２，

３８９万２，０００円、２．４％減額の予算編成となっています。 

以上で、議案第１５号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を終

わります。 

 

石川委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

熊木委員  １点だけ伺います。高額療養費が引き上げになった場合の影響額を伺

おうと思ったんですけど、お昼のニュースで患者さんとか医師会、国民の猛反発が

あって断念したということでしたので、現在高額療養費を使って医療を受けている

方の人数はわかるのでしょうか。それが分かれば教えてほしいと思います。 

住民課長補佐（国保医療担当）  今のご質問に関してですが、令和４年から５年

までに関して件数として把握しているものですが、令和４年が１，４１９件、令和

５年が１，４５７件ということで令和６年度については、今はまだ見込みの段階で

すけども、１，４４０件程度というふうに捉えておりまして、おおむねこの３年間

でいけば１，４００件程度で推移しているというような状況でございます。以上で

す。 

熊木委員  いろいろな病気、癌とかすごく多いですし、だから今でさえも高額療

養費を使いながらようやく生活をしているような状態で、今回もしこれが通れば、

治療を断念するという形になったかと思うんですよね。やはり今後も注意深く見て

いきたいと思いますので、いろいろ相談とかあった場合には適切に対応していただ

きたいと思います。要望して終わります。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声）  

なければ質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、国民健康保険特別会計につきましては、これで終了いたします。 

引き続き審査順序７番目、後期高齢者医療特別会計について、審査を行います。

説明をお願いいたします。 

住民課長  議案第１８号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明

をいたします。初めに、歳出の説明をいたします。予算書９ページをごらんくださ

い。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額１２６万円。システム保守など一般事務

に係る経費を計上しています。 

次に、２項１目徴収費、本年度予算額５４万３千円。保険料納入通知書の印刷、

郵送料や収納手数料などの経費を計上しています。 
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次ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億４，

０１７万８，０００円。ここでは、広域連合の構成員である市町村が納付する負担

金を計上しています。説明欄、事務費負担金は、市町村均等割７５歳以上の高齢者

人口割及び市町村人口割により算定されています。 

次の、保険料等負担金につきましては、本町が徴収する保険料と延滞金を広域連

合へ納付するものです。 

次の、保険基盤安定負担金につきましては、低所得者の保険料軽減分を広域連合

に納付するもので、財源につきましては、北海道が４分の３、本町が４分の１をそ

れぞれ負担し、いずれも一般会計で措置をしています。 

次に、３款１項１目保険料還付金、本年度予算額１２万円。実績を考慮して前年

度同額を計上しています。 

 次に、４款１項１目予備費、本年度予算額１０万円。前年度同額で計上していま

す。 

続きまして、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予算額９，９４２万７，０００円。

１節現年度分９，９３９万７，０００円。２節滞納繰越分３万円です。後期高齢者

医療保険料は、広域連合が算定したもので予定収納率は１００％で計上していま

す。なお、保険料につきましては、都道府県単位で計算され、２年ごとに見直され

ます。令和６年度、７年度の保険料率は同一となっています。 

 次に、２款１項１目督促手数料につきましては、科目設定です。 

 次に、３款１項１目事務費繰入金、本年度予算額７７７万７，０００円。事務費

繰入金のうち町業務分につきましては、歳出で説明いたしました総務費と予備費の

合計額を計上しています。広域連合共通経費分につきましては、歳出の広域連合納

付金のうち事務費負担金と同額を計上しています。 

 ２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額３，４７７万５，０００円。歳出の広域

連合納付金のうち、保険基盤安定負担金と同額を計上しています。保険料軽減額を

道が４分の３、町が４分の１の割合で負担するものです。道の４分の３の負担額は

一般会計の歳入で受け、町負担額と合わせて本特別会計に繰り入れし、歳出で一括

広域連合に納付するものです。 

 次ページ、４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。令和６年度からの

繰越金として科目設定しているものです。 

 次に、５款１項１目延滞金につきましては、科目設定です。 

 次に、２項１目雑入、本年度予算額２１万９，０００円。実績を考慮して計上し

ています。 

以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額１億４，２２０万１，０００円、前年度

対比で７１１万３，０００円、５．３％増額の予算編成となっています。以上で、

議案第１８号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わりま

す。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。（なしの声）  

それでは質疑を終了いたします。後期高齢者医療につきましての審議は終了いた
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します。 

本日予定しておりました審査項目が終了いたしましたので、来週月曜日、１０日

午前９時半まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ４時１１分） 
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予算審査特別委員会記録 

（２日目 R7.3.10  9:30 ～15:13） 

 

石川委員長  皆さんおはようございます。７日より延会となっておりました予算審

査特別委員会をただいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名です。それで

は、早速審査してまいります。 

審査順序の８番目、５款農林水産業費について審査を行います。説明をお願いいた

します。 

農業委員会事務局長  予算書につきましては、９０ページをお開きください。９０

ページ下段から、９１ページ上段、５款１項１目農業委員会費、本年度予算額７６７

万７，０００円。農業委員会運営経費として６９５万５，０００円。事務局経費とし

て７２万２，０００円を計上しております。以上です。 

産業振興課長  予算９１ページです。予算資料１３ページから１４ページになりま

すので、あわせてごらんください。 

２目農業振興費、本年度予算額４億４，４８３万８，０００円。説明欄、農業振興

経費では、総合農政推進協議会開催に係る委員報酬、委員費用弁償、米麦改良協会負

担金をはじめ、次ページにかけて、農業関係団体等への負担金や補助金など１７７万

７，０００円を計上しています。 

次に、有害鳥獣対策事業では、実施隊員１０名の報酬、個体処理手数料、各業務委

託料、次ページにかけて、狩猟免許取得支援事業助成金など３９８万４，０００円を

計上しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標調整や確認を行う南幌町農業

再生協議会補助金として４１５万９，０００円を計上しています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、各地区の圃場整備完了後に生じる農地補修に

係る農機具の導入経費として７３９万２，０００円を計上しています。１７節備品購

入費のレーザーレベラーは、暁第１地区に１台導入する予定です。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対する

補助金として４００万円を計上しています。 

次に、農業経営高度化促進事業では、農地及び農業水利施設の整備に伴う農家の負

担軽減措置の費用として、工事に伴って休耕となる農家の所得損失の補填のための負

担金として、１億９，６５０万３，０００円を計上しています。令和６年度にて、三

重地区が事業完了するため、予算額が縮減となっております。なお、財源措置として、

歳入予算の道補助金で１億４，２８５万円。町債で、３，３４０万円。総額１億７，

６２５万円を計上しています。次ページにかけて、農業制度資金利子補給事業では、

平成２４年度まで、認定農業者等が借入を行った農業経営基盤強化資金の利子補給補

助金として、１１８万３，０００円を計上しています。 

次に、担い手育成対策事業では、農婚塾負担金や４Ｈクラブ活動補助金のほか、新

規就農に対する担い手育成対策奨励金などの経費として、１５５万４，０００円を計

上しています。 
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次に、地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの管理経費、キャベツキム

チ町民還元事業などの経費として３８１万７，０００円を計上しています。次ページ

にまいります。 

都市との交流と販路拡大事業では、グリーンツーリズム事業をはじめ、町内外に本

町の農産物をＰＲする経費として８６万７，０００円を計上しています。 

次に、食育活動推進事業では、食育推進計画策定委員会開催に係る委員報酬、費用

弁償をはじめ、小学生におけるバケツ稲づくり学習や、子育て支援米支給業務、包括

連携協定している北海道文教大学との連携事業、次ページにかけて、夕張太ふれあい

農園業務などの経費として１，００２万７，０００円を計上しています。なお、対前

年比３３０万円ほど増額しておりますが、主な理由は、１２節委託料で、子育て支援

米支給業務に係る米価の高騰分と支給対象者の増加見込みによるものです。 

次に、多面的機能支払事業では、農業農村が有する多面的機能の維持、発揮を目的

に、分水区ごとに組織されている三つの活動組織への支援交付金と推進事務費として、

１億９，６３７万５，０００円を計上しています。なお、財源措置として、歳入予算

の道補助金で１億４，７３２万円を計上しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全に効果の高い営農活動の普

及推進を目的に取り組む農業者への補助金と推進事務費として、１，３２０万円を計

上しています。 

続いて、うち３目農地費、本年度予算額３，６５２万８，０００円。土地改良事業

経費では、道営経営体育成基盤整備事業、鶴城１期地区、暁第１地区の換地業務経費

のほか、次ページにかけて、農業農村整備推進本部負担金や水利施設管理強化事業補

助金などの経費として、３，６５２万８，０００円を計上しております。続いて１０

０ページ中段にまいります。 

２項１目林業振興費、本年度予算額２５９万７，０００円。林業振興経費では、防

風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布業務経費、町有林の倒木等処理経費

のほか、地域材活用推進事業として、森林環境譲与税基金を活用し、町内企業が製作

する道産木材を使用した道具箱を小学１年生に贈呈する経費として、２５９万７，０

００円を計上しています。以上で農林水産業費の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑に入りたいと思います。 

家塚委員  予算書の９２ページになりますが、有害鳥獣対策事業、決算審査のとき

も少しお話しさせていただいて、現在猟友会の方々１０名ほどの協力をいただいてや

っているということで、前年度の予算を比較すると少し増えているのかなという感じ

はするのですが、この辺の要因ちょっと教えていただければと思います。 

農政係主査  予算が若干上がっているものとしまして、猟友会と相談をさせていた

だいて、資格を維持するための費用とかを今年から補助していくということで、それ

以外の部分も多少あるんですけども、そういった部分で、少し金額上がっているよう

な状態です。以上です。 

家塚委員  分かりました。南空知の中での取組でいろいろやっているんだろうと思

うのですが、例えば、アライグマだとかいろいろ捕獲するときに、ほかの町村と単独

でやる場合、金額的には統一されているのか、それともそれぞれの町の事情に応じた
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委託手数料でやっているのか、その辺お願いします。 

農政係主査  一応各単価につきましては、南空知４町で統一されている金額となっ

ております。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

熊木委員  １４ページの環境保全型農業直接支援対策事業の中の、この事業につい

て少し説明をしていただきたいなと思います。その説明の後でまた質問しますので、

お願いします。 

農政係主査  環境保全型農業直接支払事業ですけれども、基本的には化学農薬や化

学肥料を、北海道の慣行と呼ばれる一般的な量を半分以下に減らした上で、緑肥であ

ったり堆肥であったり、有機農業であったり、水田においてのフェロモントラップと

いうカメムシを誘引する罠といった取組に対して補助が出るという事業になってお

ります。 

熊木委員  これは継続事業なんですけれども、予算的には３１０万少なくなってい

ますよね。それで、この構成員が１３経営体ということなのですが、これは増えてい

る傾向なのかこれからもう少し増やすということなのか、それが１点です。 

予算が少なくなったことの説明と、もう一つ、先ほどの説明を受けて、この資料の

中でも、やはり減農薬というか環境に配慮して５割低減するということを考えると、

もう少し内容をＰＲして、例えばそこで生み出された野菜とかを町民が購入できる仕

組みだとかその辺は、広げていくべきと思うんですけれども、それがどういうふうに

なっているのか、広げられないのかその辺を伺います。 

農政係主査  取組のまず人数ですけれども、現在１３名おりまして、５、６年ほど

前までは１７名ほどいたんですけども、取組の人数は少し下がった状態で、ここ数年

は横ばいという状態です。昨年から３００万円ほど金額落ちた部分ですけども、実は

昨年、令和６年で１名取り組みたいと手を挙げた方がいたものですから、その方の費

用を予定して令和６年度は予算を組んだんですけども、実際に取組の中身を聞いた時

点ではちょっと対象にはならない事業だったものですから、その分で予定よりも１名

減になったところで３００万ほど落ちたという状態です。ＰＲの関係ですけれども、

現在１３戸のうち、野菜をつくられている方が４件ありまして、その４件で朝市や各

直売所、ビューローで野菜の販売を行っているところではあるのですが、熊木委員の

言われたとおり、ＰＲ等は特にしてはいない状態です。ただ、このＰＲに関しては生

産農家さんの考え方もあるかと思うので、今後相談をしながら、ＰＲをしていくべき

ものなのか、する場合はどのようなＰＲをしていくのか、そういったことは相談させ

ていただいて、今後考えていければと思います。以上です。 

熊木委員  今の説明で、野菜をつくっているところが４件ということで朝市とかで

も販売していると。この１３経営体の集めたその面積というか、それはどれぐらいの

面積で耕作しているのかということと、以前学校給食の関係で、地産地消で有機野菜

を学校給食に取り入れてはどうかというような質問をしたときに、そのときの答弁で

はなかったんですけれども、後日有機をつくっている農家さんが私の想像では３から

４ぐらいなのかなと思っていたら、１２とかそういうことをその時言われたんですよ

ね。それをもう少し町内でもＰＲというか、こういう安全な野菜をつくっている農家
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さんがたくさんおられるということで、それを購買できるような仕組みということを

もっと工夫して取り組んだほうがいいんじゃないかなと思ったんですよね。ただ、今

の答弁では、４軒の農家さんとも相談しながらということで、農家さんの経営の考え

方とかそういうものもあるからということでしょうけども、その辺、面積とそこの部

分を最後に伺いたいと思います。 

農政係主査  環境保全の取り組まれている全体の面積ですけれども、令和６年度で

約１７０ヘクタールになります。そのうち有機農業をやられている方が約２４ヘクタ

ールぐらいとなっております。 

産業振興課長  野菜の方４件のうち２件は直売所を持っている方です。その２件の

うち１件が朝市に出てきている方で、ビューローでも野菜を置いていますけれど、そ

の朝市で有機野菜を扱っていますという我々もお話はできるんです。ただ、残りの方

は有機ではないものですから、そこはちょっと配慮しなきゃならない。その人だけを

ＰＲするというわけにはいかないのかなというふうに思っていますし、自分たちでや

られている直売の人は、それなりのＰＲはされているかと思いますので、そういう部

分では委員のお考えの気持ちも分かるのですが、運営している側のお手伝いする側と

しては、そこの部分は他の有機じゃない野菜づくりされている方も販売もされている

わけですので、そこは配慮した中の対応となっていますので御理解いただきたいと思

います。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

高橋委員  関連なんですけど、この環境保全型農業直接支援対策事業は、事の経緯

が分かっていないんですけど、こういうような補助金は、これが欲しいという方がい

たからこの事業が始まったのか、それとも有機とか減農薬みたいなものを増やしたい

という思いで始めたものなのかという確認なんですけど。 

産業振興課長補佐（農政担当）  この環境保全型農業者直接支払事業ですけれども、

これは国の事業です。町の事業ではなくて、先ほども御説明したとおり、対策をとる

ことによって地球環境の保全ですとかそういった部分になるようにということで創

設されたものでございますので、御理解いただければと思います。周知につきまして

は、毎年、営農振興組合長会議の場でこういった事業がありますということで、各農

家さんには毎年周知しているところでございます。以上でございます。 

高橋委員  今、農薬を普通に使っている農家さんに対して、少しプッシュというか、

どうですかというような働きかけみたいなものというのは、今までやってこられたり

したんですか。 

産業振興課長補佐（農政担当）  先ほどもお話ししたとおり、毎年その事業があり

ますということでＰＲはさせていただいております。その取組を実施する、しないに

つきましては、やはりそれぞれの経営者の方々の考え方等はあるものですから、我々

がそこまで突っ込んで、この事業何が何でもやってくださいという話はならないと思

いますので、まず我々ができる範囲としましてはそういう制度がありますという情報

周知、それと、それに手を挙げていただいた方に対しての事務手続を我々がやるとい

う役割分担の中で実施しているというところでございます。以上です。 

高橋委員  こちら側のこういうことをやっている、何のためにやっているというこ
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とを伝えた上で周知をしているということで、もしできればやっていただきたいとい

うことは言っていないということですよね。こちらの思いはちゃんと伝えているとい

うことですよね。 

産業振興課長補佐（農政担当）  そのとおりでございます。当然そういった事業の

中身については、いろいろプリントですとかそういった部分で周知しておりまして、

そこについては各農家さんが、自分が当てはまるのか当てはまらないのか、そういっ

た部分を精査していただいていて、手上げをしてというような状況でございます。以

上です。 

石川委員長  よろしいですか。とても手間がかかるのでなかなか農家自らやろうと

思わなかったら、この事業に乗れないと思います。ほかにいかがでしょうか。 

西股委員  すいません。事前に申し入れしていなかったんですけれども、今農政の

関係というのはいろいろこう変わってきてるいというか目まぐるしく変わっている

んですけれども、水活が出てきたりしていますので、そういう中で、農業振興計画を

つくっているんですけれども、それの見直しというのをどういうように考えているの

かなと。農協の関係でも、中期計画自体は３年に１回今でも書いているのかなと思い

ますので、それとあわせた中でどのように町としても振興計画を考えているかという

ことについて一つ教えてください。 

産業振興課長補佐（農政担当）  農業振興ビジョンですけども、こちらにつきまし

ては、国のほうで今進めております食料・農業・農村基本法並びに、現在策定中でご

ざいます基本計画、そちらのほうが今年３月末までには出るだろうというところとあ

わせて、現在農協さんで行われております第１６期の３か年の中期計画、こちらのほ

うが７年度からのスタートということで、そこの部分につきましては出た段階で我々

もその内容を精査し、あと、農協さんとも当然協議を進めながらこの振興ビジョンの

ほうの見直しにつきまして検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

なければ、農林水産業費につきましての審議は終了してよろしいでしょうか。（は

いの声）それでは、農林水産業費は終了いたします。 

続きまして、審査順序９番目になります。第６款商工費について審査を行います。

それでは説明をお願いいたします。 

産業振興課長  予算書は１０１ページ、予算資料は１４ページ中段から１５ページ

になります。あわせてごらんいただきたいと思います。 

６款１項１目商工振興費、本年度予算額１億１，３２１万２，０００円。令和６年

度より、ふるさと応援寄附事業、並びにふるさと納税返礼品など、コーディネート活

動する地域おこし協力隊設置事業の経費を移行しております。ふるさと納税返礼品な

ど、コーディネート活動していただいた地域おこし協力隊につきましては、本年度任

期満了となりますので、令和６年度予算に係る地域おこし協力隊設置事業の経費が主

な減額理由となっております。説明欄まいります。商工会運営助成事業では、商工会

が実施する経営改善普及事業と地域振興事業に対する補助金として７５２万９，００

０円を計上しています。 
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次に、中小企業利子補給事業では、中小企業者への負担軽減対策として、北海道中

小企業総合振興資金融資に対する中小企業総合振興資金利子補給助成金として２８

２万５，０００円を計上しています。 

次に、ふるさと応援寄附事業では、ふるさと応援寄附に係る事務経費、中間事業者

との業務委託料など、９，９９７万円を計上しています。なお、歳入予算のふるさと

応援寄附金は、令和６年度の寄附見込みを踏まえ２億円を計上しています。 

次に、商工振興経費は、南空知４町広域連携事業で行う消費生活相談窓口業務の負

担金のほか、次ページにかけて、空き店舗活用支援事業補助金として２８８万８，０

００円を計上しています。 

続いて、２目観光新観光振興費、本年度予算額２，４２３万８，０００円。説明欄

です。観光協会運営助成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会の経費、観光協会特

販場、常駐職員配置経費など、観光協会の運営に対する補助金として４９２万６，０

００円を計上しています。 

次に、南幌温泉経費では、南幌温泉指定管理料、町民無料入浴券配布事業負担金と

して１，０８０万円を計上しています。なお、南幌温泉は本年度、大規模改修をさせ

ていただきましたので、指定管理料は当初の５００万円にしております。リニューア

ルオープンして１か月が経過しましたが、現時点では、改修後の水道光熱費等を抑え

られているお話を伺っております。今後、改修効果を確認してまいります。 

次に、イベント経費では、昨年度より開催したなんぽろ盆踊りの経費として１０６

万１，０００円を計上しています。開催時期は８月中旬、場所は中央公園を予定して

おります。実施体制は、職員の中で体制を組んで運営してまいります。次ページにか

けて、地域おこし協力隊設置事業では、本年度、任期満了となる外間隊員の後任者と

して新たに４月から採用を予定する観光振興活動に取り組む地域おこし協力隊１名

の配置に要する経費５５０万円を計上しています。なお、令和７年度は採用１年目と

なるため、会計年度任用職員形態の任用に変更しております。 

次に、観光振興経費では、町内４施設に設置しているデジタルサイネージの運用経

費のほか、北海道そらちグルメフォンドイベント負担金、次ページにかけて、さっぽ

ろ連携中枢都市圏観光協議会負担金など１９５万１，０００円を計上しています。 

続いて、３目ふるさと物産館管理費、本年度予算額１，７９６万５，０００円。ふ

るさと物産館管理経費では、施設の管理運営並びに維持管理に係る経費として１，７

９６万５，０００円を計上しています。昨年度より増額している理由は、施設修繕費

の増加であります。以上で商工費の説明を終わります。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑に入ってまいりたい

と思います。 

湯本委員  空き店舗活用事業についてお聞きしたいんですが、大体どのぐらい昨年

度は問い合わせがあったのか、具体的なこの事業について進展している件数とか、そ

れから空き店舗活用事業において、居住者がいてなかなか店舗の借入れが難しいとい

う声も聞くんですけど、具体的に障害になるといったらあれですけど、どういうとこ

ろがネックになって成立してないのかという、具体的なお話がちょっとできるところ

まであれば、お聞かせください。 



 ７ 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  ただいまの御質問の問い合わせの状況ですけ

れども、令和６年としては申請２件で、昨年度から継続が２件ということで計４件の

実績となっております。それ以外の問い合わせですけれども、ここ１週間で約４件き

ておりまして、具体的に決まりそうだというのが２、３件というふうに感じておりま

す。恐らく５月、６月ぐらいのオープンを目指しての進展かなというふうに思います

けれども、そういった状況があります。 

それと空き店舗の今の登録件数については、現時点では今の部分多少前後しますけ

れども、７件ほどかなと思います。ただ、中身としては、スナックビルの跡というと

ころぐらいしか残っていないのが現状でございます。問い合わせがよく多いのは、路

面店の駐車場があるところというのを皆さん要望されております。なかなかそこはな

い状態というところと、現在お店をやっていたけれどもというところについても、ど

うしても住居兼というようなことがありまして、なかなか店舗との分離が難しいとい

うところから登録には至っていないというようなのが実態になろうかと思います。 

湯本委員  その住居ということになると様々な条件が出てくるんですが、借りる側

のほうとしても様々な状況出てくると思うので、そういった調整というか、店舗所有

者との間で、町のほうというのはどのぐらい関わるのか、例えば、新たな居住者に空

けていただいて借りるような状況にするためには、話合いの仲介まで持っていくのか、

当事者間だけの話で今進めているのか、その点だけお聞きします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  今までの件でも、例えば例を挙げますと、よ

んなーよんなーは住居兼でつながっておりました。もともと家主さんとしても貸す予

定はなかったといったところで、借主からの相談を受けまして、思いついたところが

そこというところで、私のほうが介入してお願いしたというところでございます。た

だ、分離するに当たって壁を工事するとか、様々な経費がどうしても家主さんにかか

るという部分があるので、強くというのはなかなか難しいところがございます。借主

の条件としては３年間の縛りがありますので、３年間の家賃の中での改修として、あ

る程度見込めるのではないかというところも含めて御相談させていただいて、実施に

至ったというのがあります。ほかの部分もそれほどの補償というか、できるわけでご

ざいませんので、あくまでこの制度としても１年間しか補填できないという部分もあ

りますので、そこでその改修費用が回収できるのかどうかというところは難しいもの

がありますので、それなりにその状況に合わせて介入の深さもあるのかなというふう

に思っております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。（はいの声） 

ほかにいかがでしょうか。 

加藤委員  自分からはふるさと応援寄附事業について質問したいと思います。現在、

日本のふるさと納税の市場規模が年々拡大していっていますけれども、その中で南幌

町にいただく寄附の額っていうのが微減といいますか、ほぼ横ばいの状態でいると思

います。その中でちょっと伸び悩んでいる原因といいますか、その辺の分析をどのよ

うにしているのかを伺います。 

商工観光係長  ふるさと納税の６年度の寄附状況お話しさせていただきますと、昨

年度約１億８，５００万円に対し、今年度につきましては、約９５％の１億７，５０
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０万程度と見込んでおります。原因としましては、昨年度はタマネギですけれども、

市場の流通量の減少と価格高騰から、なかなか小売店舗で購入ができないような状況

になっておりましたけれども、南幌産のタマネギがふるさと納税の返礼品として選ば

れて、そちらの寄附が好調でありました。ただ、今年につきましては、タマネギの流

通量、価格ともに平年並みとなってしまっていますので、昨年よりはちょっと少ない

寄附状況となっております。またそれから米不足により、ゆめぴりかの確保がなかな

か難しく、通常は２事業者からの返礼品を確保していたんですけれども、６年度はち

ょっと１事業者が確保が難しいということで、１事業者が去年よりは量は増やして出

していただいていたんですけれども、１事業者しか対応ができなくなったことが、多

少、少なくなった原因と思われます。以上です。 

加藤委員  理由は理解しました。やはり、南幌町のお米だとか野菜だとかっていう

のはすごく魅力的な商品価値のあるものであると同時にやっぱりその市場価格とい

うものに左右されやすいんだなっていうのが今回の米のだったりそういうもので自

分も痛感したところではあるんですけれども、６年度から商工に移管された事業です

よね。その中でやはりいろんな横のつながりですとか商工とも連携もしつつ、今まで

もやっていただいているとは思うんですけれども、やはり安定的に見込めるような形

でこの特産品の開発の件ですとかいろいろ自分もお話は聞いたりするんですけれど

も、やはり市場規模が拡大しているということをちょっと意識して、やはりたくさん

の寄附をいただけるように、今後も、努力をと言ったらちょっと上からで大変申し訳

ないですけれども、期待しておりますので、いい結果が出るようにと期待しておりま

す。以上です。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

家塚委員  私のほうから１点だけなんですが、盆踊り事業、昨年開催をして大変好

評だったかなという感じがします。運営等は、役場が中心になってやったということ

なんですが、実は昨年やっているところに町民の方が、私たちも当日だけ手伝うこと

できるよっていう話もあって、ちょっとその旨、原課のほうに話をしておきますとい

うことで伝えたんですが、原課としてそれぞれイベントがある中で、盆踊りについて

は役場の職員が主体となってということだったかなと思うんですが、そういう町民の

声があることを受けて、原課としてどう考えるか、ちょっとお願いしたいと思います。 

産業振興課長  本当にお気持ち伝えていただきました。ありがとうございます。本

当にお手伝いしていただけるということで、非常にそういう気持ちを大事にしたいん

ですけども、まずこの盆踊りの実施の考え方が、それぞれの商工会がふれあいまつり、

農協は夜まつり、町は盆踊りをやるという形で、令和６年度からなりました。その中

で町が実施するものですから、自動的に職員がやるという方向性になってございます。

実際、昨年イベントを実施してきたわけですけども、お手伝いをしていただくの非常

にありがたいです。町の職員も、一応管理職だけで今ちょっと運営する体制でやって

います。実際やる業務内容もテント設営ですとか、あとはもうやぐらですとかは、電

設工事もですね、全部業者委託の格好になっていますので、実際のお手伝いする部分

としては、職員で十分賄えられるという格好になっていますので、お気持ちだけいた

だきまして、あと、お手伝いをしていただいた中で、我々もお手伝いさんと一緒にや
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ったとしても、ほかの職員が少しこう空いている状況となりますと、ちょっと見栄え

的には、そういうのもちょっとあったりするものですから、我々の側でやらせていた

だこうという考えで、お気持ちだけ十分、あとお手伝いということであれば、当日の

参加をお手伝いという形ではなく参加をしていただいて、盛り上げていただければと

いう考えでございます。よろしくお願いします。以上です。 

家塚委員  分かりました。ただ、町民と一緒に、何かこうつくり上げていくという

のは、やはり協働のまちづくりっていう、そこにつながっていくのかなっていう感じ

がしますので、ただ、言われるように、役場の中でやっていくっていう考え方なので、

それはそれとしても、きちっとそういう説明があったということで伝えておきます。 

産業振興課長  あとは、出店者も我々のほうで応募をかけて、その出店者も１スタ

ッフとしてお手伝いされていただいておりますので、あわせてそこの部分からも入れ

られる部分があれば、そういうところでお手伝いということも考えられるかと思いま

すので、そこはまた、出店者とお話もしながら進められるかなというふうに考えてい

ますので、そこはまたお話をしていきたいと思います。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。では、ほかに。 

熊木委員  １０３ページの観光振興のところで、デジタルサイネージの活用方法の

ところをちょっとお聞きしたいです。運用委託料が１０１万円になっているんですけ

れども、担当課の活用のところで自分たちで何か工夫してできるようなことがあるの

かどうか、それと運用委託料はどういうものが含まれているのかをお聞きします。そ

れから、もう設置されてから繰り返し同じプロモーションビデオが流れるということ

はないのかもしれないんですけれども、やっぱりその辺をもっと工夫する必要がある

んじゃないかなと思うんですけれども、その辺について何か考えとか、こういうふう

に今は活用しているというものがあればお聞かせください。 

商工観光係長  デジタルサイネージの運用費用ですけれども、現在表示灯株式会社

というところに委託しておりまして、データ通信量ですとかサーバー接続費など機械

の維持管理ということで委託料を支払っております。また、内容の軽微な修正なども

行ってはいただいております。内容の工夫をということで、昨年の６年度の決算特別

委員会でも御意見ありましたので、こちらの役場のほうで操作ができる、右側の動画

の画面があるんですけれども、そちらにつきましては、はれっぱの動画を２種類繰り

返し流していたんですけれども、栗山警察署からの依頼もあって、現在は闇バイトの

動画ですとか、そういった道民への注意喚起に関する動画を流しております。それか

ら今後になりますけれども、そらち応援大使の方が鈴木貴之さんというタレントの方

ですけれども、その方のショート動画を南幌も含めて、空知全体の各自治体でショー

ト動画を現在つくっておりまして、その動画を流していく、増やしていく予定となっ

ております。また、動画以外の大きな画面に関しましては、コンテンツ内容の見直し

時期につきましては、１月にリニューアルした温泉と、それから新設を予定していま

すキャンプ場の情報を更新するため、あと、飲食店情報なども、多少閉店したり、新

しいお店ができたりということで変わっておりますので、現在、こちらでは令和８年

度に内容の更新をできたらなと考えております。あと、そのほかにこちらのほうで、

観光客周遊対策向けの設備なので、観光客に対してのＰＲのできるものと考えており



 １０ 

ますものは、例えばですけれども、観光協会などが中央公園で開催するようなイベン

トなどは動画のほうでお知らせをしたりということはできるかなと考えております。

以上です。 

熊木委員  内容変わってきているということは今理解しました。それで、観光情報

とかイベントの情報の発信とか、やはりその辺は、せっかくある媒体なので、やっぱ

りもっと活用したらいいかなと思うんですよね。それで、例えば地域おこし協力隊の

方が、動画を撮ったり、ドローンで撮った何かとかいろいろありますよね。そういう

ので、ユーチューブとかいろいろ自分で見られる方はそういうのをフェイスブックと

かなんかで見ているんですけども、なかなかそういうのが見られない人にとっては、

やっぱりせっかくその施設に行ったときに、デジタルサイネージがあって、そこにそ

ういう情報とかがあるとすごく手軽に見られて、新しい発見をされると思うんですよ

ね。だからそれがすごく大事かなと思っているのと、町で、例えば、野祭とかのイベ

ントで多くの方が参加されていろんな催しをやっているんですけども、そういうよう

なものがちょっと流されたりするとか、あと、例えば、町民からこういうようなショ

ート動画をつくったんだけれども、これをぜひ検討というか採用して何かそういうこ

とができないかとか、もう少し町民にとってもその活用の幅が広がるというか、そう

いうような形にできないものかなと、ちょっといろいろこう著作権とかいろいろ難し

いこともあるかもしれないんですけども、より身近なものになるようにしていくこと

ができないかなと思うんですが、その辺では何かそういう検討とかされるか、ちょっ

と考えあれば伺いたいと思います 

商工観光係長  御意見ありがとうございます。地域おこし協力隊の動画テストが確

かに４月から新しい協力隊も来ますので、そういったことはちょっと考えさせていた

だきたいと思います。また、イベントの動画とかは、現在６年度も少し、この間観光

協会で開催した冬まつりのスノーモービルの動画とかも撮影しておりますので、そう

いったものをちょっと編集ができ次第、サイネージのほうで流せるようにしたいと思

っております。また、一般町民からのショート動画の募集ということですよね。内容

的にそれが大丈夫なものかどうかっていうのもちょっとありますけれども、やはりプ

ライバシーの肖像権とかの関係もありますので、そういったことを踏まえながら、も

しそういった問い合わせとか申込みがあった場合は、適切に対応させていただきたい

と考えております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ちょっとその関連ですけども、あそこに載っている

商店の方から、負担金ですか、掲載料の料金が高いと、少し半額でも助成してくれな

いかという要望が上がっていると思うんですけども、それに対して今回どういうふう

な形で対応されるんでしょうか。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  ただいま御質問のあった掲載料ですけれども、

初年度については現状のままいかせていただくんですけれども、２年目以降継続につ

いては、現在半額、減額をする予定で進めておりますので、御理解いただければと思

います。 

石川委員長  初年度ということは、今年はということですか。掲載されて、それを

１年やった方は２年目から。 
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産業振興課長補佐（商工観光担当）  ２年目から半額というような形です。 

石川委員長  そうですか。分かりました。ほかに。 

西股委員 それでは私のほうから、２点伺います。１点目、南幌温泉の関係ですが、

新設されたサウナの状況、入館状況、私も行ったり何回も見ていたんだけども、１日

当たりの聞くところによってもやはり、入館者というかサウナの部分だけでいっても

非常に少ないんじゃないかと。例えば３０人だとか、５０人だとか来て２５０円なり

の料金で計算した場合、すごく安いだろうと。１，０００円にして、かなり少ない金

額にしかならないんですが、１００人来たって１，０００円でやって１日１０万です

よね。そうやって考えていったときに、あの施設を賄うだけの金額になるのかなとい

うようなものがあるので、そこらの考え方を教えていただきたいなと。せっかくあれ

だけの施設をつくって利用されていないということになってくると非常に問題にな

ってくるわけですね。特に、あそこのサウナを使っていた方が、聞くと、やはりいろ

いろ弊害があるという話も聞いています。１番簡単に言うと、サウナから上がって水

を浴びて、休む場所が室内にない。例えば、椅子１個でもあればそこで休めるんだけ

どもそれがない。外の外気用のところしかないというのもあるので、そういうところ

は改善できないだろうかっていう声も聞いています。もう一つ、やはり入館料の関係

では、１，０００円ですが、無料の券だとかそういうものに対して２５０円を足して、

それで入れる方はそれは入れないということなんですが、３枚の入浴券をうまく活用

して、例えば２５０円じゃなくて５００円取ってもいいから入れるだとか、少しでも

サウナのほうへ行ってもらう、リピーターになってもらえるような方策もあるんじゃ

ないかなというふうに思うんですが、その辺の考え方を一つお聞きしたい。そのほか

今回のことについてはいろいろあるんですけれども、予算の部分ではこれを確認させ

ていただきます。 

それと二つ目がふるさと応援寄附金事業の関係ですが、これは今の地域おこし協力

隊が卒業になっていなくなるんですが、今回新しく入る方は、あくまでも、観光事業

の地域おこし協力隊の代わりだというように伺っております。ふるさと応援寄附金事

業については、地域おこし協力隊がそのまま独立してやっている部分にお任せすると

いうような感じになっているんですが、今後、商工費の関係というか、産業振興のほ

うではどうやってその結びつけというか関わりを持ちながら進めていくのか。あちら

のほうに全部お任せしてやってという話にはならないのかなと。やはり町が主導権を

持ちながら、いろいろやっていかなきゃならないんじゃないかなと思うんですが、例

えば、先ほどの米の関係が、なかなか手に入らないということであれば、町のほうで

もどうしたら米を獲得できるような方策があるのかということを、今独立された方と

協議していく場というのはやっぱり必要なんじゃないかと。ないからそれで終わりと

いう話じゃないというふうに思いますので、なければ次に違う業者を探すかっていう

話になる。そういうところを踏まえた中で、どういうような考え方を持っているのか。

この２点についてお願いします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  一つ目のサウナの特化施設についての入館状

況なんですけれども、オープンした１月の半月間で１，４１４人、２月は１，６８１

人ということで、平日は平均３５人から４０人ぐらい。土日で８０人から１００人の
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利用となっています。入館料１，０００円で安いのではないかという部分、こちらも

当初アンビックスから１，５００円にしたい旨の要望がありました。ただ、大規模改

修によりランニングコストがダウンしたということや、サウナ特化型施設、こちらを

広く浸透させるためにも、当面１，０００円以下で設定いただきたいという旨の申し

入れを行いまして、現在運営している状況です。今後においては、値上げというのも

入ってくる可能性はあります。実際に浴槽がなくなったことでボイラーが一つ稼働し

なくて済んでいることから、水道代と重油代が大幅に減少しています。大型化された

サウナのガス代、こちらのほう上がりますけれども、これは今までなかった新たな入

館料として１，０００円を求めておりますので、こちらの収益額でカバーできている

ということで全体としては大幅なコストダウンと収益率の改善が図られております。

リニューアル前の懸案事項であった赤字体質からの脱却ということが目的で今回改

修に至ったかと思いますけれども、こちらの部分は確実に進んでいるものと考えてい

ます。サウナ施設の目的とした部分ですけれども考え方ですね、計画としての損益分

岐点、こちらについては年間１万人で設定させていただいております。これは１日平

均３０人となります。宿泊人数と同数という位置づけです。位置づけとしては、あく

までプレミアム感と話題性による付加価値の創造が目的でゆったりと御利用いただ

くことが狙いであることから、ここの施設だけの利益確保を目的とした施設ではあり

ません。あくまでコストダウン、プレミアム制の創造という部分でございます。サウ

ナのお客を誘致する方策としては、じゃらんなどの有料広告を行っており、宿泊プラ

ン、こちらへの設定も進められています。ただ、この施設自体が趣味性の高い施設と

なりますので、ＰＲに向けた話題性はありますけれども、一般向けというような形と

いうよりは、コアな層、いわゆるサウナーの方へ訴求するようなアプローチの展開が

必要になっていくということになります。あと、２５０円加えてという部分の話です

けれども、これもアンビックス側と協議させていただきまして、町として、町民保養

券こちらの位置づけというのはあくまでもお風呂、浴槽に対しての保養施設というよ

うな位置づけでございます。そこに対して町民の皆さんに３枚ずつ、御提供すると。

１，０００円のプレミアム性の部分、これは先ほど申し上げましたけども趣味性の高

いもの、こちらについては、あくまでも御自身の支払いで、使いたい人はお願いした

いというようなことであります。あくまで町としては、浴槽、お風呂に対して支援し

ていくというような考え方でございます。 

もう１点、ふるさと納税のＯＢとの関わりということで、現在、中間事業者として

インサイトとの委託契約及び地域おこし協力隊との協議により事業を進めておりま

す。今後の方向性ですけれども、本来ふるさと納税そのものは御指摘のとおり、地域

支援のための仕組みであるので、地域内での寄附金の滞留やその先に期待されるはず

の資金循環を生み出すことを目指していくべきものだと考えております。将来的には

町内企業に委託し、委託料も含め、町と地域による内製化による町内循環をすること

が理想なのかなというふうに考えております。しかしながら、業務の完全移行という

ことではまだ全て１００％やっているわけではありませんので、経験も実力も少し不

足している部分があるのかなということで、令和７年度については、現在のインサイ

トこちらのサポートを受けながら、ＯＢとなる地域おこし協力隊の経営するＳＯＵＴ
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Ｈが全面的に事業を進めていく、もちろん、産業振興課のほうも一緒になって協力し

ていくんですけれども、そういった形で将来的に、来年度以降の事業の移行を目指し

ていきたいというふうな考えでございます。以上です。 

西股委員  まず温泉の関係なんですが、サウナについてはプレミアム性のあるもの

だということで、別物みたいな形の考え方で行っているということなんですが、やは

り町民の方は、温泉保養施設というところではそうなんですが、せっかくできた施設

が町民がほとんど使われないような形になるのであれば、この無料券を利用してサウ

ナを利用してくださいというように広めるということも必要なんじゃないかなと。例

えば、７年度に限りはそういうようにやるよというような期限をつけて進めるだとか

っていう形もやはり考えていったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。

やはりサウナの状況というのは年間にしてみたら少ない数ですが、これだけでは、経

費を上回るような形にはならないのかなと。経費が食っていくというような形にしか

ならないというふうに思いますので、やはり年間１万人という計画がどうなのかなと。

１万人で１，０００円掛けていって、経費はどのぐらいかかるんだろうかという部分

を考えていくと、ちょっとどうかなと。せっかく温泉プラスになるのに、その分が食

っていくというような形にはあまりしてほしくないなというふうに思っています。 

それと、ふるさと応援寄附金事業ですが、この連携はうまくインサイトのほうとや

って進めていっていただきたいのと、やはり南幌町の特産品を生み出していくという

のは町の仕事だと思いますので、これをどんどんインサイトのほうに提供できるよう

な形をいろいろ組んでいっていただきたいというように思っておりますので、これに

ついて何かあればお伺いします。米の関係についてはちょっといろいろあるので、こ

れはまた後にします。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  ただいまの温泉のサウナの部分、利用券のほ

うはアンビックスとも相談させていただきました。確かにプラスにして使えたほうが

というふうな考え方も理解できますので、その部分の話もしたんですけれども、現状

として、あそこはロッカーが３０人上限となります。町民の方々が自由に使えるよう

な形というふうなところの確保というか担保ができないのが正直なところでありま

す。ただ、全部が全部使えるようにというと、足りなくなりますので、そうではなく

て、違う形というか、例えば一つだけとかというような形が可能かどうかというのを、

今後もアンビックスのほうと協議していきたいというふうに考えております。あと、

コストの部分については、実際、１年経ってみないと分からないところありますけれ

ども、現状で支配人と話している段階では非常に効果が出ておりまして、現状のまま

いけば、計画の水準は超えますし、黒字にはなるというふうな形であります。いかん

せん左側のサウナの特化型施設に投資が相当かかっているという部分から見ると、そ

れの回収とはならないのではないかという考え方も分かるんですけれども、全体の施

設として、損益分岐点を２２万人から１８万人に落とすための部分で、温水をなくし

たり浴槽なくしたりとかいろいろなことが検討チームのほうでも検討されて、その部

分の御説明をして御同意いただいてきたものというふうに思っておりますけれども、

その中で、施設をなくすか残すかというようなところから付加価値を上げて、いかに

プレミアム性を上げて集客を戻していくかというようなところの観点で作成した部
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分もありますので、もう少しちょっと様子を見て、場合によっては値上げをしなけれ

ばいけないのかもしれませんが、現時点としては計画数値を超せそうな見込みだとい

うようなところでございます。サウナのほうは以上です。 

商工観光係長  ふるさと応援寄附金の関係でございます。返礼品につきましては、

私たちの商工観光係にふるさと納税の業務が令和６年度から来たということで、なか

なか返礼品の開発については、私たちも積極的に増やしていくことができずに申し訳

ございません。令和６年度の寄附金の状況、見込みが、この時期ですので、出てきて

地域おこし協力隊と、職員とで話あったりしまして、これからやっていきたいなと思

っていることについてちょっと御説明させていただきます。まず、お米につきまして

は、ゆめぴりかやななつぼしなど、現在２事業者が協力していただいておりますけれ

ども、そのほかにもお米を出してくれる生産者を、少量でもいいので出してくれるよ

うな農家さんをちょっと増やす働きかけを行うとともに、それから農産物につきまし

ては、同じ一つの種類で、寄附者の選択肢を増やす、例えばこの野菜は１０キロの１

種類しかなかったけれども、小分けしてそっちで３キロ、５キロ、１０キロのメニュ

ーをつくって、三つ返礼品として選べるようにする。それから、数量は少ないんです

けれども、新しい農産品を期間限定みたいな感じになると思いますけれども、農産品

を返礼品に加えたり、それから複数の農産品をセットにして返礼したりするというこ

とをちょっと取り組んでいきたいと思います。また、加藤委員からもありましたとお

り農産物だと、やはりどうしても時期が限られてしまうところもありまして、通年の

返礼品として出せる加工品の開発につきましても、地域おこし協力隊と協力してやっ

ていきたいと思います。今ある返礼品の中でも、こういった返礼品の種類を増やすこ

とによって、寄附者の選択の幅を広げて寄附につながるような対策を行っていきたい

と思いますし、あと、現在返礼品の協力していただいている業者さんにつきましては、

町全体になかなか私たち働きかけていることができないので、今後、工業団地とか町

内事業者で、まだふるさと納税の返礼品の話をしていない業者さんもあると思います

ので、そういったところに直接訪問するなど働きかけを行っていきたいと考えており

ます。以上です。 

西股委員  ふるさと応援寄附金事業については分かりました。ありがとうございま

す。温泉の関係なんですが、今非常に好調だっていう部分は、日帰りの温泉のほうに

かなり集客されているのかなと。それによって非常にいい形になっているというのが、

何回か行っているうちでもやはり人が多いので、これは入っているなっていうのは分

かるんです。ただやはり、１日に３０人前後しか入らない施設というかサウナですね、

そこでロッカーが町民が無料券持っていたからそれでいっぱいになるなんて話は多

分ないと思います。ですから、そういうところもやはり踏まえて、営業時間は１０時

から２１時くらいまでの１０時間ぐらいあるわけですから、その中で人間はばらばら

に入ってくるわけですから、それでロッカーが全部埋まってしまうなんて話があるの

であれば非常にうれしい話じゃないかなと。逆にそういうふうに思いますので。そこ

ら踏まえて、少し検討していっていただきたいなというふうに思います。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  ただいまの御指摘のとおり、ちょっと検討し

ていきたいというふうに思いますけれども、ただ、現状としてまだオープンしたてと
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いうのもあるかもしれませんが、週末土日については入場を制限する場面も出ており

ます。一概にこう、いいよというのも、難しいところがありましてちょっと様子を見

ながら、今後において検討していきたいというふうに思います。以上です。 

石川委員長  よろしいですね。ほかにありませんか。 

佐藤委員  私のほうからはふるさと就職祝金、これは今年度の新規事業なんですけ

れども、町長の執行方針のほうにも述べられておりましたけれども、先日、説明を受

けたときに、これを町内企業に正社員として２年間勤務した者に対して出しますよ、

本町に住んで４０歳未満の新規学卒者がＵターンの方に１０万円支給するというこ

とで説明を受けました。その中で、今回の予算は２年後なので今回の予算計上にはな

ってないんですけれども、その内容において少々何点かお聞きしたいと思います。ま

ず、この１０万円は単身者もその世帯も同額なのかということと、南幌に来て自分で

起業したり実家を継いだりテレワークとっていう形もあると思うんですけれども、そ

ういう働き方も対象なのかということです。それと、この祝金の設定１０万円という

のは、何がどういうものを基準として設定されたのか。それと、この制度を利用して

南幌町のほうに新規、Ｕターンの子どもと就職者が若い人たちが来ても、果たしてそ

の賃貸物件が十分に確保できるのか。そのことをお尋ねいたします。 

産業振興課長  お尋ねいただきましたふるさと就職祝金ですね。まず、単身者、御

家族というお話しですかね世帯というのは。それが対象になるかということですね。

基本的にまず、新規学卒者なので、高校、大学、あと中退もあると思いますけども、

そこに町内の企業さんに就職した段階、そしてそれが２年経過した段階で当たる形に

なります。御結婚されている方も当然、問題なく支給する格好になります。それとあ

とＵターン者です。一度、南幌から出まして、札幌もしくは地方出ましてまた戻って

きた時に町内の企業に就職しました。そこから２年経過しました。それも当たります

という形、お祝金を出そうという考えになっています。Ｕターンなので、額につきま

しては１０万円。こちらについては今現状類似の事業については、農業の担い手育成

対策奨励金ですけど、これは１人１０万円になっています。また、南幌保育士就労支

援事業補助金のほうも、こちらは５万円ですけども、手当としてもある形になってい

ます。勤続の祝金も１０万円というような形になっていましたので、そこの類似事業

と基準を確認した中で１０万円という設定にさせていただいています。自営業、テレ

ワークだとかっていうことでありますけども、先ほど目的も言いましたように町内の

企業さんに就職をしてもらおうという考えでございますので、残念ながら自営業、個

人事業主さんはちょっと対象には現在設定としてはしていない考えでございます。た

だ、４月１日から施行していくので、今御意見いただいた部分は再度、内部でも協議

検討したいと思いますけども、今の考えとしては、理事者との協議した中では、自営

業は対象としない格好となってございます。あくまでこの住まいのお話も最後出まし

たけども、ここは就職しての部分だけに対してのお話なので、特に住まいどうこうの

部分は特に、この事業の中では考えておりません。以上です。 

佐藤委員  Ｕターン者は若いと思うんですけど、先ほどおっしゃったように中退で、

４０歳までということですのでね。やはり単身者ばかりではなくて、家族いられる人

もやっぱりいると思うんですよね。それで今回この事業をやるということで、私なり
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にほかの市町村も調べてみました。それで、三笠では世帯で１００万、単身者で６０

万。秩父別も世帯で１００万、単身者で６０万。八雲町では１年目では３０万、２年

目に２０万ということと、津別町も世帯で来られると１００万、単身者で６０万。そ

れぞれの町で料金設定というのもあるので、うちの町もそこまでとは言わなくても、

例えばその引っ越し費用だけでも、家族で来たら１０万かかるじゃないですか。それ

にプラス家賃を払ったりとかそういうことを考えると、到底１０万という設定は、南

幌町に来られて生活を担保して働くとなると、ちょっと１０万というのは少ないよう

な気がしたんですね。そういう部分で、今回新規事業ということで、もう１０万とい

うことで打ち出すとは思うんですけれども、金額のほうでは、担当のほうでどのよう

にお考えになるのか再度お聞きします。 

産業振興課長  各町の情報を今お話しされたんですけども、まず地元にいた人を出

さない、出ても戻ってきてもというものの祝金の形になっています。今おっしゃって

いるお話は、全く移住にかかるお金の設定の事業が多いんじゃないかなと思うんです、

額が大きいので。本町の場合は、もともと南幌にいてそこで学校が終わりました。町

内に就職をしてもらおうという考えと、あと一旦出たんですけど、また戻ってくると

いう方のお祝いと。さっきの居住の関係ですと、多分、自分の家が、実家があるよう

なパターンですとか、借家も借りるパターンもあると思うんですけれども。町の考え

として、まず新規学卒者が外に出ないで、町内の企業に就職してもらう。そして、外

に出てもらわないようにするための考え方になっていますので、他市町村の自治体の

事例は全くよその町から入ってもらおうという、お金の多分事業設定になっているん

ではないかなと思うんですけども、我々も類似している市町村をちょっと確認してご

ざいますけども、そういうもともとの地元にいた人を就職させるだとか、Ｕターンさ

せるというところは赤平市さんとか別海町さんがあるんですが、別海町さんの場合は、

酪農だとかそういう担い手の部分の機能も加えているので２０万、３０万というのは

確かにあるんですけども、赤平市さんもやはり５万円とかっていう設定になっていた

りするものですから、我々としては、現状町でやっている事業もあわせながら整合性

をとりながら設定しているということで御理解をいただければというふうに考えて

います。以上です。 

佐藤委員  私が調べた中でもＵターン事業とかっていう形では書いていたのでそ

れぞれの町の考え方とかもあるんでしょうけれども、Ｕターンにしても、もともと南

幌町にいた人がほかに出て、また入っていただくというそういうための応援事業だと

思うんですけれども、やはりその引っ越しだけにしても１００％その実家に暮らすと

いうわけではないので、そういう部分で、料金設定がちょっとどうなのかなという部

分があったものですから、新規事業ということで、これから募集して２年間ここにい

られる人に予算計上されるということなので、推移を見てみたいなと思うんですけれ

ども、その金額の部分で、今後２年間やったときにどうだったかということもちょっ

と考えて予算計上も今後考えていただければなというふうに思いますので、要望で終

わります。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

湯本委員  南幌温泉の件にちょっとまた戻らせてもらうのですが、何回か利用させ
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ていただいています。それで、プロジェクターついていますよね。ちょっと見学の時

にも気にはなっていたんですけど、食堂のほうに行く通路のところにあるプロジェク

ターは今ちょっと稼働していないですよね。通路のところです。食堂内のほうはつい

たりしている。だから、ちょっとあそこの位置設定がどうだったのか。やはりちょっ

と計画段階での、言ったら悪いですけど、ずさんさというか本当に真剣に議論された

のかなというのがちょっとあって。やっぱりここついてないなという確認もしている

んですが、あそこら辺のところというのは、例えばもしあのまま置くのであれば、も

っと自動販売機からこちらの人のほうに置くとか。それから映している内容もちょっ

とまだ、どうかなというふうに思うので、先ほど言った南幌のサイネージのほうで使

っているようなものなんかも取り入れるというようなことはできないのか、その２点

だけ。 

産業振興課長補佐（商工観光担当）  ただいまの通路側のプロジェクターがついて

いないというのはちょっとすみません分かっておりません。私が利用したときには付

いていたもので、それについてはちょっと確認させてください。すみません。位置の

問題も含めて、現状をもう一回確認したいなと思います。内容については、確かに計

画段階で少し甘いという部分はあるかと思います。急ぎ、取り入れた部分もあります。

それで、計画としては春夏秋冬の４バージョンをつくってほしいというふうになって

おります。とりあえず、現在冬バージョンということで間に合わせてもらったという

部分でございます。ですので、これから春、夏に対して、もう少し見直しも含め検討

していきたいなというふうに思います。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

ございませんか。ないようでしたら、これで審議を終了してよろしいでしょうか。 

それでは、以上で商工費について審査を終了いたします。この後、職員入替えもご

ざいますので休憩ということで１０分間、１１時５分まで休憩いたします。 

（午前１０時５５分） 

（午前１１時 ４分） 

石川委員長  そろいましたので、ちょっと早いですけども、休憩を閉じ、会議を再

開いたします。 

それでは続きまして、審査順序１０番目、第７款土木費について審査を行います。

同時審査としまして、機場施設管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。

それではよろしくお願いします。 

都市整備課長 それでは、７款土木費について御説明いたします。予算書１０５ペー

ジをごらんください。また、予算資料は１５ページから１６ページとなりますので、

あわせてごらんください。 

７款１項１目土木総務費、本年度予算額１４１万２，０００円。土木総務経費では、

土木積算システムなどに係る経費を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目道路橋梁総務費、本年度予算額６３７万４，０００円。道路橋梁総務経費

では、道路台帳の修正業務並びに道路、治水など関連７団体の負担金を計上していま

す。 

２目道路維持費、本年度予算額４億９８万２，０００円。町道管理経費では、次ペ
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ージにかけて、町道及び普通河川などの維持管理費として１億７,８３６万６，００

０円を計上しています。予算資料１５ページをごらんください。 

町道長寿命化改修事業９,９９１万円は、老朽化する町道及び道路施設の改修につ

いて、個別施設計画に基づき整備を進めるために、委託料並びに工事請負費で９事業

の経費を計上しています。財源は、補助金及び起債を活用しています。予算書にお戻

りください。１０８ページです。 

町道除排雪事業では、次ページにかけて、町道及び公共施設などの除排雪業務に係

る経費として、２億１,９２６万８，０００円を計上しています。総合保安センター

管理経費では、施設の維持管理に係る経費として３３４万８，０００円を計上してい

ます。次ページにまいります。 

３項１目都市計画総務費、本年度予算額４億５，７３５万９，０００円。都市計画

総務経費では、次ページにかけて、都市計画審議会委員の経費、準工業用地等整備工

事費を計上しています。 

２目公園費、本年度予算額９，７０３万３，０００円。公園施設管理事業では、次

ページにかけて、公園及び緑地帯などの維持管理に係る経費を計上しています。１２

節委託料、６，３５８万１，０００円は、緑地帯などの施設管理及び公園の指定管理

料、樹木剪定業務、毎年義務付けられている公園遊具の点検業務、本年度新たにふき

の搭撤去に伴う設計業務を計上しています。１４節工事請負費 ２，３８９万２，０

００円は、三重湖公園、西町児童公園改修工事、緑町児童公園休憩施設設置工事に係

る経費を計上しています。 

３目公共下水道費、本年度予算額９，００６万３，０００円。下水道事業会計繰出

金につきましては、別途下水道事業会計にて御説明いたします。次ページにまいりま

す。 

４目街路事業費、本年度予算額５９５万２，０００円。街路事業経費では、街路灯

電気料、緑化活動に係る経費を計上しています。 

４項１目住宅管理費、本年度予算額４，８７８万５，０００円。建築事務経費は、

建築業務の設計積算に必要な経費として、３３万２，０００円を計上しています。町

公営住宅管理事業では、次ページにかけて、町公営住宅３団地１０８戸及び子育て住

宅４戸の維持管理を行う経費として、３，４９６万３，０００円を計上しています。

１４節工事請負費、２，８７３万２，０００円は、夕張太公営住宅改修工事を計上し

ています。 

続きまして、道公営住宅受託管理事業では、次ページにかけまして、道より指定管

理者として指定管理料を受け、道営住宅６０戸の維持管理を行う経費３７９万円を計

上しています。住宅リフォーム助成事業につきましては、平成２７年度からの継続実

施で助成金８００万円を計上しています。また、空き家対策事業として、空き家等解

体助成金と中古住宅購入助成金を計上しています。以上で７款 土木費の説明を終わ

ります。 

続きまして、同時審査の機場施設管理費について御説明いたします。予算書９７ペ

ージをごらんください。 

５款１項４目機場施設管理費、本年度予算額１億６，３３０万８，０００円。次ペ
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ージにかけまして、管理する９機場の機能を維持するため、点検整備及び機場の運転

に必要な経費と負担金などを計上しております。１０節需用費の修繕料では、揚排水

機場の点検結果に基づく修繕及び計画的な整備補修に必要な経費を計上しています。

１４節工事請負費では、幌向運河調整池等浚渫工事を計上しています。以上で説明を

終わります。 

石川委員長  では、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

家塚委員  私２点ほど公園管理施設事業と、空き家対策事業を出しているんですが、

空き家助成のほうは分かったので質問しませんので１点だけ、公園管理施設事業のほ

うで質問をさせてもらいます。中央公園、昨年盆踊りでたくさんの参加者が来て大盛

況だったのかなと思います。それで、あそこにあるステージの活用ですが、いろいろ

場所だとかそういうことから考えると、有効に活用しなきゃいけないのかなという感

じはします。盆踊りのときも中央公園の入り口でやっていたんですが、奥の円のとこ

ろで盆踊りをやって、横のステージを使ってということで、その辺どう考えているか

あるんですが、まずステージは、現在使えるかどうか。それと、奥の円のところには

木が植えられているんですが、その辺盆踊りをやるのに木が支障になるのかなという

感じはするんですが、この辺切ることが可能かどうか。この辺２点ほど質問させてい

ただきます。 

土木係主査  まず１点目なんですが、ステージが活用可能かについてなんですけれ

ども、ステージ自体は活用可能です。ですが、前面の扉部分というのが、現在故障し

ており、劣化で使えない状況となっております。これにつきましては、本年度予算で、

扉部分をシャッターに交換する修繕を行います。 

次に、２点目ですけれども、木が邪魔になるかどうかということなんですが、これ

につきましては、今年実施したときも、やぐらを建てたりということを考えると、確

かに支障になってくるかと思われます。ですので、盆踊りの担当の産業振興課と実施

場所を協議した上で、木については対応を考えていくこととしております。以上です。 

家塚委員  まず中央公園、はれっぱができて、遊具も整備してということでたくさ

ん来場者が来ているんですが、やはり屋外のイベントをやるには、この前から見ると

大分戻ってきて、遊具、ステージを使うことは有効なんだろうなという気はします。

そういうところでイベントをやっていただくのも一つの方法かなと。それと中央公園

のステージを改修するという考え方、修繕するということなんですけども、町のイベ

ントもいろいろあるので、中央公園を核としてそこでいろいろイベントをやってもい

いのかなという感じはしますが、この辺あわせて考え方お願いします。 

都市整備課長  まず盆踊りの関係だったんですけれども、昨年も中央公園でどの場

所でやるかということで検討させていただいたんですよね。そのときに、やはり少し

広いところがいいのではないかという話になったものですから、奥のほうも検討させ

ていただいたんですけれども、奥はやはり同じように円があるんですけれども、円の

ほうに木が植わっていたということもあって、ちょっと木があるとやぐらが立てられ

ないという状況があったものですから、結果的に入り口のところでやったんですけど、

盆踊りの最後のほうではかなりの人があそこにいたというようなことで、やはり本来

でいけば奥のほうでやらせていただければいいのかなとは思っていますので、この辺
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は十分、産業振興課と確認をしながら、やる場所をしっかりと考えながら、今言うよ

うにステージを直すということでございますので、その辺を総合的に考えていきたい

なというふうに考えています。また、中央公園での町内のイベントというところです

けれども、当然、商工会のふれあいまつり、農猿の野祭、ラジフェスなんかは中央公

園のステージの利用とか、その辺も含めて、本来は中央公園でやっていただければい

いのかなと思っておりますので、産業振興課と連携しまして主催者のほうに話をさせ

てもらえればなというふうに考えております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

湯本委員  先ほどの説明で出たのですが、ふきの塔の関係なんですけど、予算書の

ほうではふきの塔の改修設計事業と書いてあったので、先ほどの説明では撤去という

ことなんですが、表現少しあれですが改修設計事業云々という表現の仕方を取るには

何か理由があるんですか。 

土木係長  ふきの塔解体に向けた実施設計ではあるんですけれども、ふきの塔の代

わりに休憩施設や遊具などを取り付けるというのを検討するのを中に含めているの

で改修事業という名前になっています。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

佐藤委員  予算資料の１６ページ、公営住宅管理事業です。今回、事業費は夕張太

の改修予算とありましたけれども、その内容を教えてください。 

それともう１点なんですが、今の栄町の公営住宅のほうで、町の広報のほうでは給

湯なしの部分が１件ずっと空いたままのようなんですけれども、ここのところ、給湯

設備を以前改修していて、改修した後に入居したというケースもあったと思うんです

けれども、今回この栄町の公営住宅のここの給湯なしのところですね。ここのところ、

改修予定は全く考えていないのかどうなのかそこのところ２点。お聞きいたします。 

都市施設係長  まず１点目の夕張太の改修工事の内容につきましては、昨年も１棟

目をやっておりますので、そちらと同様の内容になるんですけども、まず１点目がバ

ルコニーの手すりの改修を行います。こちらが現在の既存ガラスブロック手すりが経

年劣化により、落下する恐れがあるためアルミ製に取り替えるものです。 

２点目が、共用階段の照明改修の工事になります。こちらは照明器具をＬＥＤ化に

するものです。 

３点目が、排水設備改修になります。こちらが排水管洗浄及び研磨の上、塗膜ライ

ンを施すものです。 

４点目が、給湯設備改修工事です。こちらが現在各室内にホームタンクを設置し、

灯油を共有していますけども、こちらは屋外にホームタンクを設置しまして、各部屋

に新たに灯油サーバーを設け、灯油を供給する工事となってございます。 

続いて２点目の栄町の給湯設備の空室の状況ですけども、こちらにつきましては、

おっしゃるとおり給湯設備は現在のところ行っていませんので、ただ今年につきまし

ては、この１戸の空室でしたものですから、先ほど説明した夕張太改修工事こちらの

工事をちょっと優先しまして、来年度以降、浴槽と給湯設備の整備を進めていきたい

と考えております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。夕張太の改修工事なんですけれども、このぐら
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いの大規模な改修であればこのぐらいの予算がかかるのかなという思いで聞いてお

りました。それと栄町の公営住宅のほうですけど、やはり今、来年考えていただける

ということなので、給湯設備を設置すれば、きっと募集も来るのではないかなという

思いがあります。ただもう、栄町もそうですけどだんだん公営住宅に入る人たちが増

えてきて、今本当に広報を見ても、今回は子育て支援住宅がいっぺんに４戸空いてあ

まりそういうときってないんですけれども、だんだんその公営住宅が少なくなってき

て、今後、町の考えとしては、公営住宅に関してどのような思いがあるのか、そこの

ところをお聞きいたします。 

都市施設係長  公営住宅の入居状況等ですけども、おっしゃるとおり現在は空室１

戸となっていますけども、そのほかにうちの公住担当していますのが道営住宅と、先

ほどおっしゃられた子育て支援住宅のほうも管理していまして、現在は本当に１戸し

かないんですけども、昨年はやはり退去も結構な件数あって、本当に入れ替わりが結

構あったので、そこまで不足している状況では、担当としてはないのかなというのが

感想でございます。今後の公営住宅に関しても、現在、長寿命計画に基づいて、既存

ストック住宅の有効活用を図るために先ほど申し上げた夕張太等、改修工事を行って

いるところでして、そちらの計画が一応令和８年度で終了する予定ですけども、引き

続き、先ほど言った栄町のほうの浴槽、給湯設備の改修などそちらの適切な改修を施

しまして、既存ストック住宅の有効活用を図っていくことと今していますので、現在

のところそういった新たな建設については考えておりません。ただ民間賃貸住宅の供

給状況等を把握して、公住と民賃住宅の需要と供給のバランスのほうを注視してまい

りたいと思っています。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

星委員  私のほうから２点あります。１点目ですけど、予算書の１０７ページにあ

ります、中央通り歩道改修工事についてですけれども、今年度も一部歩道整備されて、

また来年度もやるということですけれども、一応予定としては整備の場所がどこにな

るのかと、あと予定では来年度で終了予定なのかということをお聞きしたいです。 

あともう１点ですけど、家塚委員の質問に関連してなんですけれども、中央公園の

ステージの使用についてなんですが、答弁のほうで、いずれはステージを修繕してイ

ベント等を中央公園のほうに集めていけたらというお話で理解はしたんですけれど

も、私の考えは、イベントを中央公園に集めるというのはちょっと私のほうではあま

り賛成はできないような、今の状況のままのイベント、いろんなところでやっていま

すけど、野祭、ふれあいまつり、商工会それぞれの味があって、現状のままでいいの

かなというのは私の考えであるんですけれども、ただ、町としてステージを今後活用

していきたいという話になれば、さらにこうイベントが増える、例えば音楽関係のイ

ベントも増えるとなると、住環境が今整いつつある美園地区に住んでいる方も増えて

きているので、住んでいる方の理解というかイベントが増えていく、こういうイベン

トをちょっとにぎわうようなイベントが出てくることに住民は理解されているのか

ということですね。ちょっと整理すると、ステージ活用する上で周辺住民の方の理解

は得ているのかということと、あと歩道はどこをやっていつで終了する予定なのか、

お願いします。 



 ２２ 

土木係長  まず中央通りの歩道に関してですが、去年の続きから美濃屋の交差点ま

でを予定しております。再来年度以降の話は未定ではあるんですけれども、状況によ

っては、やっていかなければいけない場合もあるかなとは思っております。 

イベントについてなんですけれども、現在特に周りの住民から苦情等は全然寄せら

れていないんですけれども、もし要望がありましたら、そのお声を聞きながら実施し

ていかなければならないかなと思っています。 

星委員  そうですねステージに関してはやはり周辺住民の理解が必要かと。イベン

トが増えるなり、そういった場合はやっぱり理解が必要だと思うのでその辺考慮しな

がら進めていただく必要があるのかなと思います。質問はないんですけれども、もう

１点歩道に関してなんですけれども、ちょっと美濃屋さん、私の理解の中では、ラッ

キー側、ツルハ、ラッキー前を今年度修理して来年美濃屋さんまでというのはビュー

ロー側でよろしいのかなと思ったんですが。 

土木係長  ビューロー側ではなくて、スポセン側の歩道を続きから美濃屋の交差点

までとしております。 

星委員  はい、理解しました。中央通りですけど、これ今の部分は町道なんですが

道道部分の加藤歯科さんあたりとか、二合半のあたりの縁石なんですけれども、これ

がやはり盛り上がっていまして、今回ちょうど歩道を整備するということと関連づけ

て道のほうにも、要望していただきたいなという考えなんですがどうでしょうか。 

都市整備課長補佐（土木担当）  今の道道部分のお話ですけれども、道道の整備に

関しては、北海道と地元のほうで整備要望の意見交換ということで、年１回打合せを

行っております。その中で我々が要望したものを社会資本整備要望ということで北海

道のほうで取りまとめを行っております。その取りまとめの中から、緊急性のあると

ころ、予算の制約がある中で進めていくということになりますけれども、今の中央通

りの部分については、令和３年から整備要望として上げておりまして、既に社会資本

整備要望の中に登載をされております。ただ、今言ったようにですね、北海道のほう

も緊急性のあるところ、それと予算の制約がかなり厳しい状況で進んでないという状

況です。今年の意見交換の中でも、どれぐらいの面積、どれぐらいの延長をやったら

いいんだろうかという話ですとか、インターロッキングですけれども、インターがい

いのかアスファルトがいいのかというような意見交換の話もしておりますので、いつ

整備できるかという回答はいただいておりませんけれども、引き続き要望していきた

いと思っております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

高橋委員  住宅リフォーム助成事業のことでお聞きしたいんですけども、昨年、防

犯対策のことで一般質問させてもらったときに、防犯対策に対する助成金という話を

したんですけど、この住宅リフォーム助成事業の中に防犯対策とかそういったものの

リフォーム費用とかも含まれているのかどうかちょっと質問させていただきます。 

都市施設係長  防犯対策の例えば、カメラですとか、そういったものに関しては一

応備品になりますので、ちょっと住宅リフォームの中では、それだけというのはちょ

っと難しいのかなと。ただ、防犯対策として例えば窓に外から入られないようにする

やり方ですとか、鍵をサッシに取り替えるとか、そういったものはリフォーム対象に
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なりますので、そういった防犯対策には、使えると考えております。以上です。 

高橋委員  分かりました。リフォームとか防犯リフォームというところでやってい

る自治体とかってあるんですけど、全部含めなのかな。リフォームということをちょ

っと広く捉えると、もちろん修繕というところはあると思うんです。あと、快適性の

向上とか安全性の強化とか、デザインや機能性の向上とか、環境への配慮というのも

入っているところもあるみたいです。この安全性の強化というところで今おっしゃっ

たような防犯カメラの設置ですとか、あと補助錠とか窓とか玄関とかそういうところ

の、シャッターとか面格子とかですよね、先ほどおっしゃったそういうのも入ってい

るというところなので、よりよくするという広い意味で捉えていくと、そういうのを

入れた上で、この住宅リフォーム助成事業というところも防犯対策及びみたいな感じ

で、ちょっとこう名前を変えるなりなんかして、町外内に広くＰＲするというところ

が、結局その町自体の犯罪抑止力というところにつながっていくんじゃないかなとい

う考えもちょっとあるんです。なので、もうちょっとこう広く、さっきおっしゃった

そのカメラとかもそうですけど、それも住環境の安心安全というところでいうと、必

要になってくるところもあるのかなと。今、犯罪が少し多くなっている部分もあるし、

あと死角部分をつくらないというところでは、例えば灯油の窃盗なんかもあったりも

するので、そういう移設費用とかそういうのも何か含まれていたらいいのではないか

なというところですけど、いかがでしょうか。 

都市施設係長  やはり住宅リフォーム事業、今おっしゃったように、例えばそうい

うリフォームに関わるもの、それが防犯であっても防犯じゃなくても、その人にとっ

て住環境をよくするためのリフォームに関しては当然、住宅リフォームの対象になり

ますので、それは防犯対策でも全く問題ないですけども、ただ、リフォーム事業の中

でできるものできないものとしたらやはりその備品に対しては、やはりそれはほかの

例えばストーブだけ買ってそれをつけるのと同じようなちょっと防犯カメラだと意

味合いになってしまうのかなと。ただ、それが例えばビルトインタイプとかそういっ

たものであればそれはリフォームになると思いますので、要は後から取り外しできな

いものであればリフォーム対象なりますので、ちょっとそこのあたりは防犯じゃなく

て防犯でも、そういったような線引きになっています。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかに。 

熊木委員  住宅リフォームのことに関連して質問します。今年も同じく８００万の

予算ですけれども、去年よりも増していろいろ高騰していて材料費も上がっています

よね。それで、同じ金額というところでは検討とか、少し引き上げるというような検

討がなかったのかそれ１点です。それから、昨年の応募者数というか、それではオー

バーしたりとかしなかったのか、あと、今回また募集してその対象から外れた場合、

今までもあったと思うんですけれども、それが次年度に優先されるというか何かそう

いうものは考えられないのか、その３点、住宅リフォームではそれです。 

もう１点ですけども、ちょっと告知していないんですけれども、町道長寿命化改修

事業で、これには載っていないんですが、ちょっと私のところに前から問い合わせが

あって、担当課で聞けばいいことですけども、１３線道路の幼稚園とかのところが高

く陸橋みたいな形になっていますよね。それで、あそこだけが高くて、前後は平たん
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ですよね、三重のほうとかもね。それで、高いところが、何であんなふうになったの

かという問い合わせがあったということと、冬とかはあそこ高くなっている分凍るん

ですよね。それで、橋をつくるということはすごく大がかりなことなので、何か全く

そういうことは考えてはいないのかもしれないんですけれども。何かそういうような

今後、何かまちづくりというかそういう中でそういう計画って考えているのかどうか

ちょっと突拍子もないかもしれないんですけども、その２点お願いします。 

都市施設係長  初めの住宅リフォーム助成事業のことについてですけども、まずこ

ちらが資材費高騰助成金額の検討ということで、こちら現在予算額ですけど令和５年

度から資材費高騰分を考慮して２００万円を増額した予算としております。それで増

額前からこちらは１０件以上、多く交付されているということから、これまで、より

多くの方に活用されているとともに、今年度ですけど不交付が０件であったことから、

ニーズに対し十分に対応できるのではないかと担当として考えております。 

続いて、希望者が多かった場合についてですけども、こちらは、今後もこの事業を

長く多くの方に利用していただきたいと考えておりますので、引き続き、現在行って

いる抽せん方式としまして、不交付になることについても、この助成、開始から１１

年目を迎えていまして、十分に御理解を得られているんでないかと考えておりますの

で、現状のまま実施させていただきたいと考えております。以上です。 

都市整備課長補佐（土木担当）  もう１点、１３線の道路の関係ですけれども、１

３線道路は道道になりますので、北海道と意見交換やっておりますので、その中で、

今言ったことを伝えていきたいと思っております。ただ、橋を架け替えるというのは

かなり大ごとになると思いますので、その辺も踏まえて道とお話ししていきたいなと

思います。以上です。 

熊木委員  １点目の住宅リフォームです。以前は、応募者が多かった場合は補正予

算を組んでやっていて、今この８００万でということがここ２年、３年ですか、２年

経過していますよね。それで、住宅リフォーム事業も、多くの方に利用してもらって

長く続けていきたいというところでは、すごく評価できることですけれども、やはり

その住宅を直して、いつまでも住み続けるということでは、人口の流出に歯止めをか

けることにもなりますし、町内の建築業とかそういう人方の育成とか、あと、そこで

事業をするので、税金の関係とかでも、やはりすごくプラスになることばかりだと思

うんですよね。ですから、もっとこれを活用してもらいたいということと、前も質問

とかでも言っているんですけども、町民の方が長く住んでいて、町にいろんな形で寄

与してこられた方が、やはり住宅を直してここで住み続ける。そのために、町はもっ

と予算も多くして活用してもらうという形にしてはいいんではないかなって本当に

思うんですけども、いろいろ資材費が上がってという中で、やはりその同じ８００万

だと、例えば今まで２０件とかやったのが、その価格が上がっている分どうしても件

数少なくなりますよね。そういうところで何らかの手当てを考えるということがなか

ったのかなというのと、いや、今回は、６年度は枠内で収まったということなんです

けども、今までは抽せんに漏れた方がやっぱり漏れたからということでやりくりをし

て、ほかの業者にやってという形で、したと思うんですけども、やはりそういう人方

を救うというかね、何かそういうことを考えていくべきだったんではないかなと思う
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ので、その辺でもし、今答弁はいただいたんですけども、何かその考えがあったら伺

いたいと思います。 

それから道路のことについても道道だということでは分かりますし、大きなことな

ので、ただ私もほかから嫁いできているので、もうその時は既に橋だったんです。だ

から何であそこだけそうなのって聞かれても全然分からなくって、その辺の経緯がこ

の場でふさわしいかどうか分からないんですけども。もし分かったらちょっと教えて

ほしいなと思います。 

都市整備課長  まず１点目の住宅リフォームの関係なんですけれども、基本的に予

算は８００万に上げて、件数も今回は落ちる人はいなかったということで進んでいる

んですね。ただ、これが今年応募がどれぐらい来るかという状況がございますので、

その辺１年間十分確認をして、また漏れる人が大量に出るのかだとか、この予算の範

囲内で収まるのかという当然、確認をしながら次年度検討していきたいなというふう

に考えております。ただ、もともとは上限なしでやっていた時代から６００万、８０

０万って今きているものですから、前にも一度お話ししたかと思いますけれども、や

はりこれは長く続けることが必要だということでございますし、財政的な部分もござ

いますので、あくまでもうちのフレームの上限が３０万というところでは、よその自

治体よりはサービス水準が高いということで、皆さん活用がされているということで、

事業的にも評価いただいているところでございますので、十分応募の状況を確認しな

がら次年度に向けて検討させてもらえればと思っています。以上です。 

都市整備課長補佐（土木担当）  今の橋の経緯ですけれども、ちょっと経緯までは

っきり今こういうのが答えだというのは答えられませんけれども、一般的に橋をかけ

るときの考え方を言いますと、橋の下をはしっている河川ですとか、土質との兼ね合

い、それと架ける橋の構造計算ですとか、橋の長さ、構造の関係を考えて、何が経済

的で何が維持管理にかということで、どんな橋をかけるかということが決まります。

ただ、最初言ったように今の橋がどういう経緯で架かったかというのはちょっと今お

答えはできないです。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

細川委員  それでは１点質問いたします。予算資料の１６ページになるんですけど

も、空き家対策事業のことですけども、中古住宅の購入助成の関係で、町外向けのＰ

Ｒと町内向けのＰＲというのはどのように行われているのか、質問いたします。 

都市施設係長  中古住宅購入助成へのＰＲ方法につきましては、こちらは制度の活

用を促すため空き家解体助成事業とともに、ホームページ、広報、それと町外の方に

も固定資産税納税通知書にチラシを同封し事業の周知を図るとともに、それと不動産

会社においても、周知を図って空き家空き地情報バンクに登録することを促してまい

ります。なお、空き家の登録件数ですけども、現在令和５年から４件の新規登録がさ

れていることから、今後購入助成の件数も増加していくんじゃないかと考えられます。

以上です。 

細川委員  ありがとうございます。ＰＲ方法一応分かったんですけども、ちょっと

担当が違うのかもしれないんですけども、空き地空き家バンクのところをちょっと見

ていたら、空き地空き家の紹介はされているんですけども、この事業の紹介そこでは
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されていないような気がするんですよね。それで、紹介のところにその制度載せてあ

げたほうがいいかと思う。担当違うのかもしれないんですけども、載せたほうがいい

んじゃないかと思いますけども、一応考えをお聞きしたいと思います。 

都市施設係長  おっしゃるとおりそちらのほうが分かりやすいと思いますので、担

当課と連携して載せるようにしていきたいと思います。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

西股委員  資料の１６ページ、公園の長寿命化改修事業の関係ですが、今年も何点

かこう出ているんですが、町民からの要望ではやはり若干でも早く教えていただきた

いなというような話をたびたび聞くものですから、できれば２、３年前くらいから予

定するんだという部分を前倒しで周知するというような形というのは組めないのか

というところをお聞きしたいと思います。 

土木係長  長寿命化計画に関しましては、令和２年度時点の劣化度合いをもとに作

成されたものでして、現状に合わせて適宜修正を行っているような状態となっており

ますので、現時点の計画を公表しても、公表したとおりに計画が進まない可能性があ

るので、できれば未公表にしたいと考えております。 

西股委員  大体分かるんですけれども、計画としてある程度こういうのは見ている

よということを町民にお知らせするというようなところではできるのかなと。計画が

変わったという部分はどっかに書いておけばいいだけの話で、計画が変わる可能性が

ありますよと。ただ現在の予定では、このくらいにはやりたいなというような話を伝

えるというのも必要なのかなというふうに思うので、その辺検討していただきたいと

思います。 

土木係長  そのように検討していきたいと思います。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

ないようでしたら、土木費についての審査を終了してよろしいでしょうか。（はい

の声） 

では終了させていただきます。引き続きまして、審査順序１１番目、下水道事業会

計について行ってまいります。お昼少し超えるかもしれませんけども、ご協力くださ

い。同時審査としまして、合併処理浄化槽の整備事業につきまして、それと上水道費

の説明につきましてもあわせてお願いいたします。 

都市整備課長  令和７年度下水道事業会計予算について御説明いたします。最初に

予算書の７ページをごらんください。 

収益的収入及び支出のうち、収入です。 

１款下水道事業収益、本年度予算額３億１，５０７万６，０００円。 

１項１目下水道使用料、本年度予算額１億１，４８５万３，０００円。下水道使用

料及び農業集落排水使用料を計上しています。 

 ２項１目他会計補助金、本年度予算額９，００６万３，０００円。町からの一般会

計繰入金で、下水道事業、農業集落排水事業の不足分を計上しています。 

２目負担金、本年度予算額３９９万３，０００円。江別市への公社負担金、準工業

用地等公社の負担金を計上しています。 

３目長期前受金戻入、本年度予算額１億１１６万５，０００円。下水道事業、農業
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集落排水事業の前受金戻入を計上しています。 

４目消費税及び地方消費税還付金、本年度予算額５００万円。下水道事業の消費税

還付金を計上しています。次ページにまいります。 

５目雑収益は科目設定です。 

３項１目過年度損益修正益も科目設定です。次に９ページをごらんください。 

ここからは、収益的支出の説明に入ります。 

１款下水道事業費用、本年度予算額３億４，８６１万５，０００円。 

１項１目管渠費、本年度予算額１，１１８万６，０００円。管渠維持にかかる経費

を計上しています。 

２目処理場管理費、本年度予算額１，３７６万８，０００円。次ページにかけて、

夕張太浄化センターの維持にかかる経費を計上しています。 

３目ポンプ場費、本年度予算額２，６００万８，０００円。次ページにかけて、晩

翠汚水中継ポンプ場の維持にかかる経費を計上しています。 

４目総係費、本年度予算額８，１０９万４，０００円。１３ページにかけて、職員

給与費２名分及び下水道徴収業務などの委託料、江別市施設維持管理に係る負担金を

計上しています。 

５目減価償却費、本年度予算額２億５０４万７，０００円。下水道事業、農業集落

排水事業にかかる減価償却費を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、本年度予算額１，１５１万１，０００円。

起債償還利息及び一時借入金利息を計上しています。 

３項１目過年度損益修正損、本年度予算額１，０００円。下水道事業、農業集落排

水事業に係る過年度損益修正損の科目設定です。次に１５ページをごらんください。 

ここからは、資本的収入及び支出に入ります。初めに、資本的収入について説明い

たします。 

１款資本的収入、本年度予算額２億４，０４９万３，０００円。 

１項１目企業債、本年度予算額１億２，２１０万円。江別市南幌関連事業、準工業

用地等下水道整備事業の起債借り入れ分です。 

２項１目国庫補助金、本年度予算額１億１，８３９万２，０００円。準工業等整備

事業を含む事業の社会資本整備総合交付金です。 

３項１目受益者負担金及び分担金は科目設定です。次ページにまいります。 

ここからは、資本的支出の説明となります。 

１款資本的支出、本年度予算額３億１，０８３万６，０００円。 

１項１目建設改良費、本年度予算額２億５，５８１万４，０００円。建設改良に係

る委託料、工事請負費、負担金を計上しています。 

２項１目企業債償還金、本年度予算額５，５０２万２，０００円。建設改良に係る

企業債償還金を計上しています。１７ページをごらんください。 

１７ページから２４ページにかけましては、給与費明細書となってございます。こ

の項目は概要説明とさせていただきますので御了承願います。 

１総括です。職員給与費における２名分の令和７年度を記載しています。職員手当

の内訳、１８ページでは、会計年度任用職員以外の職員、職員手当の内訳、１９ペー
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ジでは、給料及び職員手当等の増減額の明細、２０ページでは、給料及び職員手当の

状況、２１ページでは級別職員数、２２ページでは、級別の基準となる職務内容につ

いて、２３ページでは昇給について、２４ページでは期末手当・勤勉手当の支給率、

定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の支給率、特殊勤務手当、その他手当の支

給率等となっています。 

２５ページから３０ページにつきましては、財務諸表となっております。こちらも

概要説明とさせていただきます。２５ページ、２６ページは、令和７年度予定貸借対

照表です。２７ページから２８ページは、令和６年度予定損益計算書です。２９ペー

ジから３０ページは、令和６年度予定貸借対照表です。３１ページは、予定キャッシ

ュフロー計算書です。 

次に、３２ページは注記事項となっています。記載のとおりでございます。 

次に、３３ページ、３４ページは債務負担行為の支出額等に関する調書で、過去に

実施した江別市公共下水道事業負担金で翌年度以降に支出を予定する内容となって

います。 

最後に、３５ページは地方債に関する調書で、令和７年度借入予定の２件を含む全

４９件の地方債となってございます。それでは、１ページにお戻りください。 

第１条は、令和７年度南幌町下水道事業会計予算は、次に定めるところによるとし、

第２条は、業務の予定量です。処理区域面積を下水道事業３６０ヘクタール、農業集

落排水事業２１ヘクタール。年間総汚水量、下水道事業７０万立方メートル、農業集

落排水事業２万９，３４０立方メートル。主要な建設改良、下水道事業２億５，３５

９万８，０００円、農業集落排水事業２２１万６，０００円でございます。 

続きまして第３条は、収益的収入及び支出です。収入３億１，５０７万６，０００

円。支出３億４，８６１万５，０００円とし、収入と支出の差引きで不足します３，

３５３万９，０００円の純損失を予定しています。次ページにまいります。 

第４条は、資本的収入及び支出です。収入２億４，０４９万３，０００円、支出３

億１，０８３万６，０００円。収入と支出の差し引きで不足します７，０３４万３，

０００円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

第５条は企業債です。江別市南幌関連負担事業１，０００万円、準工業用地等下水

道整備事業１億１，２１０万円とし、起債や償還方法、利率を記載しています。 

第６条は、一時借入金です。限度額を４億円とします。 

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用で、営業費用と営業外費用を流用す

ることができることとしています。 

第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費１，４０９万８，

０００円とするものです。 

第９条は、一般会計からの補助金で９，００６万３，０００円とするものです。以

上で、令和７度下水道事業会計予算の説明を終わります。 

続きまして、同時審査の一般会計、合併処理浄化槽整備事業費及び上水道費につい

て御説明いたします。一般会計予算書８９ページ下段をごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、本年度予算額３６４万７，０００円。こ

の事業につきましては、農村地区における合併処理浄化槽設置に要する補助金等を計
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上しています。本年度の予定基数は７基を予定しており、水洗化にかかわる改造資金

貸付金は１件を予定しています。次ページをごらんください。 

３項１目上水道施設費、本年度予算額６，１４６万５，０００円。長幌上水道企業

団負担金です。１８節負担金補助及び交付金は、企業団に対しまして南幌関連事業の

第２浄水場フェンス改修事業、第１浄水場２期事業、高度浄水施設等整備事業、水道

施設耐震化事業、水道施設機能維持管理整備事業の起債償還負担金を計上しています。

２７節繰出金は、高料金対策に伴う長幌上水道企業団水道事業の経営基盤強化を図る

ために、長沼町と南幌町が繰り出しするものです。以上で説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行ってまいります。 

星委員  勉強不足であったらちょっと申し訳ないんですけれども、今、下水道の問

題が全国的にやっぱり問題視されているんですけれども、本町での下水道管の老朽化

というものはどのように把握しているのか教えていただきたいのと、また、この老朽

化が今問題になっていますけど、この問題を踏まえて、今後対策というか老朽化の把

握の方向性などの変わった点や問題からいろんな事故とかが起きて、今後の老朽化対

策に強化するとか、そういう変更があれば、どのように把握しているのかと、今後の

方向性なんかを教えていただきたいです。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  ただいまの下水道の老朽化についての御質問

に御回答します。まず、埼玉県の崩壊を受け埼玉県の八潮市の道路陥没事故における、

原因とされます下水道管につきましては、とても巨大な管径が４．７５メートルもあ

りまして、そちらの下水道管が老朽化により陥没事故を起こしたとされております。

ただ、余りにも大きな管径でございますので、北海道は同等のような管が入っている

ようなところはないということで、まず、国のほうには、知事より回答させていただ

いております。それで南幌町内の下水道管の最大の管径、大きさにつきましては、０．

８メートル、８０センチですね。これが最大の管径となってございます。こちらにつ

いてもちょっと比較にならないような、対象ということになります。今後、国のほう

から再度緊急調査ということがもしあった場合につきましては、その辺の内容を見ま

して、対応のほうをしていきたいと思います。また、町内の下水道管につきましては、

汚水管と雨水管の分流式という形で昭和５０年から事業認可を受けまして、江別市の

浄化センターで汚水の処理のほうを行うこととしまして、汚水管全体で５万６，４１

９メートル、整備のほうをさせていただいています。そのうち、晩翠のポンプ場を経

由して江別市に流入するまでの重要幹線というものが２万１，０９０メートルござい

ます。こちらの下水道管渠の標準耐用年数というものが、これ目安となるんですが５

０年とされています。町内で１番古いものがちょうど５０年を迎えていることから、

改修計画の策定にかかる調査を今年度から実施のほうをしております。ただ、標準耐

用年数が５０年ですが、５０年ですぐ更新とか、使えなくなるとか、そういうもので

はなくて調査した上で延命化を図り、その対応年数というのを算定していくというよ

うなものでございます。これまでも目視点検だとかカメラ調査のエリアを決めまして、

毎年実施を行っております。そこで異常があれば順次補修のほうを行い、大体１０年

で１サイクルというペースで維持補修のほうを実際に行ってきております。今後も、

引き続き同じような適正な管理を行い、調査結果に基づいた整備を実施し、下水道管
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渠の延命を図っていきたいと考えております。以上です。 

星委員  本年度から調査を始めていたということで理解いたしました。やはり大規

模ですし一度何かこう事故が起きると対応にも大きなお金もかかってきますので、や

はり適切に管理しながら、対応年数の見極めとか判断とか調査方法など、様々な視点

から計画的にされていくのがいいのではないかなというふうに思います。以上で質問

はありません。 

石川委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようでしたら、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは下水道事業特別会計につきましては終了させていただきます。昼食のため、

１３時１５分まで休憩といたします。 

（午後１２時 ５分） 

（午後 １時１５分） 

石川委員長  皆さんおそろいですので、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは、審査順序１２番目、第９款教育費について審査いたします。同時審査と

しまして農村環境改善センター管理費の説明について、それから、関連議案の説明に

ついてもあわせてお願いいたします。ではお願いいたします。 

生涯学習課長  それでは、教育費について説明いたします。予算書は、１１５ペー

ジです。予算資料につきましては、１７ページからとなります。 

９款教育費１項１目教育委員会費、本年度予算額２２５万４，０００円。教育委員

会運営経費では、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を計上しています。 

２目事務局費、本年度予算額１８３万５，０００円。事務局経費では、事務局運営

に係る経費のほか、いじめ問題専門委員会委員４名、学校運営協議会委員１５名に係

る報酬、費用弁償及び教育委員会における附属機関のうち、教育文化表彰審査委員会、

いじめ問題対策連絡協議会、学校給食運営委員会の各委員の報酬、費用弁償を計上し

ています。次に１１６ページです。 

３目教育振興費、本年度予算額８，０７５万６，０００円。外国語指導助手招致事

業では、外国語指導助手に係る経費、旅費など５７０万５，０００円を計上していま

す。次に１１７ページです。 

特別支援教育推進事業では、特別支援教育学習支援員を小学校に５名、中学校に２

名を配置するための経費及び小学校に配置する特別支援学級に在籍する児童の学校

生活での補助を行う特別支援学級生活介助職員１名を配置する経費として１，０６５

万８，０００円を計上しています。次に、予算資料１７ページをごらんください。 

継続拡充事業です。高等学校等通学費補助事業では、学校ごとの定額補助とし、月

額上限額を１万円から１万２，０００円に引き上げ、１，６８５万９，０００円を計

上しています。次に、予算書１１８ページに戻ります。 

中学生国際留学プログラム事業では、派遣生徒１０名を予定しており、７７３万８，

０００円を計上しています。 

次に、少人数学級教職員加配事業では、小中一貫教育を推進し、小学校から中学校

への進級をスムーズに接続するため、１学年２学級を維持するため、中学１年生に少

人数学級を導入し、町独自による教職員を配置する費用として、５４８万９，０００
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円を計上しています。 

次に、公設学習塾事業では、基礎学力の向上や家庭学習の定着化などを目的として、

小学４年生から中学３年生までを対象とした公設学習塾運営に係る経費として５４

８万５，０００円を計上しています。次に、１１９ページです。 

学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業では、学習支援アプリの使用料、転入

児童生徒用及び教員用クロームブックの購入及び修繕に係る経費など１，４２９万９，

０００円を計上しています。 

次に、英語検定料助成事業では、英語力、学習意欲の向上を図るため、英語検定料

の２分の１を助成するため２０万２，０００円を計上しています。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、ＩＣＴ機器の効果的な活用による学習環境

づくりや運用支援、児童生徒がＩＣＴ機器をスムーズに使えるようサポートに取り組

むため地域おこし協力隊を活用したＩＣＴ支援員の配置に係る経費５５０万円を計

上しています。次に、１２０ページです。 

教育振興経費では、学校歯科医並びに薬剤師の報酬、教科書改訂に伴う教師用教科

書及び指導書の購入費、児童生徒、教職員の各種健康診断業務費用、教育文化功労表

彰に係る費用、関係団体への負担金及び補助金など合わせて８８２万１，０００円を

計上しています。次に１２３ページです。 

４目教育財産管理費、本年度予算額２，３７３万円。教育財産管理経費では、教育

財産に係る修繕料、火災保険料、維持管理の委託料など４３２万４，０００円を計上

しています。 

次に、通学バス運営事業では、スクールバス３台分の運行経費１，９４０万６，０

００円を計上しています。次に１２４ページです。 

２項１目学校管理費、本年度予算額３億２，１９２万４，０００円。学校運営経費

では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補・公務補の業務委託料など９９

６万２，０００円を計上しています。次に、１２５ページです。 

校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料など校舎管理

に係る経費のほか、暖房設備及び受変電設備の更新、照明器具のＬＥＤ化などの改修

工事に係る経費２億８，９７１万６，０００円を含む３億１，１９６万２，０００円

を計上しています。次に１２６ページです。 

２目教育振興費、本年度予算額１，５８２万１，０００円。総合的な学習の時間事

業として１９万１，０００円、教育コンピューター施設整備事業では、学級増に伴う

電子黒板などの備品購入に係る経費など５６５万３，０００円、教育振興経費では、

教材消耗品、教育振興備品、要保護・準用保護児童就学援助費など９９７万７，００

０円を計上しています。次に１２７ページです。 

３項１目学校管理費、本年度予算額２，４５４万１，０００円。学校運営経費では、

学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補・公務補の業務委託料など８５２万１，

０００円を計上しています。次に、１２８ページです。 

校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料など校舎管理

に係る経費１，６０２万円を計上しています。次に１２９ページです。 

２目教育振興費、本年度予算額１，４６１万９，０００円。総合的な学習の時間事
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業として１３万９，０００円、教育コンピューター施設整備事業として５４７万５，

０００円、次ページの教育振興経費では、教材消耗品、教育振興備品、課外体育文化

振興事業及び部活動全道大会等補助金、要保護・準用保護生徒就学援助費など、合わ

せて９００万５，０００円を計上しています。次に１３１ページです。 

４項１目社会教育総務費、本年度予算額９６万１，０００円。社会教育総務経費で

は、社会教育審議会委員１２名分の報酬及び旅費、消耗品、印刷製本費、各団体の負

担金などを計上しています。次に１３２ページです。 

２目社会教育振興費、本年度予算額８，６９５万６，０００円。社会教育振興事業

では、ふるさと南幌みらい塾、さわやかカレッジ、二十歳を祝う会、生涯学習サポー

ター謝礼などに係る経費９８万５，０００円を計上しています。 

次に、社会教育施設管理経費では、三重レークハウス、スポーツセンター、農村環

境改善センターの指定管理料、改善センターの照明器具のＬＥＤ化の工事に係る経費

として８，５９７万１，０００円を計上しています。なお、スポーツセンター及び農

村環境改善センターに係る経費につきましては、令和６年度までは、スポーツセンタ

ーは５項保健体育施設費、農村環境改善センターは５款農林水産業費においてそれぞ

れ計上しておりましたが、令和７年度予算より、こちらの２目社会教育振興費にて計

上しております。次に１３３ページです。 

３目子ども未来費、本年度予算額５７９万５，０００円。家庭教育支援事業では、

親学講座など家庭教育支援に係る経費として５万９，０００円を計上しています。 

次に、青少年健全育成事業では、放課後子ども教室やプロフェッショナル講演会、

青少年異世代交流に係る経費として５７３万６，０００円を計上しています。次に１

３４ページです。 

４目文化振興費、本年度予算額１３４万８，０００円。芸術・文化推進事業では、

書初め大会、幼児、児童、生徒芸術鑑賞会、文化協会への補助金など芸術、文化の振

興に係る経費として８３万２，０００円を計上しています。 

次に、読書活動推進事業では、図書室読み聞かせ、ブックスタート事業、読書感想

文コンクールに係る経費として５１万６，０００円を計上しています。次に１３５ペ

ージです。 

５目生涯学習センター管理費、本年度予算額３，５５４万２，０００円。生涯学習

センター運営経費では、施設消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清掃委託、

各種保守点検などの施設運営経費、図書室備品購入費などのほか、１３７ページ、１

４節工事請負費では、町内に３６箇所ある史跡説明板の更新に係る経費を計上してい

ます。 

次に、５項１目保健体育総務費、本年度予算額７４０万２，０００円。スポーツ推

進委員事業では、委員８名分の報酬など４１万８，０００円、スポーツコミュニティ

推進事業では、全町ソフトボール大会、はれっぱマラソンなどの開催経費、体育関係

団体への補助金など５７万９，０００円を計上しています。次に１３８ページです。 

子ども体力向上事業では、ジュニアアスリートクラブや小学生夏休み水泳教室など、

子どもの体力や運動能力の向上を図るためのスポーツ教室の開催経費、スポーツ少年

団への補助金などに係る経費として３１９万円を計上しています。 
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次に、健康づくり・体力向上事業では、町民スイミングスクール、フィットネス教

室など、町民が継続的にスポーツ活動に取り組む機会の提供に要する経費及び学校開

放に係る経費として３２１万５，０００円を計上しています。次に１３９ページです。 

４目給食センター運営費、本年度予算額１億６７９万１，０００円。給食センター

運営経費では、厨房等の各種消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、賄材料費、調理

配送業務委託料など学校給食に係る全ての経費を計上しています。予算資料１９ペー

ジをごらんください。 

新規事業です。学校給食費助成事業として、保護者の経済的負担を軽減するため、

学校給食費の２分の１を助成します。また、厨房機器更新事業として、食器食缶洗浄

機を備荒資金組合備品譲渡事業を活用し導入することから、本年度償還利子として７

万８，０００円を計上しております。 

続きまして、関連議案の説明を行います。議案第１３号 南幌町高等学校等通学費

補助に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明いたします。 

初めに、改正の概要について申し上げます。今回の改正は、高等学校等に通学する

生徒の通学費補助上限額の引き上げに伴い、所要の改正を行うものです。 

それでは、別途配布しております議案第１３号説明資料 新旧対照表をごらんくだ

さい。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

第４条につきまして、補助上限額を生徒１人につき１か月１万円を１万２，０００

円に改めるものです。 

最後に附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行する。以上で、教育委

員会生涯学習課所管の予算及び関連議案についての説明を終わります。 

石川委員長  それでは、説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思い

ます。 

星委員  １点だけ伺いたいんですけれども、予算資料の公設学習塾のところですが、

公設学習塾についてお伺いしたいんですけど、教育長の執行方針の中にも、公設学習

塾について来年度から検討し改善するというような内容のことが入っていたんです

けれども、どのようなことを検討して改善に向かっていくのか、お聞きしたいです。 

学校教育係長  星委員の質問にお答えしたいと思います。公設学習塾なんですけれ

ども、どのように改善していくかということなんですが、令和７年度に向けて先日、

中学校１、２年生を対象にアンケート調査を実施しております。その中で、まず中学

生の参加人数が少ないということで、参加しない理由を聞いているんですけれども、

その中ではまず、民間塾に通っている、ただ１人のほうが集中してできるというよう

な意見が多数ありました。また公設塾に参加するとしたら、どのような学習をしたい

かと思うかとの質問につきましては、学校の定期テストや学力テスト対策や、学校の

授業で分からないところを学習したいという意見が多数あったことから、令和７年度

に向けましては、募集の際のチラシの工夫や、また生徒が興味を持つような事業の内

容を検討して、少しでも多くの生徒に参加していただけるように進めていきたいと思

っております。以上です。 

星委員  いろいろ生徒にアンケートをとって、改善を図っていくということで理解

いたしました。やはり生徒自身の要望を酌んでいくことというのが大事だなと私は思
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っています。その中に、やはり参加された生徒の中でも、学ぶ楽しさとか、あとは、

大変だったけど克服できたとか、結果が出るまでに教育ってちょっと時間がかかるの

で、塾に行ったから皆さんが同じペースで結果が出るかというとそれはちょっと差が

あってくると思うんですけど、もう少し精神的な向上といいますか成長といいますか、

そういったところにも目を向けていただけると、保護者の方なんかも、子育てにおけ

る不安とか学力における不安とか、塾に通っていると前向きになってきたとか、克服

することに自信がついたとか、継続することの大切さを分かったとか、ちょっと学力

の成績とはまた別な観点から、子供の成長を促すような形もとっていけると保護者の

方の不安とかそういうものも解消できる一つの手段になるのかなと思ったんですが、

このことについてどういうふうに考えているかをお聞かせ願います。検討というかそ

ういう面も検討して、事業の中に入れていっているのかとか先生方と共有しながら子

供の内面的な成長も取り入れていく予定があるか、お聞きしたいと思います。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  今、笠原のほうからも説明ありました公設学

習塾のアンケート調査を行った中で、やはり１番意図してやってほしいということが、

期末テストの対策であったり、学校の授業で分からないことを教えてほしいという要

望だったんですよね。その中で、教える先生、またその横にサブのティーチャーもい

ますので、学習の工夫によっては分からないところを教えて、集中で教えてもらうと

いうことも可能でないかなと思っているところです。あと、やはり分からないところ

を分かるようになってくると、生徒同士もやはり楽しくなるというか勉強を楽しくな

る、家で勉強する時間も増えてくるんでないかなと思いますので、来年度は、こうい

った形で、個別というんですか、授業で分からないところを個別で聞いて解決できる

ような進め方ができないかどうかというところを集中的にやっていこうかなと思っ

ていて、そこで解ける楽しさというのを実感してもらえればなというふうには考えて

いるところです。以上です。 

星委員  そうですね解ける楽しさとか、分かる喜びとかそういうものも、取り入れ

られていけるようにすればいいかなと思っています。１年間通しての事業になるんで

すけれども、途中でまた、子供たちからのニーズ調査なんかもしながら、どの程度子

供たちが、数字に表すのは難しいところもあると思うんですが、前向きな意識の向上

が起きてきているかとかそういうのも、途中でアンケートとかそういうものをとりな

がら、後半の目標に設定をまたつなげていくとか、年度途中にそういうこともアンケ

ートとかニーズ調査もしていくのかお伺いします。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ニーズの調査においては、年度途中でも、実

施しようかと考えています。ただ、やはりそれでもどうしても人数が増えていかない

とかということが考えられると思いますので、その場合については、８年度に向けて、

塾ではなく、学力向上に何かつながるような取組を検討していきたいと考えていると

ころです。 

石川委員長  よろしいですか。ほかに。 

家塚委員  予算書の１３３ページ、１３２ページにまたがっていますが、社会教育

施設管理経費のスポーツセンター等の指定管理について伺うんですが、これは全員協

議会で説明をある程度受けていたんですが、最初に、職員の配置がどうなるのか。ス
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ポーツ指導員も含めてどういう体制なのか、まずその辺から伺います。 

施設管理係主査  職員の配置についての質問ですが、指定管理者側から総括責任者

１名、副責任者２名を配置させることとして、必ず１名を常駐させることとしてこち

らは求めていますので、１名必ずスポーツセンターに配置されることとなっています。

またその中で、清掃スタッフや、事務スタッフが配置されることとなります。また、

スポーツ指導員については、副責任者として配置されることとなってございます。町

の職員は引き下がるような形になります。以上です。 

家塚委員  基本的に町の職員が引上げて指定管理者で配置をするということです

ね。指導員は、これ多分会計年度任用職員なのかなという気はするんですが、この辺

業務の内容も含めてどう関わっていくのか、それ１点と、それと指定管理料の関係で

すが、前に指定管理のときの考え方の中で、基本的にはスポーツセンター、改善セン

ターの６年度の予算から、支出の予算から歳入の部分を差し引いた額を上回らない形

で指定管理をしますよということで、ちょっと計算すると両方合わせて歳出から歳入

差し引くと６，８００万ぐらいなんですね。それから、今回のこの指定管理料が５，

９００万ですから、ざっくりいって９００万ほど落ちるということになるんですが、

それは考え方として、上回らないんでいいんですがあくまで予算なのでね。ちょっと

比較するのはどうかなと思うんですが、考え方としてそういう考え方でいいのか。 

それともう１点。これが５年間の指定管理期間ということで、この５年の間に何ら

かの事情で指定管理料が上がるということは多分ないんだろうなという気はするん

ですが、この確認も含めて、お願いをしたいと思います。 

施設管理係主査  スポーツ指導員についての関係の質問についてですが、まずスポ

ーツ指導員については、こちらから派遣をするというような形になっています。派遣

をするということにはなるんですが、町のスポーツ状況や、団体のほうにも精通して

いる活躍もあるということから、これまでどおりの社会教育事業の実施に携わってい

ただくことにもなってございます。 

次に、指定管理料の積算についての考え方についてですが、こちらは令和６年度予

算をベースの管理料から、工事費あと修繕料、そして歳入からの施設の利用料を差し

引いたものをベースに積算して提案しています。指定管理者側から提案があった額が、

こちらから上限設定した金額より、若干ですが下回った提案があり５，９５４万円で

計上してございます。 

最後に指定管理料が上がるかどうかというところについては、基本的には責任分担

を定めていまして、人件費や光熱費等の物価上昇分は指定管理者側の責任となってい

ますが、法令改正の案件や社会情勢的に配慮しなければいけない事案が発生した場合

には、年度ごとにすり合わせをして検討していくということになってございます。以

上です。 

家塚委員  分かりました。最後に１点なんですが、前に全協のときの資料で、維持

管理に関する業務の中に、通常の設備だとか機器の更新は町の建物なので、これは町

で負担をしますよということなんですね。ただ、劣化防止のために指定管理者が予算

を自分ところで持って維持修繕に充てるという考え方を示しているんですが、この修

繕費どのぐらい指定管理者で持っているか、その辺お願いしたいと思います。 
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施設管理係主査  修繕についての御質問については、基本的に事業者自らの持ち出

しとして、突発的で急用を要する修繕があった場合は、事業者側で直していただくよ

うな形としていまして、５０万円を募集要項で定めていましたので、指定管理者側で

は５０万円計上しています。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

加藤委員  私からは、小学校改修事業についての内容の説明を求めたいのと、地域

おこし協力隊設置事業のＩＣＴ支援員について、年度途中の採用になったかと思いま

すけれども、あと、総務委員会のほうでも説明していただいていたというのを私失念

しておりまして、せっかくなので今までの成果と今後の展開をお伺いしたいと思いま

す。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  まず１点目の小学校改修工事の内容について

御説明させていただきます。工事の主体ですけども、今回は機械の設備と電気の設備、

また、建築の工事の三つになっています。機械設備の主な内容は、暖房ボイラーの更

新がメインとなっています。また、機械設備の二つ目は、音楽室の暖房設備の更新、

三つ目は、エアコンの追加、四つ目は、体育館の暖房設備の更新となっています。電

気設備に関しましては、校舎、体育館アリーナを除くＬＥＤ化、また、受変電設備の

更新、エアコン追加に伴う電力設備の工事となっております。建築工事につきまして

は、防火戸が開閉、閉鎖しない不具合となっておりますのでこちらの修繕、また、ア

リーナの暗幕改修等が主な内容となっています。 

続きまして、２点目の地域おこし協力隊の今後における展望です。令和６年１０月

から任用ということで、自分の名前を覚えていただこうということで積極的に特に小

学校において関わってきてくれています。現在は、教育委員会と当初の導入に至る経

緯の目的を共有しまして、突発的に発生するトラブルの対応、また、必要と判断した

ときに行う業務、例えば、教室や講習また、ＩＣＴ活用におけるアイデアの提供で支

援を行っているところです。本間さんの積極的な姿勢の甲斐もありまして、授業中に

不具合があった場合は、本間さんいるから、本間さん呼んできたらいいよというよう

な子供たちの声が上がったり、また、小学校ではＱＲコードを読み取ってクロームブ

ックを開くんですけども、不具合が発生したときなども対応支援していただいている

ところです。また、先ほども言ったアイデアがすごく豊富な方でして、授業の中も含

めて、授業以外にでも自分でやりたいこと、やってみたいことのリストをつくって構

想を抱えていて、先生たちの提案の計画書も今つくっているところです。そこで、今

後における展望なんですけども、地域おこし協力隊の導入の目的は、学校でのＩＣＴ

の活用と、教員、また児童生徒を含めたスキルアップをまず目的としていますので、

授業の中での活用が今以上効果的な活用になるように、まずは目的に沿った支援を行

ってほしいと考えています。ただ、御自身も可能な限り授業に入り込んでいきたいと

考えていますので、御自身で考えたＩＣＴ授業を先生たちに提案していき、児童生徒

が、学校で決められた授業だけではなくて、本間さんが提案している思考力を育成し

ていく、ＩＣＴ授業も進めていきながら、教職員も含めて、今以上の活用はもちろん、

思考力の育成につながるような支援になっていってほしいなというような考えで、考

えているところです。以上です。 
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加藤委員  小学校改修事業については、暖房機器、ＬＥＤとそれに伴うエアコンの

電源の確保という内容で理解しました。あと、防火戸の修繕ということで理解しまし

た。こちらですけれども、改修する時いつも懸念されるのって結構屋上防水だとかそ

ういう部分って、建物の基礎が１番大事で２番目屋根かなと思っているんですけれど

も、その部分については異常ない、今後ある程度年数は確保できているということで

よろしいのかという確認と、地域おこし協力隊については、自分はお会いしたことは

なかったんですけれども、だから今の説明を聞いていると、何ていうんですかね、い

い意味で教師らしくないというか、非常に生徒指導に寄り添っていただいているのか

なという印象を受けましたので、令和７年度についても、またさらに良い形で児童生

徒と向き合ってまた教職員たちとも連携し合って進めていっていただければいいか

なと思いますので、小学校についての質問だけ。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  屋上防水についてです。屋上防水については

現在のところ大きな雨漏りとか、劣化しているようなところが見受けられないもので

すから、今回の改修には含めていないところです。一応まだ２から３年ぐらい対応で

きるのでないかということで今回の改修の工事を含めていないところです。ただ、今

後どうしても劣化が進んで雨漏りとかということになった場合には、３年を待たない

で状況を見て修繕という形をとる可能性もありますが、令和７年度に関してはやらな

いということで、この工事には含めていないところです。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

高橋委員  １３９ページの給食センター運営費のほうに多分かかるとは思うんで

すけども、以前、学校給食のことで、無添加給食とかっていうのはどうですかってい

う、それは限定的なので駄目だという話で課長ともお話を細かくしたときも、やはり

オーガニック給食は難しいというところで、全て子どもたちの健康に寄与するという

ところでいうと、せめて水ぐらいはという思いがあって、お水のほうを浄水あるいは

ミネラルウォーターみたいなものに変えられないかなということをまず一つ。あと、

米は、町のほうで助成金出していると思うんですけど、米のほうを有機米とか全てで

はないにしても、少しでも有機米のほうを使ってあげるというような流れがあっても

いいのかなという、さっき環境保全型農業のほうで質問させてもらったときに、有機

を増やしたいという意向もあったようなので、有機栽培活動の販路みたいなものを探

すのが結構困難というところもあるので、それが少し拡大すれば、もうちょっと増や

したりとか、そういったものをつくるという方も出てくるかもしれないのかなという

ところですね。あともう一つがちょっとお水にかかってまた申し訳ないんですけども、

小学校改修事業のほうに関わると思うんですけど、やっぱり水なんですけど、今、ラ

ピダスとか、ＰＦＡＳの問題とかもあると思うので、そういうのが結局、もう今、南

幌の僕ら使っている水道水の中にもＰＦＡＳというのは微量ですけど入っていると

いうことで、それも体に蓄積される成分で、蓄積が高くなっていくと多くなっていく

と、様々な疾患みたいなものにつながっていくよと海外とかメディアとかでも騒がれ

ているとは思うんですけども、そういったところで、手から皮膚からも入っていく成

分なものですから、そういう小学校の改修工事のときに、セントラル浄水器というの

もまた検討に入れていただけないものかなというところと、あと、その理由として、
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南幌小学校ではお水を水筒に入れて持ってきてもいいよというふうにはなっている

ので、やはりその水道水を直接飲むということに関しては多少の懸念もあるのかなと

いう、こちらの解釈なんですけど、その辺はどうなのかなということで御質問させて

いただきます。 

給食業務係長  まず、一つ目のお水の部分ですね。浄水あるいはミネラルウォータ

ーに給食で使用する水を変えられないかという御質問だったんですけれども、現在給

食センターで使用している水につきましては、長幌上水道の水道水を使用しておりま

す。こちらについては、給食の衛生管理基準を国で定めているんですけれども、その

中で、そちらにも水道水の基準というのはありまして、例えば、毎日給食の調理前と

調理後に水の色、臭い、味を調理員で確認することだとか、あと水道水は、一旦受け

る受水槽というものがあるんですけれども、そちらの受水槽を業者さんに委託して毎

年洗浄するということもあるんですけれども、うちのほうもそちらにのっとって毎年

洗浄しまして、その際に水質検査も実施しておりまして、水質基準にも適合している

というところを確認しておりますので、現在は水道水で全く問題ないのかなというふ

うに考えておりますので、浄水やミネラルウォーターに変えるという考えはありませ

ん。こちらがまず１点目です。 

次に、２点目の有機米の使用についてなんですけれども、現在、お米については学

校給食会というところから、毎年契約をして、その１年間の給食で使用をするお米を

給食会のほうで確保していただいて、そちらで契約して納品をいただいているところ

だったんですけれども、そちらについてはまず有機米の扱いがないものなので、そち

らを通してということはできないとは思うんですけれども、また、ほかの部分、有機

米を扱っている業者というところが、うちで契約しているところではいないので、新

たに有機米を使用している、もし、しようとするとなれば、そういった業者を探すこ

とから始める必要があるのかなとは思うんですけれども、ただ、実際有機米に変える

場合は価格などもかなり変わってくるということもありますので、賄材料費の部分も

大きく影響が出てくるかなというふうに考えておりますので、現状としては、有機米

の使用は難しいのかなと判断しているところでございます。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  学校でのセントラル浄水器の件です。小学校

で使用している水に関しましては、長幌上水道が供給している安全な水ということで

すので、セントラル浄水器を配置する予定は今のところ考えていないということです。 

水筒を持ってきている児童に関しましては、コロナ禍前からでも水筒持ってきて飲

んでいるという現状があります。やはり小さなお子さんに関しましては、水道水から

飲んでいても、直接水道のほうに口がついたりとかというところもやはり子供自身や

だという考えの方もいらっしゃいますので、そういうことに関しては強制ではなく、

水筒をお持ちになって水を飲んでいただくというような対応になっていると考えて

います。以上です。 

高橋委員  先ほどの給食のお水の話なんですけど、１番懸念する、ＰＦＡＳという

ところも確かに懸念材料ではあるんですけれども、割と皆さんもう常態化しちゃって

何とも思っていないところでいうと、塩素だったりするんですよね。この塩素って、

長幌上水道の方々とお話もしたんですけれども、長幌上水道としては、消毒して最低
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限飲める水、国の基準に従って出していますよと。そのお水というのを健康的に飲む

とか飲まないとかっていうのは、各自の判断、個人の判断に委ねているということも

おっしゃっていましたし、その塩素自体がよくないものだということもちゃんと認識

していて、やはり塩素というもの自体も、やはりもともと世界で使われたのは、ドイ

ツかな、生物兵器として使われたのが塩素の始まりですから、そのあとにベルギーで

１９０２年に水道水に塩素を入れて消毒しだした、そのあとにアメリカで１９１２年

かな、アメリカのニューヨークで使われて、水道水の消毒で、その後からなんですよ

ね。心疾患とか脳血管疾患とかが急に増えたというところで、プライス教授というの

が当時、今もいるのかな、プライスさんという方が、いろいろこう研究した結果、水

道水の塩素というのが、コレステロールとの反応とかもあるんですけど、そういった

ところで、その血管疾患とかそういうものを生み出しているというふうに発表してい

るという経緯もあるんです。塩素自体も、例えば米を炊くっていうときも、塩素の水

につけた段階で３０％ぐらい栄養が飛んじゃうんですよね。その水を使うとさらに沸

騰させることによって、炊くことによって４０％ぐらい栄養が飛んでしまうとも言わ

れているんです。栄養士さんがちゃんと栄養価とかを図って給食をつくっていると思

うんですけど、その辺で随分乖離してしまう部分もあるのかなというところもありま

すし、なので、この塩素を何とか抜いたお水を使えないものかなという、ちょっと話

長くなっちゃいますけど、昨今、２０２２年ぐらいから、国内での血管疾患とかそう

いったものが増えているんですよね。死亡者とかも増えているんですけど、それも常

態化した塩素によるものが、今、さらに顕在化しているんじゃないかと言われてもい

るところなんです。なので、ちょっとその塩素の水というのを何かこう、使わないよ

うにというか、できればいいなという、さっきのもう少し続き言うと、塩素って水の

中の有機物と結びついてトリハロメタンってつくっちゃうんですね、聞いたことある

と思うんですけど。トリハロメタンも沸騰５分で何十倍にも膨れ上がって、これがん

の原因とされているものなんです。なので、もちろん食中毒を起こさないというとこ

ろの安心安全な給食という提供も確かに大事だと思うんですけど、子供たちの健康に

対する安心安全というのもやはり同時に考えていかないと駄目なんじゃないかなと

僕はちょっと思ってしまいます。ちょっとこの辺どうなのか、お考えをお聞きしたい

です。 

生涯学習課長  答えられる限りで、基本的に公の機関であります長幌上水道企業団

のほうで供給している水道水でありますので、水質の基準というんですかね、それに

ついては満たされているというふうには考えております。現在使っている水道水で給

食をつくったとしても、その部分については、質には何ら影響ないものと思っており

ますので、ただこれまで、健康被害だとかそういう部分も聞いておりませんので、学

校の部分も含めてなんですけども、今のところ浄水器の設置については考えておりま

せん。 

石川委員長  よろしいですか。ほかに。 

熊木委員  何点か伺います。先ほど小学校の改修事業について質問があったんです

けどもちょっと関連して。この改修、防火扉とかエアコンの追加とかいろいろあった

んですけども、この説明資料の中で、災害発生時の避難所としてというところがある
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んですけれども、その避難所に関わるところでの改修というのは防火扉だけなんでし

ょうか。それと改修、これ令和７年度だけでなくて継続していきますよね。そのとき

に、例えば、校舎のところに太陽光発電をつけるとかヒートポンプとか、そのエネル

ギーを活用するような形のものを盛り込めないかどうかというので、その辺検討され

たりとか何かそれがあったのかを伺いたいんです。それから、１３７ページの史跡説

明看板設置工事、先ほど３６か所というお答えでしたけれども、その内容というか、

それがどういうような形でつくられるのかということと、あと新しく南幌に来られた

住民もたくさんいることですから、町内の史跡説明というか、そういうのがどういう

形で町民に知らされるようになるのか、その辺何か考えていることがあれば伺います。 

もう一つは、給食センターの厨房機器更新事業については先ほどの説明で分かりま

した。それで、お聞きしたいのは、給食センター内の環境整備なんです。近隣の市町

村で、環境が余りにも悪くて昨年の３月に勤めていた方が全員退職するということが

あって、児童生徒の給食にすごい影響があってお弁当持参とかっていうようなことが

続いていました。それはどこから発生したかというと、給食センターが古いというこ

ともあって、夏はすごい暑さで、あと寒いとかいろいろ環境が余りにも悪くて、耐え

られないということでやめたということを聞いたんですよね。そういう意味では、本

町の給食センターはそういうことがないのかどうか、それを伺います。あと、学校給

食に関して先ほども質問があって、これ以上言ってもあれかなと思って、有機米とか

も学校給食法の関係で、学校給食会からお米とかはなっているということなんですけ

れども、せっかく町が基幹産業でおいしいお米をつくって野菜もつくっているので、

やはりその混ぜ合わせたお米ではなくて、生産者の顔が見えるというか、そういうよ

うなお米に切り替えるということが必要ではないかなと思うんですけども、そういう

ことが全くできないものなのか、そういうような検討されたことがあるのか。 

それともう１点は、学校給食に地場産の野菜、地産地消でそういうのを多く取り入

れるようにということは何回も質問したり、いろいろ伺っているんですけども、そう

いう努力はされていて増えていっていると思うんですけれども、今年度は新たに増や

す品目とか、その量とか、そういう計画があれば伺います。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  まず、熊木委員の１点目の避難所運営に関わ

る工事があるかどうかの御質問です。電気設備のほうで、先ほど、受変電設備の更新

ということで御説明させていただきました。この工事の内容が、高圧開閉器、高圧引

込みケーブル、キュービクルの更新となっています。外部からの電源も引っ張ること

ができるようにということで、今回、避難所運営にも可能となるような工事というこ

とで、こちらの受変電設備の工事が避難所に関わる工事の内容となっています。 

次、２点目です。太陽光発電は盛り込めないのかという御質問です。現在の小学校

の改修工事の内容につきましては、学校の維持管理ということで、現在の状況を維持

していくというような内容の工事となっておりますので、太陽光発電に関しては検討

していないということで御回答させていただきます。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  史跡標柱のお尋ねでございます。史跡標柱に

つきましては、町で指定している史跡は３６か所ございます。いずれも入植当時の政

治や経済、学校などのあらゆる活動が行われていた形跡ということで、非常に開拓の
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歴史を学ぶ上で重要な財産であると考えてございます。現在は四角いアルミ製の柱に、

史跡の名前を書いたもの、それと、その説明を記載している説明板この二つを１セッ

トに設置をしてございます。今年度予算計上している内容につきましては、そのうち

３４か所の説明板を更新し、標柱については撤去するということで検討してございま

す。標柱の撤去の理由につきましては、史跡の名前につきましては、説明板でも十分

認識、視認できるようにカラー版で大きな表示を心がけます。また、史跡の名前だけ

ではなくてＱＲコードを追加しまして、掲載し切れない詳細な情報ですとか、関連す

る史跡、またお勧めの周遊ルートの情報などを記載した町のホームページに誘導する

ような形をとりたいと思っております。２点目にも関連しますが、新しい町民へのＰ

Ｒということも含めて、今現在、「なんぽろしせきめぐり」という小冊子を作成して

おります。そちらのほうには各史跡の位置情報がグーグルマップでそのままナビゲー

トできるように、そういった冊子もつくっております。また、社会教育の事業との連

動ということで、例えばですが、ふるさと南幌みらい塾の中で南幌学というようなこ

とで、定期的に史跡標柱を活用した講座を実施したり、さわやかカレッジや、子ども

リーダーなど、そういった生涯学習の集まりの中で、史跡を活用したソフト事業、体

験事業を実施していきたいと考えております。また、町の広報やホームページ、社会

教育事業との両輪で、新住民はもちろんですが、南幌町民の方にＰＲをしていきたい。

考えてございます。以上です。 

給食業務係長  御質問いただきました給食センターの環境改善の部分でございま

す。現在、給食センターのほうでも厨房内、夏場は近年特に温度が上がっているとい

うこともありまして、厨房内かなり暑くなっている状況でございます。また、冬場は

逆に少し寒いような状況になっているというところで、今年度、業者さんにそういっ

た冷房装置などが必要かというのを見ていただきまして、見積りなどもいただいたん

ですけれども、その内容で行う場合、キュービクル、受変電設備なんですけれども、

キュービクルの容量が足りないというところがありまして、そちらの改修も必要にな

ってくるということがあります。なので、現在予定としては、令和９年度に給食セン

ターの大規模改修を予定しておりますので、そこでキュービクルの更新も行いたいと

考えていますので、あわせて厨房内への冷房などの空調機の設置についても検討して

いるところでございます。 

もう１点目の生産者の顔が見えるお米に切り替えることができないかということ

だったんですけれども、現在、先ほど御説明したとおり学校給食会というところから

お米は１年間分を確保していただいて、納品いただいているところなんですけれども、

そちらについては１年間確保しているということもありまして、基本的に１００％南

幌産の米を使用できているところでございます。しかしながらそのお米が、この米は

誰々が生産したものという形にはなっていないので、そちらのお顔を示すということ

はできない状況となっております。そして、地元野菜の、今年度増やす予定があるの

かどうかなどについてだったんですけれども、令和５年度に新たにキクラゲを導入す

ることができまして、令和５年度からキクラゲも増やして使用しているんですけれど

も、令和７年度については、今、品目も同じなんですけどキクラゲが、まず、南幌の

冬場の給食で使用できる品目というのはどうしてもタマネギとシイタケしか今ない
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現状なので、そのキクラゲについても、乾燥したものを使えないかというところで今

生産者とも話をして、令和７年の夏場にそういった乾燥したものをサンプルいただい

て、使えるかどうかというのを検討していく予定としています。品目としては、同じ

キクラゲではあるんですけれども、冬場に使用できるものを増やしたいというふうに

動いているところでございます。以上です。 

熊木委員  小学校の改修については、先ほどの説明で分かりましたが、避難所、先

日も避難訓練とかがあって、避難してきたときに、やはりその電力がそこで賄えると

いうか、費用もすごくかかってあれなんですけども、役場庁舎がヒートポンプしたこ

とによって、すごく循環して電力も少なく済んでいる、省エネになっているんですよ

ね。だから、今後２年をかけて改修していく中で、やはり検討していくべきではない

かなと思うんですけれども、それは多分これ以上のあれはでないかと思うので一応要

望します。 

それから史跡についてはよく分かりました。ＱＲコード、さすが新しい形でやって

いくんだなということも分かりますし、やはり社会教育の一環として南幌のこういう

歴史があったんだということが知るとことはすごく大事で、総務委員会でも郷土資料

館を視察したりして、そのときにも話が出ていたのは、やはりこれを伝承していく人

方をどう育てていってそれをつないでいくのかということが大事になると思うんで

すよね。そういう形で社会教育活動の中でどんどんやっていってほしいし、新しい史

跡の標識ができたときに広報なりホームページなりいろんな形で、こういうふうにな

りましたとことを周知する、それによって関心を持つ人を増やしていくということが

すごく大事だなと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

それから給食センターの環境整備なんですけども、令和９年度の大型改修のときに

ということなんですけれども、夏場すごく暑いですよね。そういう時のエアコンとか

そういうのはついていて、稼働していて、少しは緩和されているのか、そこだけちょ

っと１点伺います。 

あと学校給食に関しては、お米がなかなか難しいというところなんですけども、１

月に私研修で行ったときに学校給食の分科会出たときに、千葉県とか市で学校給食に

取り組んでいるところが完全有機米ということで、農業者と連携して学校給食用にお

米をつくってもらって提供しているというところがありました。それが大幅に、先ほ

どオーガニックの話もされていましたけども、オーガニック給食の全国交流会とかそ

ういう中でも、どんどん実践例を出しながらやっているというところで、あと長野県

の松川町というところは、小さな単位から取組を始めていっているということで、役

場の中で農業委員会が窓口になって、農協とそれから栄養士さんと３者で一緒になっ

て、どういうふうに取り入れるのかということを研究しながら今進めているというと

ころで、新しい取組かなと思ったんですよね。ですから、学校給食のお米、その形は

あるんだけれども、何とかそこを少しずつこう変えながら、せっかくの産地というか

農業者がたくさんいて、自信持っていいものをつくっているので、それを１００％を

食べて子供たちが大きくなって成長していくということを町として、応援するという

ことがすごく大事かなと思うので、それを何とか取り組んでほしいなと思います。そ

れで、先ほどキクラゲを令和５年に入れたということで分かったんですけれども、１
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点だけ答弁お願いしたいんですけども、現在、南幌の野菜が何品目使われていて、そ

れは大体何％というかどれぐらいの割合なのか。それ１点だけお願いします。 

給食業務係長  まず、環境設備の部分ですけれども、夏場が暑くエアコンなどがつ

いていて少し緩和されているのかどうかということだったんですけれども、現在、厨

房内には冷房機能のあるものはついていません。あるのは、外からの空気と中の空気

を換気するための空調機はついているんですけれども、そちらは冷房機能がついてい

ません。今、冷房ついているところでいきますと、調理員さんたちの控室の部分はつ

いているんですけれども、なので今、かなり夏場は暑いので、特に揚げものをする方

などはかなりその周りは特に暑くなってしまうということもありますので、現在は、

うちのほうでアイスベストといって保冷剤を脇の下と背中につけられるベストがあ

るんですけれども、それを今回、今年度購入して調理員さんにお配りしまして、揚げ

物を担当する方は１回につきそれぞれ担当者を交代して、その控室に戻ってその涼し

い空気の中でちょっと休んでいただくといった形で今対応をしているところでござ

います。 

次に、現在の南幌産の農産物の使用品目数などについてなんですけれども、現在、

給食で使用している野菜やキノコの部分につきましては、今２５品目使用しておりま

す。その中で、今年度、令和６年度は２月までの実績ですけれども、９品目南幌産の

ものを使用しているところでございます。毎年その使用率なども出しているんですけ

れども、こちらの使用率につきましては、総使用量のキロの総量と南幌産のキロの総

量を出した割合となっておりまして、米と小麦を抜いたその他の野菜とキノコ、芋関

係なども含め、令和６年度の２月分まででいきますと２２．７％。令和５年度につき

ましては、２６．４％となっているところでございます。以上です。 

生涯学習課長  熊木委員の御質問の２点目の有機米の関係ですけども、教育委員会

の側から言うのが少しおかしいのかもしれないんですけども、実際本町の農業形態が

ちょっと違うのかなと。南幌町の場合やはり大規模農業なものですから、なかなか有

機米を栽培してというのもちょっと難しいのかなという部分で、確保ができないのか

なというふうに考えております。あと、地産地消の部分ですけども、使用率でいくと

２０％台なんですが、その品目の使用率、先ほど実際に、私のほうで令和５年度の数

字持っているんですけども、令和５年度、年間で給食に使用された野菜類、米麦除い

た品目が２３種類ございました。そのうち町内で生産されている品目は１３種類とな

っておりまして、実際に給食で使用された町内の品目が１０種類、約８割程度品目と

しては使用しております。この数字が高いか低いかと言われると、高いほうなのかな

というふうに考えているんですけども、なかなか給食への使用量を増やしていくとな

ると、同じ野菜ばかり使わなければいけないものですから、献立のほうにも少し影響

を及ぼすことになるのかなというふうに考えております。バランスよく使っていきた

いなというふうには考えております。あと、食育という目線でいった時には、学校に

おいての食育ということで、学習指導要領の中で、学校における食育の推進として明

確に位置づけられております。各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間な

ど、関連づけて食に関する学習を現在もしているところでございます。また、平成１

７年度から栄養教諭制度が開始されまして、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさ
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どることが、栄養教諭の職務となっております。この職務の内容としまして、まず食

に関する指導として、給食の時間での指導、強化などで専門的な指導、そして、学校

給食の管理ということで、栄養管理として献立の作成、それと衛生管理となっており

ます。本町におきましても、栄養教諭が１名配置されておりまして、給食の時間を中

心に、小中学生に指導が行われているような状況となっております。指導の中では、

地域や食文化への理解として、地域の食文化、産業について学び、地産地消の考え方

も指導しているところです。食べることだけではなくて、しっかりと頭で理解するこ

とも大事であるというふうに考えております。学校給食を生きた教材として活用しな

さいということになっておりますので、季節の関係もあるんですけども、積極的に地

場産の野菜を活用していきたいと考えております。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかに。 

佐藤委員  ちょっと通告にはないんですけれども、１点だけ。資料、予算書の１３

５ページ、生涯学習センター管理費の中なんですが、この予算、令和６年度では４，

０００万だったんですが、令和７年度は３，５００万。約５００万減額になっている

んですが、その減額の内容を教えていただきたいんですが。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  約５００万の減額ということなんですけども、

昨年度はぽろろに関する修繕費ということで５００万円程度を計上させていただい

たんですが、今年度は修繕費がないということで５００万程度の減額となっています。

以上です。 

佐藤委員  昨年度は修繕費があったということだというお話でした。少し気になっ

たのが、やっぱり燃料高騰していて今物価高でということで、昨年よりも、燃料は高

騰していると思うんですけど、そこの部分もあって、減額ということだったので、そ

この燃料等とかの部分は、今年は予算として大丈夫でしょうか。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  一応、令和６年度の実績も踏まえまして、令

和７年度の燃料費を見込んでおりますので、賄えるという想定で計上しています。以

上です。 

佐藤委員  わかりました。では、安心していいという形ですね。 

石川委員長  ほかにいかがでしょうか。 

西股委員  私のほうから一つだけ、スクールバスの運転手の関係ですが、今１人病

欠なって臨時の人が入っているという形らしいんですが、今後においてスクールバス

の運転手の確保、これ自体は何ともないのかなと。聞くところによると、ほかのバス

の関係とか、大分賃金が上がってきているといううわさも聞いておりますので、なか

なか人を確保するのが難しいのかなというような状況なのかなというふうに思って

おりますので、その辺の状況だけ聞かせていただければなというふうに思います。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  スクールバスの運転手の確保についてです。

現在１名病欠ということでお休みいただいている方の分に関しましては、今スクール

バスの委託のほうを空知パブリックのほうに委託しているところですが、３人で運転

しており、ほかに欠員が出た場合は必ず１人充てるというような形で対応していただ

いているところです。今後、やはり人の確保が難しいのではないかということもあり

ますが、それに関しては、うちのほうでパブリックのほうに委託しておりますので、
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人員が不足にならないような形でお願いしたいということで進めていければなと考

えているところです。以上です。 

石川委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですから、これで質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、以上で教育費についての審議を終了いたします。ここで１０分間４０分

まで休憩いたします。 

（午後 ２時３０分） 

（午後 ２時４０分） 

石川委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

続きまして審査順序第１３番目、８款消防費について審査を行います。説明お願い

いたします。 

総務課長  それでは予算書の１１４ページをお開き願います。予算書１１４ページ

下段になります。 

８款１項１目消防費、本年度予算額２億５，９３２万円。ここでは、次ページにか

けまして、南空知消防組合負担金事業として、本部費並びに南幌支署費、消防団費に

係る一切の負担金を計上しています。 

次に、予算書の１５９ページをごらん願います。１５９ページにつきましては、消

防費に関する明細書でございます。まず、歳入では、消防水利整備事業に係る充当財

源として６１０万円の起債借入を計上しています。 

次に１６０ページ、歳出では、説明欄、消防組合本部運営助成事業として２，１８

５万３，０００円。本部運営に係る経費について、構成４町がそれぞれ負担するもの

で、例年並みに計上しています。 

次に、消防南幌支署運営事業として２億９５９万円。１６３ページ上段にかけまし

て、支署職員２２名分の人件費や活動費、庁舎並びに車両の維持管理経費、各種負担

金などを計上しています。 

次に、南幌消防団運営事業として２，７８７万７，０００円。次ページにかけまし

て、団員８８名分の報酬、共済費、費用弁償、被服代などを計上しています。以上で

す。 

石川委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませんか。

（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

では、質疑を終了いたします。 

続きまして、審査順序１４番目、第１０款公債費及び１５番目、第１１款予備費に

ついての審査を行います。説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは予算書の１４１ページになります。１４１ページ下段です。 

１０款１項１目元金、本年度予算額６億３，０９６万１，０００円。地方債元金の

償還で、前年度と比較して２，２４７万１，０００円の増額計上となっています。 

次に、２目利子、本年度予算額４，３９３万２，０００円。地方債償還利子のほか、

一時借入金及び基金繰替運用に係るそれぞれの利子を計上しています。 

続きまして、１１款予備費の説明を行います。予算書の１４２ページです。 
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１１款１項１目予備費、前年度と同額の１００万円を計上しています。以上です。 

石川委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。ございませんか。（なしの

声） 

ないようですので質疑を終了していたします。それでは、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２１分） 

（午後 ２時２２分） 

石川委員長  では、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

審査順序１６番目、一般会計歳入のうち、第１款町税についての審議を行います。

それでは説明をお願いいたします。 

税務課長  それでは、予算書１７ページをお開きください。 

 １款町税１項１目個人、本年度予算額３億３，７９８万４，０００円。１節現年課

税分３億３，７０３万９，０００円。均等割、納税義務者数４，０４６人を見込み、

１人当たり３，０００円で、１，２０１万６，０００円。所得割、３億２，５０２万

３，０００円。収納率は、９９％で計上しています。２節滞納繰越分９４万５，００

０円。繰越見込額に収納率８％で計上しています。 

 ２目法人、本年度予算額５，１２９万１，０００円。１節現年課税分５，１２４万

４，０００円。均等割は２２７法人を見込み、２，５４８万２，０００円。法人税割

は２，５７６万２，０００円。収納率は、いずれも９９％で計上しています。２節滞

納繰越分４万７，０００円。繰越見込額に収納率１０％で計上しています。 

 次に、２項１目固定資産税、本年度予算額３億４，７３０万５，０００円。１節現

年課税分３億４，６６８万７，０００円。土地は、住宅用地特例の増加による課税標

準の減で７，００７万４，０００円。家屋は、新築住宅増加により課税客体の増加を

見込み、２億５０１万６，０００円。償却資産については、７，１５９万７，０００

円。収納率は、９９％で計上しています。２節滞納繰越分６１万８，０００円。繰越

見込額に収納率８％で計上しています。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額１６５万７，０００円。北海道が

所有する学校公宅、道営住宅等の土地・家屋と北海道森林管理局所有の防風林敷地に

係る価格により計上しております。次ページへまいります。 

３項１目環境性能割、本年度予算額１８５万５，０００円。 

２目種別割、本年度予算額２，８３１万２，０００円。１節現年課税分２，８２９

万２，０００円。原動機付自転車４４万１，０００円。軽自動車２，４９０万９，０

００円。小型特殊自動車２９４万２，０００円。収納率は、９９％で計上しています。

２節滞納繰越分２万円。実績を考慮し計上しています。 

 次に、４項１目町たばこ税、本年度予算額６，６５４万４，０００円。 

５項１目入湯税、本年度予算額１，４６３万円。前年度等実績見込により計上して

います。以上です。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ござい

ませんか。（なしの声） 

では、ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

では、質疑を終了いたします。また職員の入替えがありますので、暫時休憩いたし
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ます。 

（午後 ２時２６分） 

（午後 ２時２６分） 

石川委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

続きまして、審査順序１６番目になります。２款地方譲与税から２２款町債までで

す。では、説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の１９ページでございます。 

２款１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額２，２００万円。国税として揮発油

に課税された地方揮発油税の一定割合分が譲与されるものです。 

２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額６，８００万円。国税として徴収される

自動車重量税の一定割合分が譲与されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、本年度予算額１００万円。国税として徴収される森林環

境税の一定割合分が譲与されるものです。 

３款１項１目利子割交付金、本年度予算額５０万円。北海道に納付された利子割額

のうち、一定割合分が交付されるものです。次に２０ページになります。 

４款１項１目配当割交付金、本年度予算額２５０万円。上場株式などの配当に課税

される道税の一定割合分が交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額１５０万円。上場株式などの

譲渡所得に課税される道税の一定割合分が交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額１，３００万円。北海道に納付され

た法人事業税の一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億８，３００万円。消費税１０％

のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるものです。 

次に、２１ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額５００万円。

リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額９００万円。北海道に納付された自

動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、本年度予算額９００万円。減税の影響による地方

の減収分を補填することを目的に交付されるものです。 

１１款１項１目地方交付税、本年度予算額２７億９，０００万円。内訳は、普通交

付税２３億６，０００万円。特別交付税４億３，０００万円。前年度と比較して６，

０００万円の増額計上となっており、普通交付税は国の地方財政計画を勘案し、また、

特別交付税は近年の実績を考慮し計上しています。 

次に、２２ページ、１２款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額８０万

円。交通違反の反則金を原資に一定割合分を交通安全施設整備のために交付されるも

のです。 

次に、１３款１項１目農林水産業費分担金、本年度予算額９７万９，０００円。１

節農業費分担金では、排水路整備等に係る分担金を計上しています。 

次に、２項１目民生費負担金、本年度予算額１，３８７万６，０００円。１節では

高齢者保護措置費用徴収金、２節では学童保育料、３節では保育所保育料、４節では
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滞納繰越分をそれぞれ計上しています。 

２３ページ、２目衛生費負担金、本年度予算額１７１万３，０００円。長幌第２浄

水場改築事業に係る一般会計出資債利子の長幌上水道企業団負担分を計上していま

す。 

３目土木費負担金、本年度予算額１，７９２万９，０００円。１節では南６線道路

維持費負担金、２節では準工業用地等整備事業に係る北海道住宅供給公社からの負担

金を計上しています。 

１４款１項１目衛生使用料、本年度予算額２４４万円。１節では墓地の使用料及び

管理料、２節では保健福祉総合センター使用料をそれぞれ前年度並みに計上していま

す。 

２目農林水産業使用料、本年度予算額１６万円。ふれあい館使用料を計上していま

す。前年度との主な相違は、農村環境改善センターについて、令和７年４月より指定

管理者制度導入に伴い減額となっています。 

３目商工使用料、本年度予算額１２万５，０００円。ふるさと物産館使用料を計上

しています。前年度との主な相違は、会議室を専用使用していました事業者の撤退に

伴い減額となっています。 

４目土木使用料、本年度予算額２，７１８万９，０００円。１節では道路占用料、

２節では普通河川占用料、３節では公営住宅及び子育て支援住宅使用料、次ページに

なります。４節では滞納繰越分をそれぞれ前年度並みに計上しています。 

５目教育使用料、本年度予算額７８万４，０００円。１節では生涯学習センター使

用料、２節では学校開放使用料を計上しています。前年度との主な相違はスポーツセ

ンターについて、令和７年４月より指定管理者制度の導入に伴い減額となっています。 

次に、２項１目総務手数料、本年度予算額４６０万１，０００円。戸籍や住民票な

どの証明手数料です。 

２目衛生手数料、本年度予算額２７万５，０００円。畜犬登録及び狂犬病予防注射

などの手数料です。 

３目農林水産業手数料、本年度予算額１６万９，０００円。営農証明などの手数料

です。次ページにまいります。 

１５款国庫支出金は、歳出でそれぞれ説明しました事業について、法令等に基づい

た国の負担割合相当分に係る負担金、補助金、委託金が主なものですので、項目のみ

を中心に説明をさせていただきます。 

１項１目民生費国庫負担金、本年度予算額５億７，５５１万５，０００円。１節で

は国民健康保険基盤安定等の負担金、２節では自立支援医療給付費負担金、３節では

障害者自立支援給付費負担金、４節では介護保険低所得者保険料軽減負担金、５節で

は養育医療給付費負担金、６節では障がい児施設措置費給付費等負担金、７節では児

童手当負担金、８節では子どものための教育・保育給付費等の負担金をそれぞれ計上

しています。次ページにまいります。 

２項１目総務費国庫補助金、本年度予算額１億３６６万４，０００円。１節では社

会保障・税番号制度システム整備事業補助金、デジタル基盤改革支援補助金、２節で

はマイナンバーカード交付事務費補助金、社会保障・税番号制度システム整備事業補
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助金を計上しています。 

２目民生費国庫補助金、本年度予算額１億４，９３７万４，０００円。１節では地

域生活支援事業補助金、２節では子ども・子育て支援交付金、保育対策総合支援事業

費補助金のほか、認定こども園等施設整備に係る交付金などを計上しています。 

３目衛生費国庫補助金、本年度予算額２，２６５万５，０００円。１節では疾病予

防対策事業費等補助金、妊娠・出産包括支援事業補助金、出産・子育て応援支援金給

付事業補助金、２節では循環型社会形成推進交付金を計上しています。 

４目土木費国庫補助金、本年度予算額２億６，３６５万９，０００円。１節では準

工業用地等整備事業を含む道路事業に係る社会資本整備総合交付金、道路メンテナン

ス事業補助金、２節では都市公園緑地等事業に係る社会資本整備総合交付金、次ペー

ジ、３節では地域住宅計画事業に係る社会資本整備総合交付金を計上しています。 

５目教育費国庫補助金、本年度予算額４０２万８，０００円。１節ではＧＩＧＡス

クールにおけるパソコン整備に係る補助金、２節では小学校特別支援教育就学奨励費

補助金、３節では中学校特別支援教育就学奨励費補助金をそれぞれ計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額８７３万５，０００円。１節では自衛

隊募集事務委託金、２節では中長期在留者住居地届出等事務委託金、３節では参議院

議員通常選挙に係る委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額２４６万４，０００円。１節では国民年金事務費

交付金、２節では特別児童扶養手当事務取扱委託金を計上しています。次ページにま

いります。 

１６款道支出金につきましても、国庫支出金同様に法令等に基づいた事務事業に対

する道からの負担金、補助金、委託金が主なものですので、項目のみを中心に説明を

させていただきます。 

１項１目民生費道負担金、本年度予算額２億９，０４４万３，０００円。１節社会

福祉費道負担金から１０節児童福祉費道負担金までの内容につきましては、それぞれ

説明欄に記載のとおりでございます。 

２目土木費道負担金、本年度予算額３７９万円。道営住宅管理費負担金を計上して

います。次ページにまいります。 

２項１目総務費道補助金、本年度予算額１９７万円。北海道権限移譲事務費交付金、

土地利用規制等対策事業交付金、住まいのゼロカーボン化推進事業補助金などを計上

しています。 

２目民生費道補助金、本年度予算額５，２５５万４，０００円。１節障害者福祉費

道補助金から、次ページにかけまして、６節児童福祉費道補助金までの内容につきま

しては、それぞれ記載のとおりでございます。 

３目衛生費道補助金、本年度予算額７１９万２，０００円。疾病予防対策事業費等

補助金、北海道不妊治療等助成事業補助金などを計上しています。 

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額４億１，３７３万４，０００円。内容に

つきましては、農業委員会活動促進事業交付金から、水利施設等保全高度化事業補助

金まで、それぞれ記載のとおりでございます。 

５目教育費道補助金、本年度予算額２００万４，０００円。放課後子どもプラン推
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進事業費補助金などを計上しています。次ページにまいります。 

３項１目総務費委託金、本年度予算額１，６９６万１，０００円。１節では道税徴

収委託金、２節では経済センサス委託金、国勢調査委託金などを計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額１万円、人口動態調査委託金を計上しています。 

３目土木費委託金、本年度予算額１８万４，０００円。１節及び２節について、そ

れぞれ説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、１７款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２，６９５万５，０００円。１

節では土地貸付料として、町有地３２件、工業用地２件分を、建物貸付料は教職員住

宅や移住体験住宅分などを見込み計上しています。２節では光ファイバー整備に伴い、

ＮＴＴからの貸付収入を見込み計上しています。 

２目利子及び配当金、本年度予算額２０２万９，０００円。各基金から生ずる利子

を計上しています。 

３目基金繰替運用収入、本年度予算額８９万３，０００円。基金等から資金を繰り

替えての運用を見込み計上しています。次ページにまいります。 

２項１目不動産売払収入、並びに２目物品売払収入は科目設定のための予算計上で

す。 

次に、１８款１項１目一般寄附金並びに２目教育費寄附金についても科目設定のた

めの計上です。 

３目ふるさと応援寄附金、本年度予算額２億円。前年度実績を考慮し計上していま

す。次ページにまいります。 

１９款１項１目財政調整基金繰入金、本年度予算額２億３，５８０万５，０００円。

本年度予算の編成に当たり、不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較して２，

７５０万３，０００円の減額計上となります。 

２目減債基金繰入金、本年度予算額１億１，６９１万３，０００円。財政調整基金

と同様に不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較して、３６１万９，０００円

の増額計上となります。 

３目地域福祉振興基金繰入金、本年度予算額１，３３１万７，０００円。認定こど

も園等施設整備事業に充当するものです。 

４目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、本年度予算額１，０８０万円。指定管理

料、町民入館料負担事業に充当するものです。 

５目ふるさと応援基金繰入金、本年度予算額１億８，２２０万円。子育て支援や高

齢者支援などの寄附指定事業を中心に充当するもので、前年度と比較して１，８４０

万円の減額計上となります。 

６目森林環境譲与税基金繰入金、本年度予算額３８万２，０００円。地域材活用推

進事業に充当するものです。 

次の教育振興基金繰入金につきましては皆減となります。 

次に、２０款１項１目繰越金、令和６年度会計からの繰越金で前年度と同額の２，

０００万円を計上しています。次ページにまいります。 

２１款１項１目延滞金並びに２項１目町預金利子については科目設定です。 

次に、３項１目地域総合整備資金元金収入、本年度予算額２６６万６，０００円。
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町内事業者によるサービス付き高齢者向け住宅及びグループホームなどの整備事業

に対して、町が資金貸付を行った分割償還分で、前年度と同額を計上しています。 

次の水洗化資金貸付金元金収入については皆減です。次ページにまいります。 

４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、本年度予算額１，１１５万１，０００

円。北海道住宅供給公社が所有する管理用地の草刈り業務などを受託するものです。 

２目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額１，２１６万２，０００

円。後期高齢者医療広域連合受託事業収入、高齢者保健事業と介護予防特別調整交付

金です。 

３目土地改良事業調査受託事業収入、本年度予算額３５１万２，０００円。全２地

区に係る換地業務分です。 

次に、５項１目総務収入、本年度予算額３５６万３，０００円。まちづくり・人づ

くり推進交付金、地域内フィーダー系統確保維持費補助金を計上しています。 

２目民生収入、本年度予算額４６１万８，０００円。介護予防サービス計画費収入

を計上しています。 

３目農林水産業収入、本年度予算額６，８１９万８，０００円。内容につきまして

は、農業者年金業務委託手数料から機場維持管理負担金まで、それぞれ記載のとおり

でございます。 

４目給食費収入、本年度予算額２，３６５万円。１節では児童生徒及び教職員分の

給食費を、次ページ、２節では滞納繰越分を見込み計上しています。 

５目雑入、本年度予算額１，８１３万３，０００円。内容につきましては、北海道

町村会町村助成金から、次ページ、その他雑入まで記載のとおりでございます。 

次に、２２款１項１目民生債、本年度予算額５，４２０万円。認定こども園等施設

整備事業に係る起債の借入です。 

２目衛生債、本年度予算額４４０万円。南空知葬斎組合伏古斎苑改修事業に係る起

債借入です。 

３目農林水産業債、本年度予算額４，６００万円。１節では農業競争力基盤強化特

別対策事業、次ページ、２節では水利施設等保全高度化事業などに係る起債の借入で

す。 

４目土木債、本年度予算額３億２，６００万円。１節では町道及び橋梁長寿命化整

備、２節では準工業用地等整備事業、３節では公園施設長寿命化整備、４節では公営

住宅改修事業に係る起債の借入です。 

５目消防債、本年度予算額６１０万円。消防水利整備に係る起債の借入です。 

６目教育債、本年度予算額３億１，５３０万円。１節では小学校改修事業、２節で

は農村環境改善センター改修事業などに係る起債の借入です。 

次の総務債、並びに臨時財政対策債につきましては皆減でございます。以上で歳入

の説明を終わりまして、次に、予算書の９ページをごらん願います。 

予算書の９ページにつきましては、第２表継続費でございます。 

第２表継続費につきましては、小学校改修事業について、２か年にわたり事業を実

施するものでございます。なお、総額年度及び年割額につきましては、それぞれ記載

のとおりでございます。次に１０ページをごらん願います。 
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第３表債務負担行為です。中小企業総合振興資金利子補給は、北海道の融資制度資

金借入金の利子補給分です。給食センター管理用備品譲渡契約については、北海道備

荒資金組合備品譲渡事業を活用するためのものです。なお、期間及び限度額につきま

しては、それぞれ記載のとおりでございます。次に、１１ページをごらんください。 

第４表地方債です。１５事業分に係る起債を予定しており、それぞれの限度額は、

先ほど２２款町債の中で説明した予算額と同額です。なお、起債の方法、利率及び償

還の方法につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。以上です。 

石川委員長  それでは説明が終わりましたので、これより質疑を行います。いかが

でしょうか。質疑ございませんか。（なしの声） 

よろしいですか。質疑がないようですので、審査を終了いたします。 

このあともう一つありまして、審査順序１７番目、継続費に関する調書、それから

審査順序１８番目、債務負担行為に関する調書及び審査順序１９番目の地方債に関す

る調書についての説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書につきましては１５４ページになります。 

予算書１５４ページにつきましては、継続費に関する調書の説明を行います。小学

校改修事業に係る継続費です。当該年度の支出予定額を２億８，２５８万８，０００

円。翌年度以降の支出予定額を５，８７６万２，０００円とするものです。次に、予

算書１５５ページをごらん願います。 

１５５ページにつきましては、債務負担行為に関する調書の説明です。次ページに

かけまして、全２４事業分です。表下の合計欄、左が限度額で２億５６１万２，００

０円。その右は令和６年度末までの支出見込額で、１億７，８７０万円。その右は、

令和７年度以降の支出予定額で２，６９１万２，０００円となっています。続きまし

て、１５７ページをごらん願います。 

１５７ページにつきましては、地方債に関する調書でございます。全１９事業分で

す。左の令和５年度末現在高から、右端の令和７年度末、現在高見込額について記載

をしています。表下の合計なんですが、令和５年度末現在高は７５億２，０６７万２，

０００円で、既に決算により確定をしています。 

次に、令和６年度末現在見込額は、８０億１０６万円です。 

次に当該年度、令和７年度増減見込ですが、起債見込では、１番、一般公共事業債

１億１，８００万円。２番、財源対策債９，４２０万円。７番、社会福祉施設整備事

業債７５０万円。９番、一般補助施設整備事業債４，６７０万円。１０番、一般単独

事業債９，６８０万円。１２番、緊急防災・減災事業債３億３，１００万円。１８番、

道貸付金５，７８０万円で、その合計は７億５，２００万円です。この隣の令和７年

度中、元金償還見込額は６億３，０９６万１，０００円です。 

最後に、令和７年度末現在高見込額合計は８１億２，２０９万９，０００円で、前

年度末と比較して１億２，１０３万９，０００円の増額となっています。以上で説明

を終わります。 

石川委員長  それでは説明が終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが、

質疑ございませんでしょうか。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了いたしますがよろしいでしょうか。（はいの声） 
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それでは、質疑を終了いたします。 

それでは、本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１１日午前

９時半まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ３時１３分） 



 １ 

予算審査特別委員会記録 

（３日目 R7.3.11  9:30～11:15） 

 

石川委員長  これから予算特別委員会をまた再開するわけですけども、本日はもう

１４年目になりましたが、東日本大震災の発生日でございます。そういったことで、

本来でしたら２時過ぎに行うことなんですけれども、その頃にはもう閉会になってい

るだろうと思いますので、朝の段階でみんなで黙祷して鎮魂の気持ちをあらわしたい

と思います。そういったことで、御起立をお願いいたします。 

局長  それでは黙祷を始めます。（黙祷する） 

黙祷を終わります。御着席ください。 

それでは、予算特別委員会を始めていくんですけれども、先日保健福祉課のところ

で預かりになっていたボランティアポイントの関係を、病院費に入る前に保健福祉課

長のほうから御説明をいただきたいと思います。 

保健福祉課長  お時間いただきましてありがとうございます。３月７日の介護特別

会計の、佐藤委員からのボランティアポイント事業において、団体登録している方は

ポイントがつかないのではないかという御質問に対してお答えします。ボランティア

ポイント事業の参加できるボランティアは、４０歳以上の介護認定を受けていない全

ての方としております。ボランティアポイント事業の登録は、年度ごとに社会福祉協

議会で登録申請を行っています。ボランティア団体に加入されている方でも問題なく、

ボランティアポイント事業に参加はできます。申請は個人で申し込みに来られてもよ

ろしいですし、団体が一括して申請されても問題はございません。申請された方には、

個人ごとにボランティアポイント手帳を配布しています。従いまして、団体だからと

いってボランティアポイントを押してもらえないということはございませんし、参加

したい方は申請いただいて、個人のボランティアポイント手帳をお持ちいただき、ポ

イントを付与していきたいと考えてございます。ただ、団体によってはその団体自体

がボランティア団体として活動しているので、その活動の一環としてやっている場合

もございます。そちらについては、団体の考え方でボランティアポイントの登録をし

ないということもございますし、そこについては個人個人でこのポイント事業は行っ

ておりますので、御判断いただきたいと思っております。以上です。 

石川委員長  何かございませんか。（なしの声） 

それでは、１０日より延会となっておりました予算審査特別委員会をただいまから

再開いたします。本日の出席人員は１０名全員であります。なお、議長も出席いただ

いております。直ちに会議を開会いたします。 

審査順序２０番目、病院事業会計について審査を行います。それでは説明をお願い

いたします。 

病院事務長  それでは、令和７年度病院事業会計予算を説明いたします。説明は、

要点や前年度予算と比較して増減が大きい項目を中心とさせていただきますので、あ

らかじめ御了承願います。 

最初に、予算書７ページをお開き願います。収益的収入及び支出のうち、収入です。
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１款病院事業収益１項１目入院収益、本年度予算額３億８，３２５万円、３，２８５

万円の増です。入院患者は、令和４年度に策定しました経営強化プランの本年度目標

値であります１日平均４２人、平均単価は実績を踏まえ、経営強化プランの目標値を

上回る、前年度２万４，０００円から１，０００円増の２万５，０００円を見込み計

上しています。 

２目外来収益、本年度予算額１億２，５２９万８，０００円、８８１万７，０００

円の増です。新型コロナの５類移行後、患者の検査控えなどで、外来の単価はやや下

がっていますが、外来患者数は経営強化プランの目標値を上回っている実績を踏まえ、

外来患者を１日平均６７人、平均単価を前年度７，４７３円から２７２円増の７，７

４５円と見込み、計上しております。昨年７月に長沼町内で新たに眼科クリニックが

開業したところです。今年１月時点で、眼科の延べ患者数が９３６人と、昨年同期は

９０５人であったことから、現在のところ大きな影響はないと考えてございます。 

３目その他医業収益、本年度予算額８，１３１万２，０００円、８２９万８，００

０円の増です。１節医業相談収益で８５６万５，０００円の増です。現在、健診を含

め、胃カメラでございますけれども、上部内視鏡検査は院長と近藤先生が隔週交代で

週１枠５人までとなってございますが、医師の確保により、この枠を一つ増やす予定

です。このことで健診の受診増を見込み、あわせて直近実績を踏まえ、９０万円程度

の増でございます。もう一つは、インフルエンザをはじめ各種ワクチン接種に係る収

入ですが、こちらも実績を踏まえ、７６６万円程度の増です。 

続きまして、８ページをお開き願います。２項医業外収益、本年度予算額２億８６

１万６，０００円、１，３８０万１，０００円の減です。このうち、４目他会計繰入

金で、本年度予算額１億７，７７９万円、１，４６６万円の減です。普通交付税では、

令和２年度に実施しました病床数削減による緩和措置が令和６年度で終了しまして、

基礎数値が５７床から４４床となることから、９３６万円の減です。この他、特別交

付税でも基礎数値が４７床から４４床となることから、３４１万円程度の減となりま

す。繰入基準によらない一般会計繰入金、いわゆる基準外繰入金でございますが、経

営強化プランや直近の実績を踏まえ、前年度予算額２，０００万円から５００万円減

額し、１，５００万円とします。この額は、病床転換及び病床数削減前の令和２年度

予算額７，０００万円から５，５００万円の減額となります。 

５目その他医業外収益１節その他医業外収益、本年度予算額１，０８７万４，００

０円、２３３万程度の増です。職員寮収入やおむつ代、町からの病児病後児保育委託

料などですが、このうち６５歳以上の高齢者が対象の新型コロナワクチン予防接種に

係る助成金は、令和６年度の実績を踏まえ、２２７万円程度の増です。 

７ページにお戻り願います。収益的収入全体で、本年度予算額７億９，８４７万６，

０００円、３，６１６万４，０００円の増となります。 

９ページをお開き願います。収益的支出の説明に入ります。１款病院事業費用１項

１目給与費、本年度予算額５億１７５万４，０００円、５，１３６万８，０００円の

増です。医師１名及び正職員の看護師３名の追加と給与改定などが主な理由です。 

常勤医１名増に伴う外来診療体制などにつきましては、現在医局で検討中です。医師

の２名体制となる２診は、現在、月曜、木曜、金曜の午前だけとなっております。こ
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の２診枠の拡大や健診、訪問診療の増なども見込んでございます。このほか、入職す

る医師も週１回、当直に入りますので、平日週３回、常勤医が当直を担うことで、小

児の時間外患者を診察できる機会も増えますし、院長が希望されております町立病院

や医師をより身近に感じていただけるよう、地域に出向いて町民と身近に接する機会

を増やしたいということも実現できるのではないかと考えてございます。また、医師

の働き方改革という点では、現在３名で分担してございます訪問診療に係る夜間、休

日の電話当番や平日当直出張医の出勤前後に対応してございます、早出番や残り番な

ども４名で分担することで医師の負担軽減につながるものと考えております。 

１２ページをお開き願います。３節報酬につきましては、医師の確保で当直医を含

めた出張医の報酬は減りますが、この節では会計年度任用職員の報酬も計上しており

ます。こちらも時給単価改定により、節のトータルでは１５５万６，０００円の増で

す。 

１３ページをごらん願います。２目材料費、本年度予算額４，５０２万５，０００

円、１，１２４万７，０００円の減です。社会経済情勢の影響で、１節薬品費から 

４節医療消耗備品費まで全般的に単価は上昇しておりますが、実績を踏まえた精査に

より減としています。 

１４ページをお開き願います。３目経費、本年度予算額１億９，０８５万円、 １

３４万円の減です。２節報償費から２２節雑費まで、減額している科目もありますが、

全般的に令和６年度の実績を踏まえた精査が理由となってございます。このうち、３

節旅費交通費は医師の確保に伴う赴任旅費の追加、６節消耗備品費も医師の確保に係

るパソコンと、お子さんや保護者により安心して受診してもらえるよう、小児科の環

境整備に伴う関連備品購入費の追加による増でございます。７節光熱水費は、電気料

の増です。 

１５ページの１１節修繕費は、今年度実績を踏まえた減でございます。令和６年度

におきましては、一部箇所からの水漏れといった小破修繕はありましたが、これまで、

入院患者さんや診察に影響するような大きな修繕や対応はありません。将来的に予定

しております大規模修繕につきましては、令和６年度も引き続き、関係部署や業者を

交えて検討を行い、この時点での修繕、また、改修すべき箇所をピックアップしまし

て概算費用も算出しているところでございますが、これらをベースに改めて令和７年

度にブラッシュアップしまして、令和８年度実施設計、令和９年度以降の施工を予定

し、それに向けての準備を進めてまいります。 

１６ページをお開き願います。１８節手数料では、臨床検査などは実績を踏まえた

減、また医師確保による医師紹介会社への紹介手数料の減などによるものでございま

す。新たにキャッシュレス決済手数料として４０万円を計上しております。町立病院

におきましても、患者さんの利便性向上と事務負担の軽減を目指し、クレジットカー

ドや電子マネー決済の導入を進めます。１９節賃借料です。インフルエンザと新型コ

ロナワクチンの予約につきましては、令和６年度から試行的にアプリのＬＩＮＥによ

る予約方法を併用しておりまして、こちらも電話と窓口のみであった従来の方法から、

患者さんの利便性向上と事務負担の軽減につながったところでございます。令和７年

度からは本格的にこの予約方法を導入する予定でおりまして、インフルエンザや新型
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コロナワクチン以外の小児ワクチンなども、年間を通じワクチン全般で対応できるも

のと考えておりまして、このシステムの導入経費６０万円程度を計上しております。 

１９ページをごらん願います。２０節委託料では、令和７年度も事務業務の軽減と

いった医師の働き方改革につながる医師事務作業補助者１名分の経費を計上してお

ります。この他、新規といたしまして病院運営に係る適正経営コンサルティング料と

して３３０万円を計上しております。町立病院は昨年秋に病床数削減と機能転換から

丸３年を経過したところでございますが、こちらにつきましては、近い将来の大規模

修繕も予定している中で、これまでの検証とこれからの見通しについて、一度専門の

コンサルに分析してもらい、今後に生かしたいという院長の要望を踏まえたものでご

ざいます。 

９ページにお戻り願います。１項医業費用全体の本年度予算額７億９，４２２万４，

０００円、３，８１６万４，０００円の増です。 

２１ページをお開き願います。 ２項医業外費用、本年度予算額２８９万９，００

０円、１７万４，０００円の減です。 

１目２節一時借入金利息は、しばらく借入実績がなく、また予定もないことから科

目設定のみとなってございます。なお、今年１月末の現金保有高は、定期預金１億５，

０００万円をあわせて、５億２，０００万円程度と過去最高レベルの状況が続いてご

ざいます。 

５ページにお戻り願います。上段、収益的支出全体では、本年度予算額７億９，７

２２万４，０００円、３，７９９万円の増となります。以上で、収益的収入及び支出

の説明を終わります。 

続きまして、２２ページをお開き願います。 資本的収入及び支出です。はじめに

資本的収入について説明いたします。１款資本的収入、予算額５，６８０万７，００

０円、１，１２６万２，０００円の増です。 

１項１目出資金１節一般会計出資金２，７５８万２，０００円、８６万２，０００

円の増です。一般会計から企業債償還元金の町負担分繰入金です。 

２項１目１節国保会計繰入金、本年度予算額４１２万５，０００円、増減はありま

せん。国保調整交付金分で、内視鏡システム更新への充当を予定しております。 

３項１目企業債、本年度予算額２，５１０万円、１，０４０万円の増です。病院事

業債を活用した医療機器及び病院設備整備によるものでございます。  

２３ページをごらん願います。資本的支出について説明いたします。１款資本的支

出、本年度予算額７，０６９万９，０００円、１，１７１万１，０００円の増です。 

１項建設改良費１目固定資産購入費１節器械及び備品購入費、本年度予算額２，５

６９万６，０００円、１，４４３万３，０００円の増です。内容につきましては説明

欄に記載のとおりでございますが、上の内視鏡システムは、導入から８年経過し、令

和６年度で交換部品の製造と保守契約終了。内視鏡洗浄機につきましては導入から１

３年経過し、劣化のためいずれも令和７年度中の更新を予定するものでございます。

その下、調剤部門システムは、令和６年度に見送りました更新を令和７年度に予定す

るもので、一番下の内視鏡トレーニングモデルは、入職予定医師の内視鏡操作上達に

向けて購入を予定するものでございます。 
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２目病院整備事業費１節工事請負費、本年度予算額３６３万円、４０１万５，００

０円の減です。ボンベから酸素が必要な入院患者さんに酸素を送り込むホースと、そ

れに関連するシステムであります酸素マニホールドですが、導入から２０年以上経過

していることから、令和７年度に改修工事を予定するものです。 

２項１目１節企業債償還金４，１３７万３，０００円、１２９万３，０００円の増、

過年度投資分の償還元金でございます。 

続きまして、２４ページをお開き願います。このページから３２ページにかけまし

ては、給与費明細書でございますが、概要説明とさせていただきますので、御了承願

います。  

２４ページは、職員数や職員給与費などにおける令和７年度と前年度の比較増減を

示した総括表となります。 

２５ページは、会計年度任用職員以外の職員に係る職員数や給料などについて、２

６ページにつきましては、会計年度任用職員に係る職員数や報酬などについて、それ

ぞれ前年度との比較増減を示してございます。 

２７ページ及び２８ページにつきましては、給料及び手当の増減額の明細、２９ペ

ージから３２ページにかけましては、（１）の職員１人当たりの給与から（８）その

他の手当まで、給与給料及び職員手当等の状況となってございます。以上が、給与費

明細書関係でございます。 

続きまして、３３ページをごらん願います。このページから３９ページにかけまし

ては、財務諸表となってございます。こちらも概要説明とさせていただきます。 

３３ページそして３４ページは、令和７年度予定貸借対照表となってございます。 

３４ページ下段の７剰余金（２）欠損金、ロの当年度の純利益です。令和７年度当

初予算における収益的収入と支出の差し引き、１２５万２，０００円を見込んでおり

ます。 

３５ページ及び３６ページは、令和６年度予定損益計算書となってございます。続

きまして、３７ページ及び３８ページにつきましては、令和６年度予定貸借対照表と

なってございます。いずれも、令和６年度の直近予算を踏まえ、作成してございます。 

３９ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。令和７年度における病院事業

会計の資金の流れを表しているものです。 

４０ページをお開き願います。こちらは注記事項となってございます。記載のとお

りでございます。 

最後の４１ページにつきましては、企業債に関する調書で、令和７年度借入予定の

２件を含む、全１３件の企業債の明細となってございます。 

それでは、１ページにお戻り願います。第２条業務の予定量です。病床数は一般病

床６０床、年間延べ患者数は入院１万５，３３０人、外来１万６，１７９人、１日平

均患者数は入院４２人、外来６７人を見込んでございます。 

続きまして、第３条収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額につき

ましては、収入７億９，８４７万６，０００円、支出７億９，７２２万４，０００円

とし、収入と支出との差し引き１２５万２，０００円の純利益を見込んでございます。 

２ページをお開き願います。第４条資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出
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の予定額につきましては、収入５，６８０万７，０００円、支出７，０６９万９，０

００円とし、収入と支出との差し引きで不足する１，３８９万２，０００円を損益勘

定留保資金で補填するものでございます。 

第５条企業債です。医療機器購入事業に係る借入限度額を２，１５０万円、病院設

備整備に係る借入限度額を３６０万円とし、起債や償還の方法、利率を記載してござ

います。  

３ページをごらん願います。第６条一時借入金です。限度額を５，０００万円とし

ます。 

第７条議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費を５億１７５万４，

０００円、交際費を３０万円とするものです。 

第８条たな卸資産の購入限度額を４，２１６万８，０００円とするものです。以上

で、令和７年度病院事業会計予算の説明を終わります。 

石川委員長  説明が終わりましたので、ただいまより質疑を行いたいと思います。 

細川委員  予算資料の２０ページですけれども、キャッシュレス決済導入事業につ

いて質問いたします。キャッシュレス決済が始まるということで、住民の方の便利も

広がってよかったなと思うんですけれども、この取り扱いできるクレジットカード等

は、今年２月から町で書かない窓口でキャッシュレス決済やっているんですけれども、

同じような形態なのでしょうか。それとももっと限定されているのか、その辺で１点

質問です。 

もう１点は、開始時期はいつ頃を予定されているか教えていただきたいと思います。 

町立病院事務次長  キャッシュレス決済の御質問に対しまして回答させていただ

きます。まず、今回病院のほうで導入を予定しているのが、日本医師会ＯＲＣＡ管理

機構というところがございまして、そちらが運用するサービスを導入しようと考えて

ございます。こちらのサービスを今回導入予定としたのは、一般的なキャッシュレス

のサービスと比較しまして、日本医師会の会員が使えるということで、手数料の料率

が比較的安いということ、医療機関専用のサービスであるということで、今こちらの

導入を進めたいと考えているところでございます。導入できるキャッシュカード等で

すけれども、導入する場所が違うものですから若干違うんですけれども、キャッシュ

カードでいえばＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、ＪＣＢ、Ａｍｅｘ、Ｄｉｎｒｅｓ、

ＤＩＳＣＯＶＥＲの６社で、このうちＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄについては医

師会会員の場合は特に特別料率ということで手数料が低く、さらに非課税となるとい

うことで、有利な部分かなと考えております。それ以外につきましてオプションでと

いうことになっておりまして、電子マネー、交通系ＩＣカード、こちらは町のキャッ

シュレス決済と同じものが利用可能となっております。それとＱＲコード決済、Ｐａ

ｙＰａｙ等につきましては、最初の段階では導入しないということで今進めておりま

す。 

導入開始の時期ですけれども、こちらの管理機構のほうに申請をして、審査期間が

大体１か月から２か月というように提案されております。今回予算を議決していただ

いた後に動き出すということで、早ければ５月、遅ければ６月くらいには実施できれ

ばというところで今進めているところでございます。以上です。 
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細川委員  ありがとうございます。今お話を聞いていると、日本医師会の関係とい

うことですので多分ほかの病院で使っているような感じなのかなと思うんですけれ

ども、これは料金が安いということで、それはよかったのかなと思います。なお、こ

ちらの開始時期が５月から６月くらいの予定だということで、もし決まりましたら開

始時期はぜひ町民の方にＰＲしていただきたいと思います。以上で終わります。 

町立病院事務次長  開始時期につきましては、病院だより、町広報等で周知させて

いただければと思っております。 

石川委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  私のほうから、外来難聴者に対する医者との対応についてということで

お尋ねしたいと思います。町民のほうからもお話があったんですけれども、高齢化と

ともにだんだん難聴になる方が今増えてきているということで、これまでもあったん

ですけれども、外来の時に医者との会話が漏れてしまって、個人的な情報が聞こえて

しまうと。以前そういう話もあって、病院のほうでも結構改善されてきたと思うんで

すけれども、まだそういうお話があったものですから、病院のほうではどのように対

応されているのか、その１点だけお聞きいたします。 

町立病院総務係長  御質問のありました外来診療において、難聴の患者様への対応

についてはいくつか方法がありますが、筆談が一般的で効果的な方法と考えておりま

す。確実な情報伝達の方法として、補聴器や読唇術を用いても言葉が伝わりにくい場

合がございます。筆談なら重要な医療情報を正確に伝えることができますし、文字の

やりとりは患者様にとっても視覚的に確認できるため、不安の軽減につながります。

医師も症状や診断名、治療方法など具体的な情報を紙に書きながら説明することで誤

解を防ぐことになります。場合によっては、パソコンやタブレットを用いて説明する

場合もあります。耳が遠い方には耳元で話したり、口の動きを意識してゆっくりはっ

きり話しています。いずれにしても、患者様が安心して診療を受けられるよう工夫し

ながら対応しているところでございます。 

佐藤委員  病院側としても、いろいろ対策を練ったり御努力をされているなという

思いは、今お聞かせいただいて理解したところではあるんですけれども、やはりそれ

でも対応できないという部分には、今期から役場の窓口と保健福祉の窓口に骨電動イ

ヤホンというのが導入される予定になっているんですよね。それで、私もどういうも

のかと思って１回試したことがあるんです。耳の中にイヤホン入れるのではなくて、

耳の上というんですか。耳の穴に入れないものなので、高齢者にとっても違和感なく、

すごく使いやすいということで、現在空知信金にもありまして、高齢者の方にも好評

だという話でした。先日、私も骨伝導イヤホンがどういうものなのかということで試

してみたんですけれども、そういうものがあれば先生とのやりとりもスムーズにいく

のではないのかなという思いがあります。そんなに高価なものではないので、まず導

入していただいて、設置してみてはどうかなという思いではあるんですけれども。 

町立病院事務次長  骨伝導イヤホンの関係ですけれども、先日事前にこの御質問を

いただきまして、保健福祉課、住民課のほうでそういったものを入れるという話を

我々も聞きまして、現在外来のほうにもこういうものがあるよということで、そのお

話をいただいてから、主任の外来の看護師等にもお話をしています。良いものであれ
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ばぜひ導入も検討したいなとは考えているんですけれども、あとはうちが医療機関と

いうこともありまして、やはり加齢による難聴というのはなかなかすぐに治るような

ものではないんですけれども、それを少し改善するために耳鼻科につなげるですとか、

そういったことも含めて総体的に検討していければということで、骨伝導イヤホンに

つきましても、良いものであればぜひ検討したいなというように考えております。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  ２点伺います。訪問診療や小児科などのＰＲということで、病院に行っ

ている方、あとは病院だよりとかでもいろいろ書いているので、読まれている方はわ

かっているんですけれども、なかなか外から見てというか、そういうのでは町立病院

の所に大型看板というか、診療内容などが書かれたそういう看板を設置してはどうか

と思うんですけれども、その辺の検討をされているかどうかが１点です。 

それから、訪問診療の中で先日も栗山に訪問診療のクリニックができたということ

が新聞にも載っていて、先日チラシも入りました。そういう形で、町内外に町立病院

が取り組んでいるということをもう少し大胆にアピールしてもいいんじゃないかと

思うので、その辺をさらに工夫してほしいなと思うんですけれども、それについて伺

います。 

あとは、先ほど病院の大規模改修について、令和９年度にということでお話があっ

たんですけれども、令和５年度に出された経営強化プランの中でも少しだけ触れてい

るのですが、町立病院が２０２６年で築４０年になりますよね。ということで、今改

修したり医療機器を入れ替えたりとことをやっているんですけども、そろそろ病院自

体をどうするかという議論は始まっているのか、もう始めていく必要があるのではな

いかと思うんですけれども、その辺でもし形として今動いているというのであれば、

説明をお願いしたいと思います。 

町立病院事務次長  ただいまの質問でございます。まず看板について、今のところ

看板を立てるということは検討していません。 

ＰＲ方法ということで、以前の全員協議会でもお知らせしましたが、６月から常勤

医師が４名体制になりますので、訪問診療のほかにも小児ワクチンですとか内視鏡検

査、そういった各種診療サービスの拡充が見込める状況でございます。この内容につ

きましては、今医局のほうで検討していただいているところでございます。それと、

小児科の診察室についても、壁紙を張り替えてみたりですとか備品を少し入れかえた

りということで、環境の整備を進めているところでございます。これらのＰＲにつき

ましては、６月以降その診療の体制が決まった時点で、病院のパンフレットがあるん

ですけれども、少し年数が経っているものですから、それを新しくつくりまして、ま

ずは町民の皆さんに配布をしてＰＲをしたいというように考えております。それで訪

問診療の町内外への広報という部分ですけれども、これは医療機関によります広報、

広告というのが医療法で規定されております。感想ですとか、こういうことは一般的

な広告でＰＲするような部分というのが規制されていまして、なかなか町外に出して

も診療時間、診療科目、こんな先生がいますよというぐらいの限定的なものでありま

すので、その部分については今後検討をしていく部分かなと。まず町内にしっかりと

周知をしていきたいなというように考えてございます。 
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最後に大規模改修の部分でございますけれども、先ほど予算の説明でありましたと

おり、今年は経営コンサルということで、コンサルを入れて今の病院の経営状況等を

踏まえた上で、これくらいの規模ですとか、こういった体制ですとか、そういったも

のを何点かプレゼンしてもらうというか、提案してもらうというものを今考えてござ

います。それをもとに今後大規模改修等につきましても、どういったものが一番適切

なのかということを検討していきたいというように考えております。このタイミング

でのコンサルというのは、もちろん院長のほうからも要望がありましたし、令和５年

度、４年度につきましては決算等でも１億円以上の利益が出たんですけれども、これ

はコロナのおかげという言い方はおかしいんですけれども、それによって単価が上が

ったりということで、かなり病院のほうも収入がよかったという部分で、今ちょっと

６年度がそれらのコロナ関係の加算等がなくなりまして、大体今が今後に向けてベー

スとなる収支になるのかなという部分で、これを踏まえた上でこの経営コンサル、規

模コンサルというものを入れて、先ほど言ったような今後の規模等について、土台に

できればなというように検討を進めたいと考えております。以上です。 

熊木委員  ありがとうございます。宣伝とか、大型看板の設置はないということだ

ったんですけれども、やはり町立病院が取り組んでいる医療をよくわかってもらうと

いうことがすごく必要だと思うんですよね。この間、医療クラークを入れたりとか、

あとは電子カルテ、そして今回もキャッシュレス決済とか、いろいろ改善していて、

利用者に使いやすいような病院ということではすごく努力されていると思うんです。

それがもっともっとわかるようにということが必要ではないかなと思います。それで、

例えば今、小児科の環境を整備するということで、壁紙を張り替えたりして目に見え

るような形で変わっていった時に、例えば北海道新聞の空知版のところで、町立病院

がこんなふうになりましたとか、そういうものを載せてもらうということだけども、

町内の人はもちろんですけれども、町外の人も、私たちもやはり栗山とかいろんな近

隣の町のそういうホットなニュースはすごくしっかり見ているので、それも効果があ

るのではないかと思うので、その辺は検討してほしいと思います。 

あとは改修についてですけれども、経営コンサルを入れていろいろやっていくとい

うところで、大規模改修というか、直しながら今進めているんですけれども、やはり

４０年経過するということは、かなりいろいろ部分的に直しても元のそのものがもう

古くなっているので、やはりもうそろそろというか、考える時だと思うんですよね。

それで、今は町の方針というか、施策の中では交流人口を増やすということがもう一

番にきて、だけどもそろそろ本当に今いる町民の健康とかに役立つような形で、やは

りそれが町民みんなの願いではあると思うんですよね。だからいずれ年をとっていく

時に、やはり町外の病院にはなかなか行けなくなってくる人が、町立病院があるとい

うことで安心して医療にかかれるということで、その一環として訪問診療もあるし、

それから今医師が４名体制になるということでは、もっともっと良くなると思うんで

すよね。ですからそういうことを考えて、ぜひ経営コンサルを入れて今その検討をし

ていくということなので、そこのところにもう少し町民の意見などが反映されるよう

な形になっていくのが望ましいと思うんですけれども、その辺できっと考えているこ

とがあると思うので、もしお話しできることがあれば答弁をお願いしたいと思います。 
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町立病院事務長  まず、当院の取組について御理解をいただきまして、また、貴重

な御意見をいただきましてありがとうございます。当院は現在、先ほど次長から話が

ありましたが、病院だよりであったりとか、あるいは町の広報、そしてＳＮＳといっ

た媒体を活用して、当院の取組を皆様にお伝えしているつもりではございますが、や

はり先ほど熊木委員のお話を伺っておりましたら、まだ足りない部分があるのかなと

感じましたので、御提案いただきました新聞等々の媒体なども活用できるものは活用

をさせていただいて、今まで以上に当院の取組を周知してまいりたいと思ってござい

ます。 

あとは大規模改修の関係でございますが、先ほどこちらもお話ししたとおり、そち

らも含めて今後の町立病院のあり方を検討させていただきますけれども、そこにそう

いった町民の御意見であったりとか、そういったことも参考にしたらどうかという今

御意見をいただきましたので、院内に持ち帰って議員の方からこういう御意見をいた

だきましたということで、町民の方の御意見を取り入れるとして、どういったやり方

であったりとか、どういった形がいいのかといったことも含めて、院長のもと検討を

させていただきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

石川委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  外来の関係で、待ち時間が長いという声がよく聞かれているような感じ

になっているんですけれども、先ほど言った予約の関係というのはワクチン接種か何

かの関係だったのかなと思うのですが、外来の部分にそういう予約制を導入して、待

ち時間を少なくするだとか、そういうような体制というのは、４人制になった時には

できないのかなと思うのですが、その辺の見解を教えてください。 

町立病院事務長  まず、来年度の外来診察体制でございますけれども、医局のほう

で検討中でございますが、常勤医が１名増えることで、２診体制のコマ数は増えると

いうように伺ってございます。また、現在の外来や訪問、そういった時間が入ってい

ないフリーの時間帯でございますけれども、現在医師１人につき週１コマ程度ありま

す。このフリーの枠も、それぞれ先生１人につきさらに週１コマ程度増えると伺って

ございますので、そのフリーの時間帯は、基本的には医師が入院病棟をラウンドした

り、あるいはスタッフ、あるいは家族さんと打ち合わせをしたりだとか、電子カルテ

を見直したり、研究の時間に充てたりといったような時間に充てているんですけれど

も、そういったフリーの時間の医師が１人増えることで増えますので、外来が混雑し

た場合はそういったフリーの時間を活用して、外来の応援に入るといったことも今後

よりできるのかなというように考えてございます。 

御質問の外来の予約制導入でございますけれども、待ち時間を減らす有効な手だて

の一つだと思います。ですが、例えばその予約が特定の医師に集中したりだとか、ま

たせっかく予約をいただいても都合がつかなかったり、あるいは予約の時間に遅れて

しまうといったことも考えられるのかなと思ってございます。事前に質問をいただき

ましたので医局のほうに相談しましたところ、ある先生の前任地は農村地域だったん

ですけれども、夏場に農家の方が予約をしても、残念ながら仕事を優先して来なかっ

たり、あるいは高齢者の方だったら時間に遅れたり、忘れてしまうといったこともあ

ったということで、外来の予約制でより有効性を高めるために、例えば対象は現役世
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代の方で、予約も特定の医師に偏らないように医師の指定なしで、２診体制の時間帯

のみといったことで行っていたということでございました。医師が４人体制となるこ

とで、予約制を導入する予定ですとこの場ではっきり今申し上げること、言い切るこ

とができないのが大変申し訳ないんですけれども、少し先になりますが新しい先生を

お迎えした以降、その先生も含めて後日この件について検討するということを院長か

ら伺ってございますので、御理解をいただければと思います。よろしくお願いします。 

西股委員  ということは、とりあえずのところ４人体制になった段階で再度検討す

るというような考え方でよろしかったでしょうか。 

町立病院事務長  おっしゃるとおりでございます。新しい先生を交えて医局の中で

検討すると伺ってございます。 

西股委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

石川委員長  ほかにございませんでしょうか。 

家塚委員  頭出しはしていないのですが、財務内容的に伺います。予算書でいえば

７ページ、８ページ、それと国保の繰り出しで２２ページになるのですが、一般会計

からの繰出金の関係で、内訳は基準が多分あるんだろうと思うのですが、項目と繰出

基準の率をお願いしたいと思います。以上です。 

町立病院事務次長  一般会計の繰り出しの基準ということで、項目がかなりあるん

ですけれども、まず、その他医業収益の部分で受けている部分で、救急告示病院、こ

ちら普通交付税、これは単価が決まっておりまして１病院当たりで３，６２９万４，

０００円というものがございます。それと同じく、その他医業収益で受けている部分、

小児救急医療提供病院、こちらが特別交付税の項目でございます。こちらも単価が１

施設当たり決まっておりまして、これが令和７年度は若干単価が下がっているんです

けれども、１，０２３万８，０００円というものがございます。そのほか他会計負担

金ということで、一般会計の負担金、企業債の償還利息、こちらは予算額の３分の２

ということで、今年でいくと１０万６，０００円。そのあと一般会計の繰入金という

部分ですけれども、こちら項目がかなりありまして、普通交付税が２つあるんですけ

れども、まず１つが病床数に応じて支払われるものということで、先ほど説明であり

ましたとおり、こちらが病床数、今まで病床削減の部分で緩和措置ということで多少

多くみることができたんですけれども、令和７年度以降その緩和措置がなくなりまし

て、前々年度の最大利用病床数というものがございまして、１年間で最も病床のベッ

ドが埋まった数、例えば１日でも満床になれば６０という数字になるんですけれども、

こちらをベースにしまして４４床、これに単価を掛けると。それと削減した病床数に

対するものも、こちらについてはまだいくらかあるんですけれども、その単価を掛け

まして３，７５４万５，０００円というものが、ここで大体１，０００万円くらい今

年落ちている状況でございます。それと基礎年金の拠出金ということで、こちらは給

与の計算書類のほうから普通交付税として出されるものが１，０００万円ほどござい

ます。それと特別交付税の不採算地区というものがございまして、こちらも同じく最

大病床数に対して単価を掛けているもの、こちらが７，０００万円ほどございます。

それと特別交付税の医師派遣という部分、こちらは出張医等が来た部分に対して、そ

の旅費等を補填されるというもので、これは大体今年１００万円ほど。それと先ほど
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来説明しております経営強化プランを策定した部分に対して、５０万円というものが

ございます。それと医師の児童手当に対するもの、こちらが３９０万円。それとこれ

以降は町独自の項目自体があって、計算については町財務当局との中で決めているも

のですけれども、医師確保対策ということで、出張医等の経費についていただいてい

る部分、それとリハビリテーションの対象病院ということで、こちらもリハビリテー

ションスタッフの賃金等から収入を差し引いたものを算定しまして、９７０万円ほど。

それと最後に資金不足ということで、基準外繰入の部分が先ほど予算の説明にもござ

いましたが１，５００万円ほどということになっております。こちらが今までの収益

的な部分でございます。それと資本的収入の部分でございますが、こちらにつきまし

ては企業債償還元金の３分の２ということで、２，７５８万２，０００円。それと今

年であれば国保会計からの繰入金ということで、医療機器の購入補助金、国庫の調整

交付金、こちらが４１２万５，０００円という状況でございます。内容については以

上となっております。 

家塚委員  わかりました。あとは基準を超える部分、令和６年度でいえば２，００

０万円ですが、今年は１，５００万円で間違いないのかなと思うんですけど、その辺

の確認をお願いします。 

町立病院事務次長  基準外の部分につきましては、今家塚委員のおっしゃったとお

り、令和６年度で２，０００万円、令和７年度予算で１，５００万円ということにな

っております。こちらにつきましては経営強化プランのほうで定めておりまして、令

和８年度が１，０００万円、令和９年度でゼロになるということで、経営強化プラン

のプランどおりに今のところを進めているところでございます。以上です。 

石川委員長  ほかにございませんでしょうか。（なしの声） 

ないようですので、これで質疑を打ち切ってよろしいですか。（はいの声） 

では、これにて病院会計についての審議を終了いたします。この後、職員が退席し

ますので５分間休憩いたします。 

（午前１０時２８分） 

（午前１０時３１分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは、理事者に対する総括質疑について議事に入ります。７日から本日までの

３日間にわたり各説明員からの説明により、令和７年度一般会計ほか５特別会計予算

並びに関連７議案の審査を行ってきたところです。会計ごとの審査が終了しましたの

で、これより理事者に対する総括質疑についてお諮りいたします。 

初めに、３日間の質疑の状況を事務局長が記録しておりますので、そのなかで説明

員の答弁漏れなどについて確認をいたします。 

議会事務局長  それでは３日間の審査の中での質疑ですけれども、３日間で延べ６

６人、１４４件の質問となっております。例年よりも若干多い形です。これは、初日

とか２日で結構時間が押していたという部分も皆さんお気づきだと思うんですけれ

ども、質問も多かったんですけれども、答弁がやはり昨年からですか。パソコンを持

ち込んでいるということもあって、持ち帰らずにその場で詳細な答弁をしているとい

う部分もあったので、そういう影響もあるのかなと思います。また、質問の中で預か
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りとなった部分ですけれども、それにつきましては冒頭保健福祉課のボランティアポ

イントの関係を保健福祉課長のほうから説明をいただいておりまして、それ以外の部

分については私の中でちょっとなかったかなと思うんですけれども、よろしかったか

なと思います。 

石川委員長  局長報告のとおりと考えますが、特に理事者に質問すべき事項がある

かどうかをお諮りいたします。（なしの声） 

星委員  ちょっと流れをまだ把握できていないんですけど、ちょっと総括質疑とい

うよりも、気になった点を理事者にお願いではないんですが、そういう質問はしても

よいのでしょうか。 

石川委員長  率直に述べていただいて構いません。 

星委員  この予算書を今回通して見てなんですけれども、今の社会構造の動きから、

これから先はどうしてもデジタルが主になってくるのかなと。７年度の予算でも、シ

ステム改修やデータ更新、データ補修に係る経費が結構あったかなと。どのくらいか

は私も計算していないんですけれども、今後はさらに来年度ではないですが、何年後

かにはデジタル機器材の更新なども当然入ってくるでしょうし、このデータの維持管

理に関しては今後もずっとかかってくる経費なのかなと思ったんです。肌感覚で申し

上げていいのかどうかわからないのですが、システムの開発などもこれからどんどん

行われてくるので、この維持費を一般財源で賄う部分がどのくらいかかってくるのか

というのを、今後のこの予算組みの中にある程度組み込みながらの財政基盤の安定と

いうか、当然この維持経費は今後これからもかかるものということを踏まえながら、

予算組みであったり安定した財政を図っていってほしいということを言いたいなと

思ったんです。 

石川委員長  どのくらいかかるのかという問いかけではなく、要望みたいなもので

すね。 

（暫時休憩） 

石川委員長  ほかにございませんか。なければその１本だけで、理事者に問いかけ

るような形ですね。 

それでは暫時休憩いたします。 

（午前１０時４１分） 

（午前１０時５４分） 

石川委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

先ほどの御意見に対しまして、理事者のほうに来ていただきましたのでお願いした

いと思います。改めてお伝えしたいと思うんですけれども、今回デジタル関連事業が

結構増えて、予算も結構ウエイトを占めていると。これからまだデジタル機器、シス

テムの関係の維持管理費がかかっていくであろうと思うだけに、これから先どのよう

な形で、どのような流れで導入して、またそれがどのような形で経費がかかっていく

のか、それをある程度大筋として知りたいということなんですけれども、よろしくお

願いいたします。 

副町長  ＤＸの関係で、基本的には今までお示しして、この前の一般質問でもござ

いましたけれども、ＤＸ推進計画に基づきまして進めていくというのが前提でありま
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すので、それぞれ財政推計の中にも経費部分はそれなりに見込んだ中で、経費は算定

させていただきます。また、国のほうの標準化に関しては、経費は国のほうから全額

負担になりますので、そこの部分については特に財政負担はないのかなというように

考えているところでございます。それで、前にお示ししたＤＸ推進計画に基本的には

必ず基づいてやっていくという考えでありますので、そのほかに途中で何か新たなも

のがあれば、それは当然その時々に必要な部分はやっていかなければならないという

ように考えております。ただ、国の財源というのも当然ありますし、それを活用した

中で取り組んでいく部分もあります。あくまでも何かやる時に国の財源を活用すると

いうような形で、国の財源があるから何か必要のないものをやるとか、そういう話に

はなってこないのかなと思っております。ですからあくまでも先ほど申したように、

推進計画を基本に、これに定められたものを順次、窓口キャッシュレスですとかそう

いうものをやっておりますので、あくまでもそれに基づいた中で進めて、必要な部分

が出てきたら都度そこに必要な部分をやっていってデジタル化を進めていくという

形になろうかなと思うんですけれども、あとは財政的な部分の負担が当然出てきます

ので、そこは財政負担をいかに抑えるかという部分は当然検討していかなければなら

ないと思います。国の財源を活用したり、あるいは今の予算の中で、多分改修や何か

は今国のほうから指示がきているのは、ほぼ国のほうから全額負担で改修をしている

というのが実態でありますので、そういう法改正の部分についての経費は出てこない

のかなというように考えております。ただ、新たに何か取り組むという時には、当然

やはり導入のイニシャルコストに関しては必要になりますので、国の財源を使わなけ

ればならないと。ただ、ランニングコストについては当然自前である程度負担してい

かなければならないという形になりますので、そこも将来的な財政負担がどうなのか

という部分を考えながら、システム導入だとかそういうデジタル化を進めていかなけ

ればならないと。だから何でもできるかといったらそうでもないという形になります

ので、財政負担を考えつつ、その範囲の中でどれだけできるかということになるかと

思いますけれども、そんなことでよろしかったでしょうか。 

星委員  説明ありがとうございます。導入する時は、やはり国の方針に沿って導入

してというか、国のＤＸ計画のもとで新たにいろいろ始められるんですけど、やはり

一番心配なのは、やった以上ランニングコストもうずっとかかっていくものなのかな

というところで、やはり財源の確保というのを今後調整しながら、難しいところでも

あると思うのですが、その辺で少しランニングコストが心配だというお話で終わりま

す。 

副町長  ランニングコストは、ＤＸ推進計画があります。また新しい何かがありま

すとなった場合、当然そこには先ほどもお話ししましたように、ランニングコストが

どれくらいかかるだとか、費用対効果は当然考えていかなければ、何かをやるといっ

ても難しいと思いますので、その辺はしっかりと、取り組む時はその辺の財源確保と

将来的な財政負担を考えながら、それらを検討した中で十分考えてから進めてまいり

たいというように思っておりますので、そんなことでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

（暫時休憩） 
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石川委員長  いずれにしましても、先ほどの話に戻りますけれども、国のほうの大

きな流れにある程度従いながら、国の財政もありましょうけども、うちの負担のこと

も考えながらこれから選択して進めていくということで、どれくらいかかるという金

額までは全然読めるものではないということです。 

熊木委員  ＤＸはこれからどんどん自治体でもやっていかないとだめだというの

はもう決まっていますよね。それで今後の職員の採用について、ＤＸに強い職員を採

用するという形をぜひ検討すべきだと私は思うんですけれども、その辺で何か考えな

どがあったら伺いたいんですけれども。 

副町長  ＤＸに強い人というのがどこまでかということですね。専門職という意味

ではないということですよね。なかなか専門職でＳＥなどを採用しますと、そこばか

りになってしまうということがありますので、例えばうちの職員も、今は違うところ

のセクションになりましたが、当時電算会社から採用した職員がいました。今はもう

大体役割を終えたというか、違うところにやはり人事異動の関係で回っていますので、

ただ、若い方は今結構かなり詳しいです。詳しいので、大体の機械操作関係はすぐ我々

以上に簡単にできるような状況になっていますので、それほど必要はないのかなとい

うように思っています。ただ、採用の時にこういう資格を持っていますかとか、そう

いうのはなかなか難しいので、あくまでも参考程度にしかならないと思いますけれど

も、面接の段階でこういう経験はありますか、こういうところはどうですかというの

を採用の時に聞くという形になろうかと思いますけれども、特にそこに特化してＤＸ

に強い職員の採用ということになるとなかなか難しいかなと思いますので、なるべく

今お話しした面接の時などはそういう質問をしたりして、そういう判断材料の一つに

はさせていただければなと思っています。ただ、一般質問でもありましたけども、Ｄ

Ｘの専門職というか、国のものを活用したそういうところは、やはり新たな現状とし

ては、町の中ではいろいろとシステムを運用していますけれども、今のベンダーのほ

うの職員で大体対応できるという形を取っていますので、特に専門的な職員は必要な

いというように考えています。それが実態であります。ただ、新たに何か大きなもの

を立ち上げて、町をあげてこれをやるんだということになれば、当然そういう専門的

なものがありますので、西股議員の一般質問であったような国の制度を活用した専門

的な職員を採用というか、それを活用したというものが必要になるかと思いますが、

現状としては現状のベンダーで十分対応できておりますので、そんな状況でございま

す。 

石川委員長  よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。（なしの声） 

ないようであれば、そのような形で納得したということにさせていただきます。あ

りがとうございました。 

（午前１１時１０分） 

（午前１１時１１分） 

石川委員長  それでは会議を再開いたします。 

特別委員会としての意見について諮りたいと思います。 

特別委員会の意見についてお伺いいたします。特別委員会の意見について特に付す

べき事項があるかどうかをお諮りいたします。（なしの声） 
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それではなしということで、意見は付さないとして報告することに御異議ありませ

んか。（なしの声） 

それでは御異議なしと認めます。よって、意見は付さないということに決定いたし

ました。 

それでは、本特別委員会に付託されました議案第７号から議案第１９号までの１３

議案の審査が終了しましたので、１３議案について一括採決をいたします。 

採決は起立採決といたします。 

議案第 ７号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例制定について 

議案第 ８号 職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例制定について 

議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例制定について 

議案第１０号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

議案第１１号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 

議案第１２号 職員の寒冷地手当に関する条例等の一部を改正する条例制定につ 

いて 

議案第１３号 南幌町高等学校等通学費補助に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

議案第１４号 令和７年度南幌町一般会計予算 

議案第１５号 令和７年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第１６号 令和７年度南幌町病院事業会計予算 

議案第１７号 令和７年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第１８号 令和７年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第１９号 令和７年度南幌町下水道事業会計予算 

以上、１３議案について賛成の議員の起立を求めます。 

（起立９名、着席０名） 

全員起立であります。よって、本１３議案は原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

ただいまの採決のとおり、本委員会に審査付託された１１議案については、会議規

則第７７条の規定により、本日付けをもって全員賛成ということで可決すべきものと

して議長に報告書を提出いたします。 

その他で皆様から何かあれば賜ります。（なしの声） 

それでは、以上で予算審査特別委員会の議事日程全てを終了いたしました。本日ま

での３日間、委員各位の御協力をいただき誠にありがとうございました。ただいまを

もって予算審査特別委員会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午前１１時１５分） 


